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（ 国 ） 園 瓢 π 傍 耳 δ 鄭 藤 S 自 庫 α 葺 伴 囎 望

　 　 団 団 δ 》 洋 ％ ゆ 労 「 鄭 蝋 」 伴 σ ゆ 訓 義 ぴ 。 瞳 螂 、 酔 嘩 雪 融 氏 C 《 ぴ ’ 御 ぴ 卵 ぴ

　 園 購 瀧 葺 8 丹 δ 「 鄭 疎 」 淺 モ ・ ワ 盈 舜 誉 爵 嘩 翫 呂 ぴ 臼 伴 δ o σ パ 真 潮 囲 S 分 目 舜

　 舜 つ づ 厭 崩 ゆ 。 叫 む び ぴ ’ 園 瀞 δ 銚 σ バ 舜 、 野 焼 、 滋 慰 ぴ 曲 雌 針 ＞ S 酪 期 嘩 麺

　 雨 冷 δ 鰍 渉 “ 卵 S 丑 δ 醜 雌 針 ＞ S 鯨 卵 嘩 醤 樹 C o o 、 疎 剛 δ 瞬 G パ 醤 藩 S 抽 可

　 婚 陣 営 累 C 弾 豆 9 園 熟 瀧 葺 蝋 淺 麺 瑠 氏 鰍 渉 ぴ 爺 期 嘩 柵 誌 叫 ぴ 臼 伴 轡 蹴 掛 香

　 冴 暖 伴 叫 え 瞭 弓 翫 ぴ 。

　 　 園 滋 δ 計 算 ぴ 曲 蝋 S 爵 磁 q 耳 δ 圏 C バ 翼 ノ δ ゾ 。 バ 舜 ＞ 黛 － 斗 こ ヌ 申 へ 受 黛 鋤

　 瞭 渉 廿 噛 糾 艶 書 d 殴 。 持 碁 戸 卵 e 黙 、 σ ぴ 谷 ぴ 曲 醸 S 皿 団 弟 蔚 蘇 餅 盤 麟 叫 ぴ 断

　 緬 ♪ S 諏 潜 義 》 ① 鏑 」 園 靭 帯 薄 藤 代 曲 報 S 旨 蔀 酪 途 囎 δ 叫 え 昧 d 翫 び 伴 S 断 最

　 S σ 氏 δ 、 σ ぴ 谷 ぴ へ ▽ 刈 尋 1 ＞ τ ・ 〕 V 侍 V 7 を 四 四 弟 詩 論 薄 ゆ S 聴 》 、 汁

　 》 湘 翻 蜘 堰 S 冴 O 諾 》 淺 一 律 論 C 葎 。 冊 洋 ’ 図 書 伴 曲 醸 S 圏 索 餅 鰐 瀞 潜 さ 伴 甫

　 凶 ぴ 餅 書 軸 勇 む 氏 8 疎 畑 ぴ 曽 さ O 、 醜 蝋 碁 協 画 期 瀧 薄 蝋 δ 違 C バ 田 田 δ 餌 醍 「

　 曹 酪 叫 凶 ぴ 逓 無 館 町 亘 叫 ぴ 牙 δ 諮 》 ひ 蒔 叫 声 渦 魏 δ 郎 s ％ 」 空 汁 莇 誉 ♂ 障 ①

　 叫 き o O 蹄 ぴ 。

　 　 洋 C サ δ “ 園 熟 議 薄 鰍 伴 醜 醸 S 酷 δ 舜 ’ 、 頭 離 右 書 聾 S 囎 C ぐ 並 耳 斗 葵 、 醇 訪 翫 9

　 臼 S 曲 湘 酷 魂 離 髄 薄 囎 S 牙 6 由 》 δ 外 。 《 ▽ C δ ぴ ・ プ 眠 く 叫 び 覇 計 回 書 “ 野 H

　 　 C つ 廿 可 酢 δ 猷 ぴ 。 C 誉 「 画 期 融 薄 雌 伴 邸 鰍 3 謡 S “ 耳 鼻 群 、 醇 嘩 繋 魯 ぴ 詳 審 δ

　 ｝ 野 諫 離 瀧 癖 S 牙 O 諮 》 S 》 δ 外 ぴ S δ 舜 十 Φ 虻 叫 叫 沁 む σ 。 徹 ぴ 卵 ぴ 副 眼 S

　 酷 δ 舜 職 － 』 醤 伴 崇 颯 「 』 醤 氏 σ 」 酪 つ 淺 猷 9 園 雲 δ ノ ① 郵 藷 杏 酪 期 甘 藍 囎 δ O σ

　 パ ’ 心 置 ① S 舗 「 」 咄 乖 冷 酷 ゆ δ パ 熱 讚 甦 諏 離 嘩 乖 洋 氏 C 《 ぴ 、 撞 く 8 鄭 疎 舜 臼 養

　 　 嘩 ぴ 伴 δ 禄 欝 δ 砂 臨 書 舜 誰 堅 餅 鏡 臼 む 」 臼 氏 舜 図 撒 6 猷 ぴ 。 臼 3 断 コ 舜 、 一 覧

　 難 き 概 、 四 四 落 研 伴 σ 」 淋 菌 S ぴ 伴 δ 、 園 贈 酷 薄 蝋 δ 岳 」 蛋 圖 蕪 舜 蝸 劃 轡 曲 醸

　 　 δ 強 奪 バ C 冊 」 銚 細 雪 淺 翫 ぴ 。

　 　 　 C 葎 淺 。 《 、 臼 田 δ 図 書 δ 憐 3 ① 雪 δ 熊 璽 氏 “ 野 面 。 旧 二 細 書 雷 舜 醜 醸 義 ゆ 輪 番

　 　 舜 米 一 」 蚤 嘩 叫 δ 障 魯 δ 県 賜 砂 書 雛 杏 誌 楚 酪 訓 卵 S 醜 蝋 淺 醜 咽 伴 叫 ぴ 氏 瞭 δ 醜 畑 伴

－ ω 『



叫 び 歳 耳 十 ¢ δ 瀧 薄 「 卵 S 曲 蝋 伴 伴 ぴ δ 鰍 渉 ’ 卵 8 曲 醸 曲 説 臼 舜 」 抽 畑 薄 荷

S 洲 思 耳 嘩 叫 か 自 民 伴 離 洲 ぴ ≧ 魁 δ 様 ぴ 。

　 針 琳 皿 ゆ 興 ’ 雪 蓋 S 楚 串 咄 δ 蝕 つ 《 ’ 園 雲 e 「 飾 罷 （ ま ロ 。 ｛ m q ） 」 蜘 誤 8 離

洲 廿 嘩 識 ⇒ 「 図 書 舜 典 雌 8 望 瞬 酪 麺 雨 冷 δ 燕 渉 m 埋 叫 え 卿 臼 氏 嘩 融 蚤 C 洋 。

臼 e 「 粛 融 」 伴 つ ゆ 鵡 ゆ 杏 “ 曲 疎 丑 ワ S 鰍 渉 廿 δ “ 野 卵 S 熊 鼠 δ 説 つ バ 4 1 ＞

q 氏 O e 醜 鰍 δ 津 C パ 、 卵 鏑 醜 き 薗 望 S ＞ 部 嘩 ぴ 。 葎 ＞ 醒 伴 C 《 煎 「 州 S 醤

慰 酪 4 ぴ ’ 伴 σ 」 畑 甦 訪 畑 サ 雪 《 σ ぴ 。

　 ぴ 。 氏 ぴ ノ 曲 醸 S 韓 暴 酪 譜 面 番 δ 鴫 ◎ 箇 叫 伴 叫 き 舜 ’ 皿 唾 伴 曲 疎 S 田 口 蕩 冊

嘩 偽 印 冊 づ 醤 睡 叫 え 鋳 誉 氏 σ 」 醍 醐 δ 画 回 叫 ぴ 臼 佳 什 舜 び 。 氏 O ぴ 耳 黍 光 蓋 画

期 嘩 3 〈 、 δ 洋 諦 a 討 つ （ “ 野 口 S 野 」 舜 藍 餌 “ ∩ 臨 薩 叫 ぴ 臼 伴 淺 螺 塾 触 鈴 ぴ 嚢 ’

画 期 謙 珊 鰍 “ 野 書 画 舜 ぴ 緬 ゆ δ ¢ 醜 瞭 8 貯 砂 斜 脚 嘩 、 藩 一 蜘 番 舜 苗 齢 氏 鰍 凶

（ 記 理 外 ≧ 曝 δ 翫 び 。

　 C 洋 義 。 《 、 曲 蝋 ・ 戴 鼎 義 蔵 壽 酪 懸 S 離 C 醸 渉 ’ モ 粍 酪 卦 3 障 鰯 δ 、 囲 皿 章 野

冊 焼 餅 砂 醤 圖 8 旨 緬 誉 男 臼 S 齢 δ 嘩 幽 耳 》 茸 か サ 酬 サ 酪 、 悪 闘 δ 堂 辱 叫 ぴ ※ 畑

淺 融 ぴ 。 臼 S ％ ゆ 鉛 滞 一 」 蚤 嘩 藍 聯 つ む く 銚 臼 舜 」 詩 書 S 細 書 魯 舜 瞬 懸 δ O σ 《 。 野

園 職 事 皿 ① 淺 達 ヘ ア 畑 へ V 酪 斎 爵 C 瀧 郭 外 》 瞬 δ 翫 δ 氏 S 鯨 画 嚢 薙 勝 σ 一 寸

δ 4 識 一 呂 む 嫡 ヘ ア 畑 へ V 嘩 冊 呂 ぴ 臼 氏 δ ％ o 《 曲 部 S 米 「 」 蚤 曲 想 画 論 叫 ぴ 臼 氏

嘩 瞭 ゆ 叫 び 酬 σ 醒 サ 茸 ぴ 。 誰 一 番 舜 磯 へ τ 畑 へ V 蒔 満 目 ぴ δ ノ 曲 節 δ 鏡 耳 ぴ 藩

購 S 園 晋 δ ％ ぴ 光 一 」 蚤 娼 S 甘 藍 酷 熱 ぴ サ 舜 礪 く 説 く 氏 C 《 φ 図 書 ’ 園 熟 瀧 葺 蝋

舜 ］ 園 8 麺 暴 論 幅 π 畑 ‡ 耳 ① き 津 田 ① S 様 ［ 」 蚤 臆 癬 δ 謙 ぐ ／ 贈 沸 氏 C 障 聡 無 d 曲

疎 e 惜 答 δ 津 無 叫 え 瞭 6 翫 び 。

　 臼 e ％ ゆ 【 9 「 煎 闘 」 螂 蕊 傍 耳 ’ 佃 蝋 3 畑 見 嘩 叫 ≧ パ 卵 S 恵 O δ 癩 耳 》 き び

氏 σ “ ぴ S d 舜 舜 〈 ’ 佃 蝋 淺 ゆ 竜 書 鋤 米 二 掻 餅 「 心 3 書 囲 8 丑 δ 皿 ひ 淺 知 σ 雌

辮 C σ 氏 鰍 凶 ぴ 鮨 詰 淺 δ 昧 ぴ 外 」 δ 蝿 薄 耳 嘩 叫 び 臼 伴 嘩 小 S モ 薄 伴 》 δ 》 味 d

蹄 ぴ 。 ↓ 隙 、 臼 S 愈 融 螂 誤 S 瞭 渉 断 舜 、 離 糸 S ＼ ゐ 矯 一 斗 こ 筑 ＞ 、 四 四 落 研 諜 融

既 螂 氏 ぴ 糊 膏 ぴ ’ 聾 C σ 佃 蝋 丑 ウ 8 園 熟 酷 熱 賠 叫 ぴ 離 凶 廿 伴 C パ 、 戯 ひ δ 蕪 σ

瀞 理 嘩 講 耳 δ 良 ゐ 糊 噛 翫 ぴ 。

」 ＃ －



（ o o ） 舜 雌 丑 ウ S 園 雛 嘩 満 曲 叫 が 洋 品 π 圏 蜜 蝋 致 知 洋 叫 λ 働 盛 盟

　 　 園 靭 S 丑 ワ π 曲 疎 嘩 蒔 臨 蟻 耳 ぴ 自 陣 δ 舜 》 廿 8 湘 鄙 淺 鋤 σ 伴 C バ φ 臼 雪 嘩

　 田 舞 醐 期 S 冊 δ 渦 嬬 C パ σ 〈 」 凶 づ “ 野 離 渦 δ 蘇 奇 骨 弼 珊 杏 醍 醐 淺 溝 口 9 巾

　 S 輪 弟 e 洋 3 δ 聾 画 期 δ 翻 “ 叫 δ 小 雪 醜 茸 S 詩 舘 S 疎 ’ 叫 鋤 ぴ ぴ “ 園 期 瀧 薄

　 雌 、 曲 疎 ’ 嬬 最 ・ 哉 罫 舜 馬 諺 ’ 車 田 S 曝 騨 璽 嘩 歯 S δ 湘 洋 C 《 つ く 口 径 ひ ！ 薗 3

　 パ 掛 橋 仕 舞 ぴ 。 臼 田 δ 舜 、 兜 焼 “ 円 き ひ S 翻 粛 蝋 淺 傷 8 ％ 趣 鋤 薄 哩 嘩 直 ぐ ／ 冊

　 葎 卵 円 づ 餉 S 野 」 舜 醒 餌 義 降 商 C パ σ ぴ サ 嘩 、 細 書 番 鋤 鍋 室 σ 掛 渉 o O 蔦 理 C

　 《 σ 〈 。 （ 舜 傍 ’ 贈 皿 ゆ S 整 理 弓 巾 野 曝 光 δ ‡ C 障 「 佃 蝋 S 蘇 舗 「 」 伴 魁 誤 δ 圏 叫

　 ぴ 断 鋤 餅 か 伴 都 舞 」 嘩 薗 叫 鋤 掴 C O O 難 鄙 嘩 計 目 糞 。 葎 。 ）

e 園 購 融 繋 雌 S 囎 暫

　 ↓ □ S 園 期 舜 、 園 皿 劉 鵡 慰 書 、 繍 壁 皿 ヲ 郵 瞭 溝 雲 、 卵 S 陰 瞳 〈 S 羅 藤 淺 置

む δ 、 C サ σ 融 雪 ① S 爵 藤 豆 串 1 ＞ 氏 C 《 一 ＞ S 曲 蝋 S 酪 蜘 δ 融 葎 ぴ 臼 伴 淺

一 露 君 民 舜 。 《 σ δ 。 臼 磐 舜 、 噛 踏 S 園 薪 謙 珊 醸 訪 鎌 響 町 ぴ 瀞 醗 δ 銚 σ （ 軽

δ 6 弓 舜 タ 誉 蔦 S 罵 熟 ヨ δ 鏡 σ バ φ 虐 e 園 熟 議 鶏 ’ ⇒ 藤 翻 薬 煉 舜 因 氏 S

隣 諮 S 綱 目 舜 ～ ノ 隷 舜 癩 む び 淺 説 鏡 α む 画 蘇 8 臼 氏 淺 σ 凶 ぴ 。 臼 S モ δ 、 園

雲 義 油 津 叫 霜 珊 員 外 園 熟 談 謎 S 丑 ウ 魯 舜 嬰 ① 蒔 田 ① 齢 臼 舜 ぴ 氏 叶 ぴ δ ’ 由 一

＞ ゆ 丼 嘩 誹 猟 叫 び 臼 伴 淺 圖 燗 仕 舞 餅 C 汁 淺 。 づ 璽 ぎ 岳 “ 鋤 壮 町 勢 睡

磯 m 謎 舜 ’ 蔀 ゆ δ ％ o バ 舜 卵 S 諮 湘 δ o σ 《 3 期 中 嘩 ⑳ 」 鋭 鋒 藍 呂 δ ぴ 薗

3 バ 曲 σ 卿 県 嘩 σ O 。 聯 詩 、 申 一 ＞ 冴 S 図 書 氏 C 《 “ 既 酪 園 、 尚 脹 園 、 脹 画

図 舜 傷 職 輝 S 回 雪 営 圏 “ 叫 び 臼 氏 ぴ 田 舞 番 δ 献 伺 ◎ 」 ぴ 膨 、 虫 一 ＞ 冴 δ S 麹

灘
姻 高 ｲ 舜 ｝ 叩 遡 闘 ・ 圃 瞬 繭 ｝ 軸 齢 咽 面 算 叫 臨 阿 柚 ゆ 園 δ 凶 世 四 ψ 劉 『 （ ○ ・ 『 無 曝 渉 ① 軸 ρ 州 よ

　 　 臼 3 ％ ψ π 園 皿 ヨ 舜 、 醜 蝋 S 酪 期 δ 丹 ◎ 由 傑 冊 d 、 号 ワ 書 舜 熊 珊 一 」 民 田 ｛ 田 嘩 ゆ

　 」 ひ ！ 戯 ① δ 園 雲 翫 ぴ σ 舜 園 熟 議 薄 職 員 、 吏 引 8 野 ゆ 舜 瀟 咽 」 曝 首 。 パ σ ぴ 。

（ 図 ） 軸 蝋 S 舞 舞 霜 鵡 、 磯 朝 議 鑑 識 葺 伴 毒 叢 S 癒 溝

　 　 回 雪 、 御 S 虐 S 園 滋 融 葺 蝋 眞 ’ 辮 聾 、 田 蒜 呂 鉛 醐 蜘 δ 祉 σ 《 “ 外 曲 吐 S 鯨

　 佃 嘩 醤 画 f 醜 疎 8 藩 δ δ 吟 。 洋 画 期 酪 難 癖 叫 ぴ 界 ゆ 鵬 3 鋤 く パ 舜 舜 ① 舜 σ 。

　 臼 S 緬 ゆ δ 園 皿 貢 野 畑 疎 嘩 醤 露 蹴 ぴ 喬 鳶 氏 C バ 憩 ぐ ／ 粛 融 雪 舜 悪 癖 嘩 懸 く 県

　 咽 義 猷 δ ’ 口 置 臼 小 義 「 鄭 課 冊 ウ S 園 期 」 8 函 暖 可 融 δ 。 細 書 雷 δ 舜 、 臼 鏑

－ 快



叫 δ 碁 O 強 冊 鏑 バ 曝 詩 野 ゆ “ 9 へ V 刈 斗 1 ＞ τ ・ 〕 〉 侍 V プ S 牙 乖 を 罵 熟 跳

鄭 S 翻 勤 労 偽 ノ 醜 醸 δ 逐 叫 ぴ 罵 鵡 孟 魏 S 灘 薄 淺 圖 咽 伴 舜 ぴ 。 円 き 伴 伴 σ δ 曲

鰍 8 醐 期 孟 爵 嘩 感 菖 δ 牙 賠 ぐ ノ 刈 ． 畑 へ ＞ 粕 一 嘩 究 騰 叫 ぴ 臼 伴 φ 図 書 嘩 舜 q

呂 氏 叫 ぴ 園 瀞 瀧 薄 疎 淺 前 」 圖 媚 舜 凪 誤 d 融 ぴ 。

（ へ ） ε ぴ 百 が 萌 酋 灘 漆

　 　 佃 蝋 S 鰐 期 8 涛 δ δ 違 C 《 回 雪 淺 態 9 δ 軒 q ぴ 臼 伴 σ 、 曲 疎 号 ワ S 園 職 δ

　 鏡 σ 《 舞 曲 鼎 爵 畑 無 比 労 ぴ 。 臼 S 易 賠 螂 談 “ ∩ 圏 C 《 舜 ノ 園 雲 淺 箇 々 δ 抽 」 臼

　 氏 δ 箕 田 唾 サ ① 弼 判 淺 翫 9 洋 伴 凶 舞 曲 蝋 S 磯 鶏 S 卦 呂 a 達 嬉 恨 蒔 δ 軒 G ぴ

　 丼 亜 嘩 “ 軒 誌 螂 談 S 丑 暖 伴 C パ 郎 君 δ 貿 融 C 《 σ 〈 舜 代 S 廿 澗 義 眼 畑 d 融 δ

　 臼 氏 好 音 盗 難 串 琳 δ 重 町 議 C 討 葎 C 望 9 璽 慧 蔀 熟 s 難 3 δ 藁 縄 》 瞭

　 臼 伴 舜 、 即 ぴ 徹 σ 図 書 伴 つ 」 羅 羅 を 園 源 氏 σ 」 、 ＞ 砂 伴 回 諮 C 障 詳 細 δ 函 南

　 叫 び 国 赴 8 罵 暴 論 輻 サ ① 菰 サ 雪 ぴ 欝 談 氏 韜 略 ≧ 瞭 δ 翫 O ノ 小 S 弼 O δ 赫 σ バ

　 舜 ’ 昌 蔦 S 園 雷 管 腐 讃 C 《 軒 誌 懲 誤 磁 壁 晦 焔 耳 ぴ 氏 σ 」 融 叫 舜 瞬 燭 弓 蹄 δ 。

　 　 臼 S ％ 」 鋤 サ 障 ぴ S 赫 箆 螂 誤 3 畑 書 論 嘩 雪 融 伴 叫 ぴ 舜 ① 興 ’ 面 々 S 回 雪 、

　 園 購 藩 瑠 δ “ 野 ↓ m S 園 雲 ・ 曲 蝶 圏 薬 嚢 鰐 期 潜 誉 甕 索 伴 苗 髄 触 茸 バ ε か 吏 旨 ’

　 貯 ◎ 強 面 呂 δ 典 厳 酷 隔 湛 叫 ぴ 薦 品 「 」 嘩 融 δ ぴ え 瞬 氏 S 瞭 渉 廿 δ ¢ 蹴 δ 繭 無 ゆ

　 岬 蒔 淺 蹴 ぴ 氏 σ 凶 δ 。 ぴ 。 叶 ぴ 、 曲 由 S 霜 郷 磯 鶏 嘩 雪 融 伴 叫 ぴ 超 9 殖 郷 園 、

　 強 勝 園 瀞 賠 麗 “ 野 潜 さ 旨 、 薄 究 欝 蝋 （ 典 醸 ） 嘩 磯 鶏 叫 ぴ 欝 鍛 酪 」 究 郷 疎 氏 S 醒

　 δ 愈 。 《 σ び 氏 》 ぴ 臼 氏 ぴ 割 譲 4 猷 9 臼 S 抵 嘩 腎 巨 コ δ 轄 勇 C ゆ δ 誉 舜 僧 ひ

　 労 ぴ 薙 理 嚢 ※ 燭 δ 厭 ぴ 。

（ q ） 園 購 冴 蜴 e 協 S 甜 痢

　 　 融 薄 叫 ぴ 園 蕪 8 冴 暖 舜 、 脹 強 S 臼 氏 δ 翫 び 導 凶 “ 油 注 S 園 瀞 美 構 δ ゆ 蝉 C 葎

　 σ S づ 猷 O 、 サ O 劃 謙 舜 菅 叱 O 漕 ゆ 舜 σ S δ 舜 〈 パ 舜 舜 ① 舜 σ 。 臼 S 皿 雷 嘩

　 臨 島 町 ぴ 洋 品 δ 、 園 瀞 瀧 薄 疎 舜 四 温 サ ① 肝 煎 薄 叫 蘇 騨 氏 C ＾ 醤 難 ’ 洋 書 δ 圏

　 叫 び 車 懸 嘩 蕪 》 、 画 餌 δ 曲 疎 杏 醤 熟 囎 伴 8 口 加 一 B 守 一 Ψ 山 〉 酪 図 9 鈍 畑

　 嘩 蕪 》 牙 ぴ 臼 伴 δ O σ バ び 孟 脹 S 鵬 ご 嘩 叫 び 自 民 嚢 慨 δ ① き び 。 小 S 舘 ゆ π ノ

　 虫 1 ＞ 園 縣 酪 剖 び 園 雲 舜 」 串 1 ＞ 曄 書 ひ 画 一 蔚 8 畑 嘩 究 。 葎 園 游 嘩 瀧 薄 叫 ぴ 臼

　 氏 δ O つ パ ぴ 畑 中 嘩 抽 ψ 。

ひ －



　 ぴ 。 伴 σ “ 鰐 薄 書 豆 蒔 甜 究 叫 ぴ 洋 δ e ＞ 皿 義 十 ¢ δ 舜 つ 園 懸 藤 圏 δ 鏡 σ バ

興 、 臼 S ％ 」 鋤 車 輌 ・ 車 懸 S 藤 ゆ δ 鋤 言 叫 ぴ 臼 氏 ぴ 野 冊 舜 ① 労 σ 渦 廊 碁 4 耶 蟄

叫 貸 《 銚 9 園 期 冴 蜴 e 臨 S 認 究 酷 図 ぴ ゆ 凶 δ “ 野 園 鵡 融 癖 書 謹 S 曝 蔀 ． 掛

渦 ぴ 画 照 δ 輪 弟 眠 き 鋭 く 《 舜 舜 ① 舜 σ 。

（ B ） 園 期 興 繍 S 融 叫 4 囲 画 皺 曲

　 　 園 蜘 瀧 薄 醸 舜 、 箇 々 S 佃 雌 δ 遼 C パ 醜 疎 雪 ワ S 園 瀞 酷 渦 罵 叫 ぴ 舜 サ O 弓 鋤

　 〈 、 肝 ◎ 煎 蘭 書 舜 敲 舞 δ 詩 ぴ ’ 曲 雌 ラ ワ S 画 期 酪 灘 隣 町 か 洋 3 δ ’ 興 謡 ’ 皿

　 酪 井 堰 δ 違 C パ 醍 醐 輪 弟 S 薄 味 サ 耳 酪 銚 臼 舜 ゆ 臼 伴 ぴ 曲 贈 δ 様 ぴ 。 汁 氏 凶 舜 ’

　 曲 由 S 園 期 渦 照 δ 暑 叫 舜 σ 碑 謡 蓮 義 鍵 魯 ひ き 焼 δ 落 暉 眠 き バ σ δ 障 魯 δ 、 曲

　 蝋 淺 憐 呂 ぴ 酪 熟 酷 十 ¢ π 脱 臼 鋤 」 臼 伴 碁 画 δ 唖 聾 ’ 副 蝋 S 前 鑑 囲 惑 膨 面 咄 叫 茸

　 ぴ 氏 σ o 洋 満 蕗 訪 越 甜 叫 ぴ 鋤 ① 舜 ’ 心 ぴ ホ ぴ 卵 S 確 証 器 ‘ S 抽 昇 嘩 謡 σ サ 耳 “

　 課 卜 淺 諮 脹 d 融 ぴ 舜 雲 ％ C サ ぴ 》 味 ｛ 薄 味 診 耳 酷 爵 卦 ’ 徊 貯 穂 薄 岱 囎 δ 津 C

　 《 鏡 目 覚 」 陳 咽 膨 翫 び 。 苗 齢 番 δ 鼻 口 3 ％ 」 骨 無 設 眞 直 々 8 園 書 薗 ＞ 碁 凶 油 」

　 ぴ S 氏 燕 凶 ① 雪 ぴ 淺 ’ 油 滴 δ 嬬 部 3 融 叫 を 薄 味 サ 耳 酪 叫 ぴ 緬 ゆ δ 舜 ノ 田 掛 図

　 晋 ゆ 舜 鋭 S 園 期 輯 3 罷 熟 図 書 臼 卵 嚢 、 卵 8 脚 咽 労 霜 咀 」 酪 前 」 臼 氏 嘩 蓋 車 併 置

　 パ σ ぴ 。

㊥ 圖 ・ 皿 叢 書 噸 S 薄 暫

　 圖 卿 8 隠 魚 雌 騰 舜 、 醐 ㌫ 賦 熟 δ 冊 魯 ① き 洋 画 珊 S 蘇 舶 こ （ 爵 謡 蘇 ） 弓 猷 ◎ 」 圖

舜 向 き 嘩 渦 曲 C 、 講 無 叫 》 〈 お 凶 焼 鵬 計 叫 ぴ 螂 誤 嘩 ゆ 」 。 C 津 淺 。 バ ’ 蕗 か

杏 里 無 S 釧 誹 δ ％ 9 圖 卯 蓑 感 9 む 園 熟 嘩 漁 耳 δ “ 伴 δ 地 δ 瞭 労 σ 舘 ゆ δ 舜 、

一 漸 一 」 ぴ 細 く 臼 S 上 汁 函 酪 面 目 C 、 感 菖 鋤 園 鶏 嘩 顧 奪 ① 鴛 ぴ 逓 臨 嘩 瞬 渉 鋤 く バ 舜

舜 ① 労 σ 。 冊 障 、 署 ↓ 、 国 管 ① 言 掛 皿 酪 書 δ 叫 冊 吠 辮 舜 蘇 飼 酬 購 営 舜 繊 雲 ぴ

舜 碁 ／ 園 鯨 帯 癖 書 謹 S 騰 蕪 ぴ 皿 酪 書 S 田 中 δ 討 σ パ 牙 δ 諮 冊 雪 ぴ 瑛 ゆ 淺 瞳 σ

ひ 酒 面 菖 舜 園 期 酷 癩 耳 ぴ 蘇 州 一 ＝ 野 断 碑 δ 鮮 。 《 圖 痴 淺 蕪 C 〈 究 揖 眠 き 《 σ ぴ

　 口 径 δ 醸 》 ’ 雌 C σ 邑 蔦 囲 畜 臨 淺 》 ① き び 洋 諮 δ 津 C 《 舜 ～ 圖 蓑 珊 甫 酪 ぴ 。

パ 卵 S 轄 韮 δ 殴 葎 δ 螂 誤 淺 翫 ぴ 。

　 　 脹 沸 、 圖 m 舜 σ 傍 ％ O 、 園 皿 ヲ 図 書 ゆ 酪 舜 G 3 伴 叫 δ 園 期 瀧 癖 雌 サ 勇 鼈

茸 8 醍 醐 歎 δ o σ パ ゆ 瞳 酢 3 母 ぴ 猷 議 嘩 幽 耳 洋 緬 ゆ δ “ 野 回 ぴ δ 圖 耳 印 き 酷

刈 －



畑 雌 δ 事 理 「 蒸 δ 母 爵 書 む 蜘 へ 4 耳 酪 ぴ 。 《 轄 滞 酪 図 ぴ 臼 氏 δ 凶 賊 紳 趾 以 冷 誉

① 菰 サ き び 熟 談 δ 母 ぴ 氏 》 ぴ ≧ 曝 δ 翫 び 。

　 圖 訪 画 期 舜 鋪 酪 礒 3 ぴ δ 翫 詩 9 尊 δ 毘 鵡 叫 ≧ 曝 畑 温 氏 C バ ’ 圖 圃 3 画 期

嘩 焔 耳 ぴ 藩 ゆ 8 週 蕪 、 園 期 冴 蜴 S 璃 氏 蹄 ゆ 蒔 S 甜 究 淺 樋 畑 d 融 ぴ 。 蒸 δ 普 蝋

δ o つ バ 舜 、 図 無 藤 溜 ’ 園 瀞 謙 珊 雌 S 誉 嬉 雷 罰 甜 S 福 田 、 癩 墨 黒 S 鄭 醸 独 蘭

曲 S 疎 薄 蕪 酪 恵 q 《 、 σ 蝿 雪 S 邑 嬉 δ 許 印 画 珊 ぴ 囎 C つ 蹄 薗 S ぴ 叶 δ 園 熟 酪

顧 耳 ① 貸 ぴ 書 聖 嘩 渦 曲 叫 ぴ 臼 氏 膨 慨 ＆ ひ 雪 δ 。 小 S 葎 呂 δ 舜 、 瞳 昇 誉 を E 可

溶 ’ 恥 温 蒔 痴 3 律 呂 δ 画 ・ 皿 酪 丼 淺 註 瞬 3 遜 隊 闇 蝉 を 謹 鶏 嘩 露 霜 「 融 δ σ

真 心 8 詩 δ S 潭 届 書 賄 浬 杏 議 黙 酪 強 面 雷 【 ∩ 蘇 隣 町 ぴ 氏 伴 σ δ 、 疎 糊 膏 廊 楚 嘩

蒔 圃 δ 融 薄 叫 ぴ 臼 氏 δ 鮮 。 パ 、 訓 笹 澄 舜 洋 翼 S 輪 課 δ 覇 3 ぴ ≧ 曝 d 融 ぴ 。

◎ 軸 雌 ・ 圖 即 S 霜 避

　 曲 職 員 園 瀞 S 号 ワ δ 蒔 醜 叫 か “ 由 伴 C パ 、 叫 辮 映 ． 僻 覚 蘇 品 「 」 氏 無 誤 酪 遮 “ ／

曲 畑 舜 ↓ ゆ 哩 嘩 薗 。 《 σ δ 。 曲 雌 δ 舜 、 皿 団 蕩 蔚 8 蘇 望 ノ 鰐 期 誌 鑑 杏 敵 温 嘩 熊

耳 ぴ 藩 望 、 罵 漁 h S 葭 曝 を 風 守 へ ＞ Ψ 一 酪 4 ① き び 蘇 舗 「 」 、 海 嬉 サ 。 滞 ゆ む 園

期 嘩 癩 耳 か 離 洲 二 舜 餉 義 母 9 口 置 雲 艸 e 園 期 瀧 薄 疎 S 薄 哩 S 温 δ 薩 え 洋 園

期 滋 強 蝋 S 黙 誤 壁 面 豆 州 S 冊 野 畑 雌 倉 一 8 ノ ① 勢 詩 論 舗 「 」 伴 C 《 違 瞬 叫 碑 、 叫 つ

溝 渉 び 口 径 淺 δ 叫 び 。 ぴ 。 伴 φ 向 き ① S 恥 疎 蘇 酋 毫 光 ¢ δ 霜 礁 鎌 き “ 曲 瞭 田

無 訪 中 強 弓 曄 δ 逓 無 淺 瞬 凶 ① 鏑 《 σ ぴ 誉 δ o σ パ 舜 、 癌 曲 管 。 歯 臨 書 舜 郭 幽

餅 糊 叫 び 。 洋 氏 渉 聾 醒 温 餅 網 耳 ぴ 蘇 蜜 δ o σ 《 翼 “ C 軽 9 銭 醜 焼 C φ 十 ¢

舜 盟 温 淺 幽 耳 ① き パ σ 鋭 σ 氏 s 謙 譲 義 翫 9 臼 s ％ 」 豆 汁 薄 舞 一 口 ぴ 樋 く 痔

瑠 叫 λ 昧 δ 融 ぴ 。

　 　 向 き δ 融 C 《 、 曲 雌 S 凪 談 δ o σ バ “ 野 田 茸 冊 δ 十 ¢ 【 岱 燃 罫 叫 鏑 び 臼 伊 興

労 サ 。 陣 営 ’ 鄭 疎 淺 鴫 δ 》 簡 釦 ・ ケ 弼 S 刈 斗 ー ノ 》 一 》 伴 C バ 、 虹 訓 8 外 ゆ 舜

計 煽 惑 汐 脹 難 δ 興 融 併 置 び え 鎌 d 翫 び 。 叫 舜 ぴ 叶 “

　 　 ・ 酪 郵 滋 藤 δ 翫 詩 δ 園 皿 ヨ s 熟 眺 h s 謙 勢 謙 製 一 癖 ゆ 臼 伴

　 　 ・ 皿 団 S 潮 面 ’ 海 洋 轡 園 期 瀧 癖 蝋 δ 違 C 《 箇 斜 面 舜 〈 十 ゆ δ 甜 離 離 薄 叫

　 　 δ 臼 氏

　 　 ・ 罵 期 重 臨 嘩 緋 糞 」 目 障

　 　 ・ 訟 鳩 黒 餅 郵 瞭 、 顧 醐 8 粟 興 、 園 滋 藤 翻 淺 冊 呂 ぴ 鰐 熟 興 醒 甲 申 さ や × 卑 ＞

Qo |



　 　 囎 δ 謙 ゆ 自 民

　 ・ 薄 藍 ］ 宴 田 舞 傷 8 軸 齢 薫 δ 聾 弼 畑 二 伸 C 《 叢 薄 S 蓉 ⑳ 鰐 熟 丼 蓮 （ 障 伴 渉 “ ％

　 　 宴 m ・ 海 藍 脹 畔 園 8 亜 照 ） δ σ 氏 q σ 《 顧 醐 嘩 叫 δ 臼 伴

　 ・ 園 熟 謙 蜘 蝋 ノ 酉 S 醜 雌 つ 焼 き δ 津 C バ σ 辮 叫 杏 畑 ご 舜 諜 誰 δ C 鋭 つ 臼 氏

　 ・ 皿 ① 茄 貯 轡 ワ 淺 耳 、 講 δ 田 無 S 葱 齎 洋 醗 δ 理 ワ 嘩 群 ゆ 臼 伴

舜 鴎 淺 翫 9 臼 黛 ① δ 河 叫 ぴ 中 継 淺 極 。 洋 藍 ゆ δ 舜 ’ 回 雪 舜 鰐 期 嘩 面 》 ゆ び

臼 伴 ぴ 隷 凶 ① き び 。

　 ％ 汁 、 鄭 疎 S 》 舜 ① 蝿 、 園 熟 璽 照 嘩 強 」 曲 叫 δ 圖 珊 曄 津 8 薄 型 氏 C バ σ 」 園

熟 S ＞ 雷 、 首 書 蹄 覇 δ “ 慧 知 郭 鷲 蹄 9 串 き 醜 置 8 澆 薄 δ 瞬 q 《 薗 菖 舜 園 熟 議

鶏 酷 隔 湛 叫 え 瞭 臼 釣 面 々 S 園 臨 海 蝸 雌 舜 輯 鼎 舜 浮 薄 S モ 弓 蕗 一 事 S 園 靭 帯

葺 δ 鵬 δ バ σ ぴ 曲 洋 酪 酸 轄 「 圖 痢 曄 丼 δ 画 期 亜 無 嘩 4 9 舗 「 藷 C 《 つ く 賎

蹴 さ 凶 見 3 ① 雪 《 σ ぴ 。 野 O 細 書 書 δ “ 野 圖 即 一 ＞ 9 伴 ◎ δ 凶 ぴ 淺 圖 8 園 期 亜

照 ノ 霜 藤 ・ 副 津 護 照 嘩 鴫 ぴ 洋 品 δ 、 代 e 繭 照 S 醸 頭 書 油 尚 邸 蹄 」 え 味 δ ゾ 鋭 化

S 醍 醐 δ o σ パ “ 圖 う 訟 嬉 δ 叫 え 《 嘩 酬 む び S 弓 舜 鋤 く 、 強 面 書 δ 蘇 卦 δ 勅

書 叫 ぴ 臼 氏 舜 ㏄ ぴ 圖 畑 舜 熊 哩 δ 猷 ぴ 。

（ 躯 ） 鄭 典 ㊥ 丑 ウ 伴 C 神 園 雛 蒔 鴻 曲 叫 ぴ 洋 δ S 霞 嵐

　 e 油 蕩 叫 λ 嘩 諜 謡 醜

　 　 　 晋 温 δ 江 津 卜 史 9 画 期 融 薄 蝋 、 串 興 、 鄭 疎 ・ 画 遍 舜 ’ 融 き 醜 き δ 回 游 瀧

　 　 葺 δ 計 算 ぴ 薄 珊 一 」 蒔 直 。 《 つ δ 淺 、 油 井 δ 興 融 き ① S 薄 珊 二 陣 十 ¢ δ 抽 母 体 パ σ

　 　 ぴ 伴 σ 凶 舜 σ 臼 伊 興 温 ① サ d 翫 び 。 臼 」 C 洋 醗 餌 S 噛 く 舜 、 既 伴 C 《 園 熟 融

　 　 藩 雌 氏 邸 疎 S 醗 δ 曲 渦 S 騨 瀞 旨 S 囲 闘 氏 C 《 細 書 論 外 ぴ δ 汐 》 望 呼 鈴 聾

　 　 　 曾 畔 期 圏 惑 δ 》 ぴ サ 酬 δ ／ 匁 舜 磯 瀞 圏 薬 膳 諾 離 叫 ぴ 誉 酬 サ δ 翻 叫 び 醍 醐 、

　 　 　 σ ■ 罵 縣 庶 鑑 S 髄 薄 を 丹 賠 σ δ 翻 叫 び 醍 醐 ’

　 　 　 o ■ 鰐 鵡 3 丑 δ 8 叫 轡 杏 照 照 δ 囲 叫 ぴ 囲 闘 、

　 　 　 曾 　 臼 雪 ① 8 口 O 眞 ■ 幽 晦 ゆ C 洋 藍 慮 、

　 　 δ 藻 む 騰 幅 叫 ぴ 臼 氏 δ 晒 場 態 ぴ 。

　 　 　 照 焼 、 罵 期 麗 粛 δ 》 ぴ サ 酬 サ δ 圏 叫 か 醍 醐 氏 C パ 舜 、 戯 曲 螂 談 δ 説 耳 ぴ 勝

　 　 縣 曲 酬 S H 脹 蝸 肝 酷 慰 く ， O 、

　 　 　 ・ 鰐 期 罪 悪 享 δ ⑳ 詣 d ぴ 舜 つ S δ 焔 聾 酪 乳 δ ぴ

－ O ー



　 ・ 繍 S 冷 d 嘩 自 民 叫 ① δ 見 δ δ

　 ・ 「 尊 び 抄 け 畔 営 舜 σ 」 舜 代 8 蟷 岳 δ 勝 熟 輩 紛 S 訓 辞 σ 嘩 鄭 δ 薗 叫

　 ・ 箇 昂 S γ 畑 就 亭 酪 臨 肝 伴 C パ 、 脚 叫 湘 ご 嘩 辮 O 薗 叫

蕪 S 咄 雌 S 中 啓 淺 囲 醐 氏 舜 ぴ 臼 氏 義 塾 σ 。

　 冊 葎 、 罵 期 蘇 楚 S 瀧 薄 を 丹 賠 σ 酪 み く ， o パ 舜 、

　 ・ 図 書 S 灘 温 義 十 ゆ d 鈷 σ

　 ・ 勝 熟 鄭 S 副 帥 酷 熱 δ パ σ 園 臨 藤 麗 淺 軒 G 舜 σ

　 ・ 罵 瀞 誌 離 嘩 曲 吐 S 測 器 弾 く 書 S 藤 醗 杏 霜 鄭 ゆ 詳 略 δ 融 薄 叫 雪 洋

　 ・ 聾 藩 咄 囎 S 謙 心 S 卦 呂 δ 回 書 営 瞬 q 《 〈 き 舜 σ

　 ・ 耐 熱 サ ① S 鰐 瀞 廊 離 瀧 癖 S 憐 δ δ 園 期 藤 藍 淺 瞬 G 舜 σ

婚 S 囲 醐 淺 翫 ぴ 。 ぴ 。 氏 ¢ 口 置 愛 野 醜 蝋 S 岳 C 降 パ 冴 暖 δ 晒 q 〈 諫 跳 番

鋤 騰 曲 δ 蹴 9 薗 望 3 岳 C 旨 《 S 麺 善 書 ヨ 蜴 叫 δ 事 理 C 洋 」 歩 弓 S 騰 醒 弓 興

舜 つ 。 C 障 諺 。 バ “ 齢 魯 a 軒 G 労 σ 回 雪 ・ 園 期 藤 翻 嘩 一 酉 δ 蹄 み ぴ 臼 比 興 感

服 d 舜 舜 σ 。 葎 伴 渉 聾 ノ 臨 藩 サ ① S 勝 鵡 諫 楚 帯 薄 8 齢 δ “ 野 C 聾 C 舜 臨 藩 藍

δ 」 園 期 藤 置 嘩 粛 ン 補 題 σ δ む び 【 伴 淺 猷 ダ 臼 S 界 」 舜 舘 ゆ δ 園 購 藤 圏 δ 凶

薗 さ δ 磯 瀞 跳 難 嘩 副 帥 叫 び 臼 伴 舜 圖 醤 涜 誉 ① δ 翫 び 。

　 盟 神 、 照 照 を 叫 轡 δ 圏 叫 ぴ 醍 醐 舜 、 園 期 瀧 葺 蝋 伴 醜 疎 S 馬 ぴ ① δ 翻 C 《 ぴ ’

十 ゆ δ 薄 哩 嘩 湘 詩 碑 《 σ む つ 目 代 訪 弼 囲 δ 猷 ぴ 蔀 砂 ぴ 燕 凶 ① き δ 。 臼 S 」 ぴ ’

園 期 瀧 葺 雌 淺 弼 囲 仕 覚 ぴ 茄 ゆ δ 興 奮 離 離 薄 杏 敵 温 S 醍 醐 伴 σ 齪 蕪 δ 渥 嵐 叫 ぴ

臼 氏 淺 撞 く 詞 書 廿 、 曲 疎 薄 淺 弼 囲 伴 む δ 緬 ゆ 8 麟 く 舜 」 園 熟 灘 薄 醸 ｛ 普 S 磯 鶏

｝
画 ､ 吻 S H m 脹 洞 洞 皿 山 q U 刷 出 袖 畑 【 n 聰 略 」 卿 訓 説 胃 ぴ 臼 （ 『 嘩 ｝ 叩 世 凶 d 麻 ㌔ び 。

　 眞 一 翼 、 豊 満 S 園 瀞 S 曲 δ 肝 砧 叫 ぴ 醍 醐 S 鉱 く 一 幾 ¢ δ 箇 帆 鋤 σ δ 凶 拝 薄

書 留 螺 δ 証 ① 茸 ぴ 畑 室 嘩 懲 腿 宍 叫 ぴ 自 民 δ ％ 9 盤 醐 ゆ 丼 3 轄 落 S d コ 、 醇 嘩

函 σ 涜 叫 目 代 σ 割 譲 菅 伴 卵 び き ぴ 。

㊥ 遡 警 8 洋 δ S 廿 繍 　 － 園 瓢 π 加 耳 δ 膳 銚 碍 8 醜 圃 陣 －

　 旨 δ 》 葎 ％ 」 舜 囲 餌 酷 輪 蕩 「 園 縣 S 澆 薄 嘩 爆 咄 叫 ぴ 掛 矧 伴 C パ 舜 、 謙 狙 、

既 氏 C 《 園 熟 置 索 疎 S 皿 緯 8 舜 景 O 諮 憎 S 圖 咽 酢 嘩 露 盤 「 渦 鰯 δ 臼 雪 餅 丑

ウ 氏 叫 ぴ 津 陰 嚢 営 所 鈴 パ 曝 洋 。 田 針 図 書 ゆ S 円 き 辮 δ S 遜 O 諮 》 酪 蘇 q 雪 兎

図 書 s 羅 暴 論 璽 叩 早 態 期 菰 離 8 瀧 薄 δ 圏 叫 窪 叩 皐 囎 s 聖 母 渦 鄙 叫 ① δ

－ 一 〇 －



再 興 型 淺 朕 9 ↓ 球 ぴ 小 S 曲 贈 爵 嚢 淵 ぴ ぴ 日 傭 舜 舜 σ 。 叫 労 ぴ 叶 、 晋 蓋 爵 串

咄 δ 蛮 叩 譲 C 詩 外 史 9 園 熟 δ 溜 叫 ぴ 髄 婁 野 聖 」 喬 8 油 謹 杏 面 目 パ 圓 鼎 蒔

S 副 つ 雲 ¢ δ 弼 。 《 ’ 蒔 δ ％ ぴ 無 畜 む 荘 謹 （ 〉 一 τ ・ ロ ー ） 酪 貼 耳 ’ 勲 諮 δ ぴ

洋 ぴ 渦 談 8 舜 牙 賠 σ 舜 鴎 δ O つ バ 舜 、 醤 ヨ 蝿 蕪 團 δ 野 び 田 部 番 舜 》 1 亭 （ ． ＼ 刈

丁 ・ ロ ー ） δ ％ O パ 四 四 証 謹 叫 ぴ 氏 つ 」 詳 諮 》 諺 購 冊 C σ 。

　 C 律 義 。 バ ’ 藍 醐 S 蒔 畑 杏 丑 暖 δ 貯 。 パ 訓 化 e 外 ゆ 舜 轄 滞 陣 氏 ぴ 臼 氏 義 即

ぴ 彗 細 君 4 翫 び サ 酪 十 ¢ 画 面 3 ぴ 臼 伴 諺 曲 咽 δ 翫 δ “ 1 、 o S 囲 醐 δ 冷 C パ ’

郎 君 謳 亜 伴 皿 密 書 証 亜 S 副 廿 e 輔 弟 蕗 淺 醜 畑 伴 労 ぴ 緬 ゆ σ 瞭 渉 ① き び 。

　 障 伴 凶 舜 、 譲 δ 誌 ⇒ C 洋 界 」 舜 ’ 勝 期 冴 暖 育 翻 叫 ぴ 灘 躍 δ 地 十 ¢ 如 く 眠 き 舜

σ 氏 σ 」 醍 醐 舜 、 曲 藤 サ ① 》 鈴 軽 図 書 S 鋤 、 面 ’ 釧 謡 菖 伴 澤 ぴ 臼 氏 ぴ 翫 び 嚢 ’

園 雲 璽 サ ひ 呼 鈴 軽 、 撞 く S 典 醸 嘩 歯 沁 む 蓑 費 弓 瞭 」 ぴ 弼 0 8 融 温 酪 如 く C

《 σ ぴ 氏 時 無 叫 ぴ 謡 ゆ び 蹄 O J ぴ 。 臼 S 外 ゆ 舜 緬 ゆ δ 、 皿 密 書 舜 爵 ◎ 諮 》 S

》 δ ％ o バ 、 園 皿 章 叫 ぴ 。 伴 敵 温 嘩 叫 え 曝 δ 融 ぴ 氏 叫 」 袖 瓦 δ 舜 、 醗 醐 S 前 銑

嘩 輪 蕩 叫 ぴ 臼 虻 8 舜 舜 ① 舜 F 厭 空 薫 、 醜 雌 受 講 言 説 σ 母 叩 蟄 C 洋 ％ 」

舜 、 騨 懸 章 ゆ S 耕 蛍 σ δ 麗 C 《 ぴ 、 引 決 つ S 雌 巴 を 蜘 諫 舜 叫 難 解 ， 冊 可 融 9

一 直 行 掛 声 σ 嘩 見 融 ぴ 袖 瓦 δ 舜 十 ¢ 舜 輔 弟 舜 雌 魯 舜 σ 。

　 臼 鏑 ① S 醍 醐 酪 輪 郭 叫 ぴ 洋 琴 δ 舜 、 嵐 蒜 “ 卵 S 醍 醐 訪 露 唾 ぴ 弼 囲 杏 幅 班 、

詳 諮 靭 酪 轄 翌 「 前 掛 雷 舜 痔 咄 熟 嘩 藩 擁 叫 ぴ 自 民 義 豪 畑 氏 舜 ぴ 。 C サ 「 畑

S 弼 囲 S 旋 輪 δ 冊 δ 舜 閾 ① 鋤 く 伴 ぴ “ 卵 S 箇 繭 δ 碑 杏 誠 」 無 S 劇 論 ’ 細 鵡 伴 σ

ゆ 醗 酵 揖 酪 謙 函 4 叩 謹 叫 ぴ 自 陣 義 d 昧 さ 残 、 臼 主 翼 4 叫 び 鐘 星 野 園 熟 暴 舞

詩 碑 嬬 溺 S 囲 鯛 氏 C バ 津 虐 叫 ぴ 臼 氏 ぴ 日 勤 邸 氏 舜 ぴ 。 臼 S 鮮 」 む 廿 舜 δ 瞬 q 〈

餅 8 騰 諦 舜 ’ 面 米 S 牙 雲 雷 舜 餅 湛 δ ％ ぴ 浦 薄 馴 舜 謡 璽 嘩 興 魯 、 － ， 、 詩 S 幅 ゆ 杏

蒔 田 3 δ 渦 ‡ 耳 ひ 蓉 障 ノ 書 過 書 労 証 磁 嘩 謙 可 叫 び 慧 湘 淺 凄 ］ 雄 叫 き び 。

　 叫 む び ぴ 、 曲 酎 S 園 零 ・ 鄭 瞭 圏 索 餅 み く ， ぴ 園 熟 輝 無 δ “ 野 園 期 餅 」 園 雲 蒔 、

究 融 雪 ・ 浬 飄 零 ・ 鵡 然 書 落 、 露 齎 熟 悪 落 、 卵 S 直 壁 露 δ ぴ 汁 ぴ 餅 か 噴 薄 耐 「

小 鈴 ① S 謡 陪 S 照 伴 ン 随 員 ’ 画 期 謙 価 藤 δ 近 叫 ぴ 碁 O 講 鼎 6 ・ 謡 童 酪 皿 雷 伴

C 洋 σ S d 翫 び 臼 伴 、 野 津 小 雪 醜 き S 蒔 か を 恵 酪 淺 井 薗 S 証 誠 」 皿 雷 奇 曲 吟 嘩

ぴ 洋 蝿 δ 嶺 油 叫 き 《 σ δ 葎 魯 、 C 聾 C 興 亜 霜 囲 3 醗 舗 書 軸 酔 酪 餅 G ’ 円 き ①

淺 回 雪 ・ 曲 醸 醒 S 粛 意 縄 索 酪 面 珊 叫 ぴ 咽 囲 氏 舜 。 《 σ δ “ 伴 舜 、 惑 盗 難 串 軸

更 矛 蕪 O 衡 9 町 議 C バ 曝 ぴ 小 s 輪 警 部 伴 C d 野 口 鏑 ① § 慨 ゆ 嘩 海 田 「

一 ＝ 一



ご サ ◎ 杏 叫 σ 辞 書 朔 δ 騰 諦 C 画 料 日 傭 膨 ※ 咽 δ 融 ぴ 嚢 ’ 映 ひ δ 曽 渉 パ 、 面 面 「 」

S 中 蒔 か S 繭 園 δ 井 愚 C バ 》 ① 茸 ぴ 園 熟 8 醸 ゆ 杏 前 貸 畑 幅 嘩 温 認 δ 引 叫 臼 伴

ぴ “ 蒋 亜 照 酷 曝 論 叫 ぴ ゆ 凶 弓 引 回 冷 覚 ｛ 育 驚 δ 朕 ぴ 。 叫 舜 ぴ ぴ ’ 画 期 δ 傍 耳 び

「 識 別 韓 押 」 　 （ 『 淋 巴 叫 」 え 晶 曝 酬 鞘 耳 門 ㍍ 押 q u 漸 脳 舳 脳 、 降 … 瀞 画 舟 町 豊 凶 叫 き び 副 甲 虹 パ 矧 伽 ぶ 内 ） o

　 曲 南 “ 噛 〈 S 痔 輝 ¢ 踊 硅 伴 “ 9 σ け § ぴ 臆 銑 藍 淺 貼 耳 ① 雪 ～ 罫 湘 S 鰯 ゆ 、

瞬 銑 掴 麺 二 鋤 馬 δ 瞬 q σ 《 薗 醜 「 」 e 蒔 か 淺 騰 燕 、 璽 詩 僧 雪 ぴ 臼 伴 淺 一 鶏 書 δ 融 ぴ

δ ！ 園 海 ¢ 壊 δ o σ バ 舜 雑 読 膳 針 碍 舜 輩 薦 僧 き 《 σ 舜 σ 。 葎 C 誉 δ 、 肖 岳 、

園 熟 蒔 δ 幽 門 き δ 肖 つ 藤 譜 酪 抽 葎 C 《 舜 σ 洋 ぴ S 8 、 卵 ぴ 州 σ 画 群 舞 画 期 融 薄

霞 鶏 δ 圏 外 ぴ 蕗 か 氏 C 扇 童 詩 叫 き 舜 淺 動 小 S 黙 S 興 日 “ 伺 鮮 9 園 期 卑 国 ’

回 游 蕗 ＞ “ 園 懸 霜 ゆ 舜 馬 ’ 孟 圓 δ 浦 麗 惑 鋤 噛 癖 δ む 洋 ぴ 温 田 淺 臨 O 汐 辮 鏑 」

蝋 C 〈 諮 ヒ 扉 S 冷 耳 障 碍 梅 伴 鋤 。 バ C 冊 。 《 σ ぴ 。 臼 S ％ 」 舜 辞 書 蜘 S 禁 輸

叫 酪 霧 雲 ダ 融 ぴ ヰ 《 園 期 卵 S ぴ 3 訓 翫 ぴ ぐ レ 舜 画 期 圏 癌 恥 蟻 掛 油 δ 井 曲 C d 函

南 僧 畔 ぴ え 瞭 膳 銑 歯 ゆ 嘩 温 甜 δ 酋 ぴ 匠 C 葎 ぴ 菅 O 餌 σ 膳 部 邸 蓮 蔚 叫 び 臼 氏 舜 ノ

園 雲 ・ 醜 疎 圏 惑 S 愈 意 瑠 惑 S 譲 湘 伴 ’ 圖 m S 園 期 δ 違 叫 ぴ 醸 輪 δ 蹄 叫 ぴ 伴 6

ぷ 淺 汁 卿 σ 氏 鰍 渉 ① き び 。 舜 咤 鋤 ① ’ 鯖 δ 函 母 野 ゆ δ 、 曲 耐 S 回 雪 ・ 醜 鰍 藍

S 飾 君 翻 惑 酪 岡 珊 叫 ぴ 畑 勢 S 噛 く δ 舜 ’ 曲 識 ㌫ か δ ％ ぴ 園 熟 議 薄 蝋 ♪ S 箇 魚

鋤 螂 談 荘 謬 淺 対 戦 叫 ぴ 臼 伴 ’ 曲 蝋 重 舜 園 熟 8 満 、 諏 （ 葎 氏 凶 や 鉾 画 期 δ 説 ζ び

訓 藷 渦 蒔 労 馬 ） δ o σ 《 3 副 甜 舜 罷 聾 嘩 ぴ 葎 聾 δ 蘇 舗 こ 串 海 書 劣 哉 轡 酪 氏 ぴ 蔀

ゆ 豆 守 鋤 く 舜 ε 臼 氏 ’ 訟 興 ぴ 臼 S 鮮 ゆ 舜 浮 薄 嘩 落 暉 C ’ 強 面 書 誉 O 建 針 8 舜

興 曝 痛 酷 伴 ① 唾 δ 瞭 浮 田 伴 、 噛 S 珊 、 諏 訪 疎 畑 胴 囲 伴 C 《 鰍 渉 ① き び 誉 ① δ 厭

δ 。
　 氏 臼 “ δ 、 園 嵐 a 計 算 δ 弼 迦 二 酪 満 目 障 碍 油 謹 伴 C バ 」 σ ぴ § ぴ 「 曲 疎 3 蘇

謹 辞 」 嘩 童 謡 叫 え 晦 δ 翫 び 伴 S 蕪 鄙 σ 薙 勝 く 赴 甜 叫 ぴ 。 針 廟 皿 ゆ 伴 C 《 ぴ ’

曲 蝋 訪 園 蕪 酪 焔 耳 ぴ 翼 δ 中 海 C び び 一 詩 S 蘇 生 酷 針 C バ つ δ 臼 伴 a 牌 鄙 嘩 粛

α σ S d 舜 舜 つ δ 凶 一 計 脹 蝸 醸 S 「 蘇 舗 こ 」 S 》 酪 髄 詩 C 障 碍 磁 嘩 亜 蔚 叫 ぴ 臼

比 興 、 錦 興 嘉 伴 C パ 8 誼 麟 嘩 浴 C 、 サ 渉 。 《 園 雲 ・ 醜 蝋 藍 S 煎 益 溜 惑 δ 颯 釈

礪 酷 薄 戴 叫 臼 伴 淺 潔 ゆ 触 雷 ぴ 。 畑 δ 臨 サ 鋤 園 蜘 嘩 渦 曲 叫 ぴ 洋 品 δ “ 野 掛 聾 園

熟 3 帽 ゆ ’ 園 鯨 興 部 S 臨 線 酪 温 爵 δ C 葎 ゆ 渉 4 “ 圏 薬 猟 S 欝 謹 叶 螂 談 ・ 蹄 誤

δ O σ 《 ’ 亦 S 膳 斜 面 聖 嘩 謡 引 叫 ぴ 伴 σ ゆ 蒔 S 翫 ◎ 廿 淺 睡 冊 C σ ぴ 3 伴 瞭 渉

ぴ 。

－ 茜 －



　 鋤 銚 、 障 氏 沁 舜 、 「 冴 」 ▽ 導 3 翻 引 」 伴 σ ゆ 一 劇 賠 嘩 鮎 隣 町 δ 舘 ゆ δ 、 「 醜 醸

8 汁 亭 沖 認 蜘 銀 輪 蘇 」 氏 研 呂 ぴ サ 「 図 書 S 汁 亭 湘 翻 引 蜘 誤 」 障 碍 魯 ぴ サ 舜 一

海 、 臨 掛 舜 珊 薗 δ 極 9 冊 。 浮 く 画 G 臼 氏 嘩 代 ぴ ① 3 回 δ ノ ① 謡 蔚 叫 ぴ δ 、 氏 つ

」 醍 醐 δ 叫 叱 鋤 σ 伴 ぴ つ 渉 ぴ 。 C 誉 ダ 瞬 斜 番 舜 謙 曲 氏 C 《 舜 、 臼 S 副 疎 δ

舜 汁 瞭 舜 臨 淺 翫 9 「 謡 帥 蜘 談 」 叶 爵 磁 q 耳 洋 部 砂 δ “ 野 心 き 舜 園 雲 S 爵 譲 謡

冊 δ 翫 び ご ！ 一 計 、 「 翻 蜘 跳 卦 蘇 」 伴 C パ 漸 港 津 舘 ゆ δ 舜 、 細 き 舜 舜 雌 S 蘇 品 二

氏 C 《 ㌫ 淺 異 型 嘩 “ 港 津 伴 σ 」 野 ◎ 菰 繭 雷 舜 鯨 累 酪 ぴ 。 臼 氏 δ 舜 ぴ 氏 σ 」 珊

ひ 4 町 議 戯 き 《 σ 餅 C 洋 諺 。 づ 融 か 蝸 愛 日 〇 σ づ 即 き 嘩 「 鄭 疎 s 欝 三 世

S モ 扇 島 薦 叫 δ サ 酬 サ 舜 ぴ 氏 野 9 園 縣 8 麟 貸 藍 e 謡 詩 δ 説 σ バ ぴ ’ 融 き 酷

卵 蝋 S 蘇 望 伴 C 《 欝 臨 蟻 耳 ぴ δ ／ 園 臨 融 薄 疎 S 蜘 誤 ・ 蹄 談 氏 爵 臨 q q ぴ δ ソ 舜 ’

薗 為 δ 癌 田 舞 蔦 恥 曝 畑 叫 び 。

　 済 温 d “ 野 ■ 跳 S 訪 δ 麗 瞬 C o o ’ 園 期 δ 説 耳 δ 晒 針 蒔 （ σ ぴ 谷 び 「 園 期

蹴 針 郎 」 ） 8 融 ◎ 廿 酪 モ 、 ワ δ 灘 叫 嘩 計 自 覚 」 ぴ S δ 翫 び 。

ω 　 　 「 園 贈 膳 針 蕗 」 S 溝 型

（ 一 ） 「 園 瓢 膳 針 蕗 」 伴 舜 a ㌣

　 e 　 「 晦 針 蕗 」 S 甫 叢

　 　 　 曲 南 」 ぴ 農 圃 δ 舜 、 励 嘲 冷 痛 臆 針 碍 、 擦 躍 鰍 瞬 針 蒔 酪 舜 G 呂 、 置 く 釦 南 島

　 　 旨 C 葎 翠 黛 津 輝 瞬 掛 餅 冊 d 即 答 パ 、 藍 か 鹸 δ 「 麟 針 蕗 」 氏 σ 」 甜 嘩 ゆ α 蒔 か

　 　 淺 鴇 碑 ゆ 尉 甜 叫 ぴ 。 州 ぴ 融 ぴ 蹴 針 併 伴 舜 、 圖 S 嬬 浦 S 萢 零 を 蛭 ゆ 酷 引 C 葎 「 臆

　 　 貸 呂 戴 貼 梅 」 づ 殴 9 卵 s 興 湘 ¢ 壊 δ 傍 耳 ぴ 「 塑 世 尊 湿 叫 ぴ ぴ s 伴 σ 渉

　 　 ぴ 。

　 　 　 小 雪 ひ δ 井 愚 叫 ぴ 蕪 蜂 ｝ 野 爵 湘 S 麟 貸 弼 掴 二 餅 膚 δ ぴ 銘 磁 伴 σ ゆ 蒔 鄙 h ノ 畑

　 　 書 書 巻 6 黙 諾 む 謡 隣 嘩 ぴ 洋 豊 艷 聖 童 様 」 ぴ s δ ぴ 裳 卦 蝕 町 議 δ 昧 餅 所

　 　 ① δ ノ 瞬 針 藍 S 霞 識 酪 幽 耳 《 ’ 麗 醒 蕗 か 法 益 洋 δ 謹 陪 叫 き 、 翫 び σ 舜 、 輻 鳶

　 　 3 餅 か 淺 瞬 無 断 渦 眠 き ぴ 臼 伴 ぴ 、 「 臆 針 蒔 」 S σ O 藤 謙 伴 C 《 猷 蟄 叫 雪 《 σ ぴ ・

　 　 葎 伴 渉 舜 ’ 銀 簾 蝋 蹴 針 蒔 翼 困 苦 ＆ 岳 a 輩 詩 僧 雪 葎 球 δ ’ 魚 島 高 岳 S 譲 羅 蝋

　 　 潤 香 碑 S 童 詩 δ 闘 9 鎌 ① δ 画 一 〇 。 岳 δ 舜 盤 羅 課 目 書 現 謬 8 油 冊 酪 滋 σ 》 雪 ぴ

一 冨



塒 8 藍 露 H ♪ 氏 謙 湘 C 洋 目 代 酷 税 昆 び 臼 伴 淺 δ 瞭 ぴ 。 臼 3 貯 変 9 「 瞬 針 餅 」

伴 舜 、 圖 3 前 掛 謡 祷 d 融 ぴ 戴 餅 嘩 翫 ぴ 興 繍 砂 場 δ 感 温 「 雄 滝 ’ 小 雪 嘩 畑 書

論 叫 び 洋 δ 3 傘 麟 薗 岨 二 郎 嘩 甜 冊 叫 δ 伴 σ 沖 繭 聾 氏 薗 邑 二 膳 酪 蕪 ⇒ 叫 び 薄 味 嘩

ぴ O 郎 磁 氏 助 趣 向 氏 嚢 δ 曝 び 。

⑲ 園 矯 φ 遡 π 傍 耳 ぴ 蹴 針 蕗 δ 渦 δ ① き が σ S

　 叫 づ δ ぴ 淺 圖 d 童 詩 叫 雪 パ σ ぴ 晦 針 碑 8 ゆ 叶 ’ 園 期 ¢ 甥 δ 麗 叫 ぴ σ 8 伴 C

（ “ 野 嚢 ン 途 湘 膳 斜 郎 “ 甲 鉄 違 捕 麟 針 併 嘩 蘇 昆 ぴ 臼 伴 淺 δ 麻 ぴ 。 円 き ひ 口 0

8 麟 針 藍 舜 、 卵 S 冷 殴 灘 鳥 淺 藍 愚 。 バ 銚 9 σ 囁 き σ 麟 銑 錦 一 鐸 δ 賄 ① 鈴 《

σ ぴ 燕 跳 氏 画 薪 3 ぴ S δ 母 ぴ 。 叫 舜 ぴ ぴ 、 冊 焼 凹 溜 鷺 ¢ δ 「 血 書 」 「 晒 掛 帳 ゆ 」

　 「 圖 S 畑 誤 」 「 言 掛 皿 添 書 S 凪 誤 」 嚢 謡 高 所 費 ’ 小 雪 ① δ 謙 つ パ 、 園 贈 究 郷 蝋 “

圖 卿 、 園 晋 塒 S 翻 薬 厳 S 珊 談 義 蔚 呂 ① き び 叶 σ 」 蕪 島 δ 舜 。 バ σ ぴ 。 叫 ひ δ ・

興 謡 3 珊 誤 S － o 伴 C 《 餅 董 h 傍 ％ ◎ 母 罫 臣 S 醇 瑚 淺 σ 焼 き S 曄 針 唖 世 一 ぴ 臨

　 δ 汐 叫 置 バ σ び 。

　 　 臼 雪 ① 嘩 雪 融 氏 C d 、 叫 弓 δ 証 詩 肝 趣 舜 園 瀞 S 渦 醗 δ 計 算 ぴ 叫 冊 叱 辮 舜 謡

閲 嘩 轄 落 「 曲 訟 8 銘 書 割 嘩 薙 針 唇 δ 躊 幅 叫 ぴ 葎 3 S 瞬 針 聾 嘩 疎 画 ぴ 謡 ゆ 、

卵 S 翫 O 母 氏 C バ 舜 、 揖 δ 聾 引 S 盤 歎 嘩 ゆ 傑 ぴ 8 弓 猷 δ 県 燗 義 母 ぴ 。

　 　 野 焼 、 徹 S 餅 磁 ゆ 丼 S 訳 跳 氏 C 《 、 薄 猷 魯 舜 謡 隣 a 野 。 《 画 期 曄 丼 S 事 由

》 杏 田 面 叫 え 鎌 蟷 ゆ 訪 園 熟 議 薄 瞭 、 曲 眼 ’ 国 別 訓 串 暴 虎 脹 雌 S 課 δ σ 温 翻 δ

潮 凶 ① き び σ S δ 鋭 く パ 舜 舜 ① 労 σ 。 C 詩 法 。 パ 、 自 費 ① S 満 藤 を 醒 吟 酷 遇

　 ① サ δ 叫 び 伴 伴 σ δ 、 融 冊 O 黙 沓 膏 油 詩 杏 、 辮 C バ 杏 当 聖 酪 雫 」 謳 蔚 嘩 ゆ 傑

　 え 曝 δ 舜 鋤 く 、 臼 S ％ 」 舜 謡 蔚 ｝ 野 臆 針 蒔 δ ％ o 《 腰 誹 叫 茸 ぴ え 瞭 薗 鳶 3 蕗

　 描 e 丑 δ ノ 十 ¢ 舜 騰 ゆ 、 犀 嘩 究 ⑪ O O 詩 み ① 養 ぴ え 晦 δ 蹄 ぴ 。

　 　 小 3 」 凶 δ 、 園 期 8 瞳 ゆ 酪 掛 凶 ぴ 葎 δ δ 釦 び 臆 針 雷 サ 。 細 燗 舜 蘇 州 こ 、 螂 誤

　 伴 雌 渉 ① 雪 ぴ σ S δ O つ 《 “ 野 口 S 麟 針 舜 S 丑 δ 謡 詩 僧 鏑 ぴ λ 曝 δ 翫 び 。 伴

　 ◎ ぴ 耳 、 臆 針 蕗 δ 傍 σ バ 舜 、 圖 珊 」 鳶 嬬 8 併 置 民 訴 鮮 q 抽 斗 屡 旨 S 薄 珊 一 」 嘩 爵 ①

　 サ a 叫 び 臼 伴 淺 圖 脳 弓 極 6 ’ 叫 ひ δ “ 野 臼 貸 ① 伴 銀 碍 旨 圖 卿 δ 麗 容 ① き 《 σ

　 ぴ 藷 舗 二 湛 詩 什 S 麗 腐 酢 δ o つ ＾ ぴ 叫 津 叫 雪 δ ≧ 卿 δ 翫 び 」 。 脹 強 ’ 画 期 興 部

　 S 臆 斜 廿 皐 δ 圏 叫 び 曝 融 雪 舜 脳 曖 δ o つ パ ぴ 温 藷 δ 引 叫 茸 パ σ δ 醜 咽 義 翫 ぴ ・

　 円 き ① S 歎 S 熱 雷 δ o σ パ 舜 、 献 8 『 （ 鼻 ） 「 園 熟 麟 針 碍 」 S σ 氏 δ 爵 耐 q 耳

一 一 斜 －



① 鏑 ぴ ≧ 味 得 密 』 S 温 δ 薗 醜 一 」 δ 罫 G ぴ 。

（ 吋 ） 「 園 激 桝 針 蕗 」 蒔 δ へ が “ き 冊 d S 鎚 理 ％ 諮

　 e 報 知

　 　 　 園 熟 ゆ 踊 δ 傍 耳 δ 興 部 3 臆 斜 幡 ゆ 嘩 祷 3 詩 ぴ 8 轡 σ ぴ 谷 δ 「 園 期 桝 貸 碍 」

　 　 氏 満 胸 叫 δ 舜 愛 野 臼 S 面 8 斜 密 嘩 童 詩 叫 え 隊 臼 氏 野 尽 き 辮 δ δ ぴ 輝 涛 δ

　 　 け 葎 O 、 申 ヨ δ 謙 譲 叫 き パ 曝 《 つ ぴ 。

　 　 　 釦 肖 S 室 δ “ 野 掴 貯 瞭 薄 盛 S 「 〉 〉 侍 〉 謙 藍 醐 δ 圏 叫 ぴ 藩 醐 ゆ 蘇 S 瀧 叫 δ

　 　 瞬 焼 く 珊 謙 辞 ド 瀞 理 ル 」 淺 ’ 煮 爵 曽 岳 “ 血 δ 丹 藍 建 暗 咄 嘩 冊 氏 3 ’ 小 S モ δ

　 　 「 画 期 δ 麗 叫 か 臆 貸 錦 」 S 謎 蔚 嘩 薄 恥 叫 ≧ 麻 田 氏 ’ 畿 鈴 q 卵 S 丑 暖 伴 C パ 離

　 　 轟 叫 え 曝 畑 温 嘩 掴 書 目 δ 瀧 助 C パ σ ぴ 。 冊 障 、 掴 丼 書 舜 薄 理 δ 翼 賛 σ ぴ 8 S ・

　 　 冴 醒 δ 聾 臨 眠 き 洋 「 母 ワ 畔 ゆ 渦 曲 ゆ 蘇 」 淺 着 鳥 』 岳 ① 血 δ 珍 難 C 洋 鵡 略 咄 δ

　 　 傍 つ 《 ぴ ’ ↓ 球 口 書 嘩 皿 酪 δ 「 園 瀞 隣 貸 舜 」 S 蓮 荷 δ O σ 《 黙 罫 嘩 冊 障 み ぴ

　 　 え 瞭 臼 伴 ひ 4 帥 叫 鎌 鏑 《 つ ぴ 。

　 　 　 一 計 、 叫 く 舜 □ 耕 園 雲 ゆ δ 赫 σ 《 ¢ 罷 芒 a 岳 δ ノ ① ゆ 冴 S 郎 璽 畑 油 ゆ d 斎

　 　 理 嘩 翻 叢 C 、 画 ＆ 岳 δ 舜 「 園 熟 旗 針 蕗 （ 惑 一 揖 柵 ） 」 嘩 励 鰍 C パ σ ぴ 。

　 　 　 臼 黛 δ 津 C 《 ’ 輯 肝 鵬 （ 脹 餌 ） φ 器 蓄 台 岳 δ 「 園 游 膳 針 錦 繍 繍 趨 （ 珊 誤 釦

　 　 跳 繍 ） 」 嘩 励 蜥 「 燦 δ 罫 茜 鳶 口 雪 餅 藍 沸 宍 C 《 調 ひ 。 。 圖 ゆ δ 嬬 云 融 圧 C 《 σ

　 　 ぴ 。 野 津 ’ 件 ゆ ・ 励 温 ・ 卿 洋 国 睡 σ 罷 苔 ＃ o 。 岳 腿 ご 圖 ゆ δ 廿 σ 《 「 画 期 粛 弼

　 　 瞬 針 碍 柵 」 酪 融 圧 C パ σ ぴ δ 汐 σ 焼 き ぴ 溜 柵 氏 鋤 。 《 σ か 。

　 　 　 小 S 直 、 σ む 谷 ぴ 曲 鰍 S 薦 舗 こ 痢 騰 δ 無 論 C 葎 蒔 密 齢 δ ゆ 慧 叫 》 曝 ぴ S δ 舜

　 　 融 ぴ 噛 、 網 島 O 岳 δ 群 ゆ 則 断 睡 淺 「 醜 疎 S 蘇 莞 二 誌 騰 δ 麗 叫 δ 聾 磁 柵 車 中 畑 柵 」

　 　 邸 捨 貼 「 珊 既 諒 σ 画 一 い 岳 δ 「 画 期 S 煎 益 薦 藷 究 コ ト S 障 慰 S 園 熟 菰 離 S 灘

　 　 癖 S 南 隣 ’ 園 熟 π 惑 ぴ 書 謹 S 罎 蔀 蕪 δ 圏 叫 び 碑 磁 柵 」 嘩 澗 一 己 圖 ゆ δ 、 画 一 〇 。

　 　 岳 δ 舜 「 画 期 嘩 癩 耳 ぴ 瞭 S 醤 鍮 S 発 無 薄 q 皿 四 蕩 満 δ 蹄 叫 ぴ 園 期 、 頭 離 S 瀧 薄 ・

　 　 孟 殿 掛 賠 油 q 園 鯨 畑 痔 蕪 S 弼 囲 囲 彊 S 商 隣 囎 δ 圏 叫 ぴ 蒔 密 渦 」 （ 愚 尊 H 「 路 占 、

　 　 ． 雲 論 ： 蹄 ゆ 蒔 洲 」 ） 酷 普 一 華 圖 ゆ δ 帯 紐 C バ σ ぴ 。 σ o 氏 ぴ 、 口 置 ① S 餅 黙 …

　 　 S 丑 δ σ 園 熟 灘 薄 杏 園 期 痔 黙 S 桝 貸 弼 鰯 、 醸 ゆ 証 高 義 砂 研 き （ 赫 9 「 園 期 麟

　 　 針 蕗 」 8 勲 鄙 δ 赫 σ バ ぴ 嚇 掴 C 《 説 く 駅 咽 淺 翫 δ 。

　 　 　 戯 愛 9 卿 醒 ▽ 》 》 δ 8 藩 理 伴 C 《 舜 ’ 品 言 お 禽 δ 「 典 鰍 S 論 酋 剛 叫 （ 総 ） 」

－ び



淺 曲 醸 8 蘇 舗 二 叫 助 ゆ 画 商 憐 贈 皿 ゆ δ 外 。 《 謙 畑 町 養 、 卵 S 球 「 曲 蝋 S 蘇 詮 餅

嘩 。 〈 δ ゆ 」 （ 冷 蜥 H 言 条 蟄 過 懇 叶 ） 諺 魚 島 ω 岳 δ H 洪 謙 知 C 「 畑 藤 S 蘇 州 一 」 蒔

唱 温 翼 柵 」 嘩 惇 蜥 C 《 つ ぴ 。 冊 洋 ’ 高 岳 弓 舜 、 「 z ℃ O 餅 ＞ 醜 醸 3 研 酷 園 游

爵 捕 π 加 澤 触 峰 ぴ ゆ 」 淺 疎 諒 サ ① 圖 ゆ 難 血 餅 誌 σ バ “ 園 瀞 晒 針 碑 δ 圏 叫 ぴ 欝

山
勘 芻 嶋 ｫ 醗 C 《 つ ぴ 。

　 臼 S 野 ψ δ ノ 叫 く 舜 器 苦 き 岳 冷 誉 9 飯 野 戯 ． 辮 鋭 峰 並 δ 傍 σ バ 「 園 期 臆 針

蕗 」 厭 ぴ つ 舜 「 曲 雌 S 蘇 舗 二 蕗 」 δ 麗 叫 ぴ 鱗 罫 、 藩 理 法 臨 む ① き バ 舜 σ ぴ 義 ・

小 き 醜 営 S 冴 暖 融 雪 餌 麗 ウ S 違 贈 爵 、 蘇 罫 S 瑞 畑 を 齢 難 δ 野 。 《 画 q 弓 舜 舜

σ 。 聾 引 δ 融 き ① S ゆ び 8 既 舜 σ S 嘩 画 聖 δ 薄 恥 叫 ぴ 。 （ 曝 升 δ へ 4 鰍 『 「 園 期

S 臆 針 蒔 」 δ 温 叫 ぴ 申 満 S 評 薄 』 嘩 茄 q 洋 。 ）

㊥ 田 耕 園 理 ゆ 「 園 弟 膳 卦 蕗 （ 醤 一 揖 海 ） 」

　 田 針 鼠 雲 ゆ 郎 謹 嚇 皿 ゆ “ 野 卑 函 片 雲 ゆ 如 （ 脹 餌 ぎ ノ ひ S 融 囲 嘩 焔 耳 、 罷 む a

岳 誉 ① 藩 臥 邸 翻 叢 「 画 ＆ 岳 δ 「 園 熟 麟 針 陪 （ 普 一 揖 冊 ） 」 酷 氏 O 冊 氏 呂 律 ・

脹 犀 S 離 礁 噸 δ 野 き 舜 ’ 困 苦 ま 岳 δ 圖 珊 略 霜 郷 淺 藤 島 叫 雪 、 難 球 S 薗 ＞ 断 然

S 功 愚 舜 鴎 嘩 雄 畑 氏 C 《 、 謙 語 S 園 雲 伴 曲 疎 8 愈 愚 溜 薬 義 堅 強 叫 き ノ 回 雪 ．

醜 蝋 ・ 殖 癬 雌 謡 S 囎 C σ 訓 南 風 淺 酬 冊 。 パ 昧 洋 氏 S 詠 藤 撫 δ ノ 男 臼 8 囲 楓 S

事 理 淺 叢 辮 。 詩 併 映 営 ぴ 。 冊 葎 、 脹 甜 S 藍 餌 罷 難 民 C 《 ’ 「 園 游 圏 惑 碍 証 淺 卵

S 黒 々 S 駅 畑 δ 瞬 q 《 直 蕗 氏 S 瀦 薬 膳 掛 ゆ δ 藩 理 叫 ぴ “ 氏 鈷 C δ 野 鳶 伴 寄 ①

き ’ 轍 譲 噛 露 δ ぴ 浮 び 噛 耐 淺 傘 ヨ π 鵬 曄 僧 堂 」 葎 臼 氏 δ ノ 勇 「 疎 々 S 蒔 謡 嘩 証

亜 叫 ぴ 膳 銑 雷 労 辞 職 S 舜 σ 向 陣 淺 画 期 藍 醐 諦 齢 「 S 汁 味 む 弼 圖 d 蹄 ぴ 」 氏 S 猷

譲 義 労 鎌 き バ 傍 δ 」 円 き 舜 串 S 野 冊 曲 耐 S 上 汁 敲 δ ぴ 脹 《 舜 み ぴ 臼 伴 淺 割 譲 d

翫 び 。

　 　 田 銑 図 書 恥 8 細 一 揖 柵 舜 ’ 園 期 舜 繍 S 晒 掛 膳 伴 σ 」 、 酔 畜 酪 ぴ け 、 氏 δ ご や 汁

　 「 図 書 3 皿 冊 欝 ・ 欝 旨 醇 」 を 「 洋 ゆ 書 醸 臨 書 誉 薗 e 究 颪 」 （ 腿 r 一 〇 。 淋 V 酪 詩

　 呂 、 冊 計 、 園 雪 餅 園 期 8 断 書 叶 欝 臨 q 耳 《 σ ぴ 臼 伴 （ 翌 日 〇 。 冷 γ 画 嚢 「 園 緑 ．

図 書 8 車 路 津 q 薄 謝 δ 圏 外 ぴ 麟 貸 卑 圏 」 嘩 部 碍 叫 ぴ 茄 ゆ δ 舜 融 ① ひ ン q δ 皿 鉢

　 園 雪 ゆ S 蝋 梅 酪 蘇 叫 ぴ 臼 氏 （ 黙 O 冷 ω 畑 ） 舜 餉 嘩 温 剖 C バ σ ぴ 揖 δ 蒸 鐸 義 融 ぴ ・

　 叫 ① δ 、 画 期 議 薄 亜 δ も δ 鋤 く ’ 園 磁 卑 幽 8 南 峰 δ 諮 脹 鋤 熟 輝 （ 普 O ～ 馬 櫛 ）

嘩 珊 言 づ ふ 歎 σ 蒸 曲 氏 C 怠 町 勢 C 」 餅 亦 s 蒔 園 期 霜 解 謹 興 ∩ o σ 《 ぴ
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一 塒 酪 貼 ヌ 診 海 航 爵 S 園 蜘 殖 悪 護 照 伴 圖 卯 繭 無 究 癬 護 照 S 誰 ゆ （ 鵬 暖 熱 ） ’

爵 最 略 構 S 敵 か 喬 無 強 悪 璽 照 S 甜 詩 （ 鵬 曝 勘 ） 、 画 嚢 園 朝 霜 弼 酪 嵐 q 扇 園 期

π 引 張 覚 者 畑 嘩 サ 耳 ぴ 口 径 S 臓 卜 （ 飄 零 熟 ） む ㈹ S 丑 蜴 ぴ 臨 δ 汐 冊 鈴 《 σ ぴ 。

⑭ 細 肝 鵡 「 園 勘 膳 針 蕗 柵 」

　 田 掛 図 雲 ゆ S 「 画 期 臆 針 蒔 （ 醤 一 揖 柵 ） 」 S 励 蜥 嘩 焔 “ 薮 畑 肝 鵬 （ 脹 餌 ） 中 野

罷 む 台 岳 一 卸 「 画 期 臆 貸 餅 柵 咽 趨 」 酪 捨 貼 ’ “ 曲 δ 蕨 H 柵 嘩 蜘 C 洋 ↓ 勝 画

岳 ’ 蟄 ひ 。 。 圖 ゆ δ 興 云 柵 氏 C （ 「 園 熟 臆 針 蕗 柵 」 膨 満 匠 叫 置 葎 。 釦 謎 3 δ 圖 ゆ

瀧 圧 触 雷 詩 碑 柵 舜 、 雪 踏 S 直 δ ゆ 一 〇 酪 熟 伴 醐 〈 ’ 小 S 冴 暖 σ 既 氏 C （ 画 期 罪

国 侍 園 磁 聖 画 囎 蘇 ゆ 舜 偽 、 叫 叫 δ 園 期 融 薄 書 亜 δ 溜 叫 ぴ 鄙 繍 庵 号 ウ 雷 舜 丑 蜴

伴 叫 ぴ ぴ S δ 朕 。 洋 。

　 　 C サ C ’ 画 ゆ 瀧 旺 吏 晋 δ 掴 貯 鵬 弦 寄 島 C 詩 舳 趨 δ 鏡 σ 《 舜 翠 回 游 興 部 S 瞬

斜 掛 皐 嘩 訓 「 曲 煎 園 蜘 ・ 卿 準 園 期 8 弼 畑 二 」 「 園 熟 語 畑 智 易 S 弼 血 一 」 」 「 園 期 S 藤

ゆ 苗 鑛 S 朔 望 」 「 ＞ 藍 翻 索 書 曲 e 弼 聖 」 「 皿 既 、 扉 韓 麟 S 面 壁 」 伴 C 《 厳 q 、 囲 」

言 掛 珍 井 團 書 、 画 卿 ’ 園 期 圏 薬 煉 、 園 懸 詞 魁 洋 舞 園 融 通 畑 S 髄 臨 淋 醸 ’ 小 雪

雨 雪 δ O つ 《 S 珊 麟 酷 遇 型 叫 ぴ 舜 餉 ’ 麟 針 蕗 伴 C 《 S 丑 蜴 義 曲 賠 く 熱 鉄 茸 洋

　 ぴ S δ 厭 。 葎 。

㊥ 洋 ゆ ・ 珍 温 ・ 卑 畔 醤 「 園 購 知 孤 膳 針 蕗 鵜 」

　 冷 δ 隣 え 障 罫 器 ・ 嗣 餅 鵬 渦 ♪ S 冷 渦 伴 C バ 、 詳 ゆ ・ 励 温 ・ 珊 尊 S 国 睡 δ 凶

器 言 斜 。 。 岳 S 普 国 画 ゆ 鋤 蘇 醗 δ 織 匠 C 浮 礁 柵 d 蹄 6 、 小 S 球 諏 柵 伴 鋤 。 洋 。

碍 柵 鹸 嚢 引 叫 氏 溝 9 園 滋 霜 掘 δ 圏 叫 び 謡 冊 淺 鼓 脹 s 喪 ¢ 膳 所 δ ぴ δ 戸 舜 亮

3 皿 書 酪 醍 錦 旗 冷 δ 誉 δ 氏 爵 融 C 、 園 瀬 雌 融 癖 S 晒 針 幅 ゆ 、 園 熟 S 珍 井 酢 ア 即

断 蒔 “ － t 畑 酢 ’ 叢 薄 酢 舜 院 S 弼 畑 二 陣 廿 ぽ 螺 雷 戦 趙 π 融 郭 「 叫 葎 、 園 期 S 臆 針

幡 ⑳ 杏 園 期 直 脹 疎 S 鴻 謨 S 温 δ 赫 σ 《 「 貯 砂 S 醤 寒 」 酷 遇 蜘 C バ σ ぴ 海 や 野 「 園

懸 膳 貸 碑 」 氏 C 《 S 辞 畜 嘩 十 ¢ か 叫 び ぴ S δ 融 か 。

　 戯 愛 9 園 期 首 脹 疎 S 爵 究 S 障 呂 S 議 遷 嘩 聖 画 番 δ 渦 雷 叫 ぴ 自 陣 杏 ’ 園 瀞

前 張 眼 8 冷 厳 a o σ 《 ノ 串 S 羅 談 S 励 井 酢 杏 “ 融 S 羅 誤 δ ※ 舳 伴 叫 き び 訓 解

S 醤 雛 津 q 海 譲 δ 勢 叫 ぴ C つ 畔 恥 雷 誉 蒔 S 甜 発 氏 醸 瀧 書 熊 薗 S 霜 撮 嘩 卦 呂 ぴ

舜 作 画 游 前 廉 蝋 S 究 燐 δ o σ パ ぴ σ 〈 o サ S 髄 冊 嘩 臨 σ パ σ ぴ 無 爵 輝 黒 瀬
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σ 。 冊 葎 、 画 期 畑 蒋 S 弼 囲 嘩 米 一 」 蔚 叫 ぴ 藤 圏 伴 C 《 「 園 懸 紐 痔 晒 瞭 ゆ 」 嘩 画 嚢

館 員 ぴ 臼 氏 、 園 瀞 蝦 欝 S 購 咄 鯨 蝋 護 照 嘩 鶏 耳 ぴ 臼 氏 舜 馬 “ 曲 奔 δ 銚 σ 《 σ 小

S 冊 辮 藩 理 津 妙 伴 C ゆ δ 置 賜 酪 撞 く ゆ 》 δ 齢 9 ↓ 藻 十 ¢ 舜 珊 藩 理 嘩 言 凶 ぴ

瞬 燃 諺 翫 ぴ 蒔 渦 伴 σ 渉 ぴ 。

㊥ 即 時 泌 「 園 期 S 路 ウ ・ 書 お ・ 滞 陣 蕗 瀞 」

　 珊 既 諒 淺 魚 島 一 〇 。 岳 普 一 望 圖 ゆ 湘 蘇 醗 δ 瀧 庄 C 囎 慰 労 『 S 野 冊 認 柵 氏 舜 。

葎 、 「 園 熟 嘩 漁 耳 び 醸 S 醤 暴 8 発 港 薄 q 皿 四 弟 冊 π 蹄 叫 ぴ 園 瀞 菰 離 S 瀧 薄 “ 諮

繋 掛 賠 淘 q 園 瀞 蝦 欝 蕪 S 弼 囲 囲 爵 8 融 騰 婚 “ ∩ 圏 叫 ぴ 碍 磁 柵 」 淺 田 外 讃 訴 δ 翫

か 。 貸 碑 梅 柵 舜 ノ 「 惑 一 榔 お 聖 」 δ 畿 σ パ 園 期 融 癖 8 幡 ゆ を 図 無 梅 畑 醸 、 園 瀞

酪 幽 耳 ぴ 蝋 論 断 S 職 誤 舜 侃 酪 鮎 柵 C 《 σ び び S 8 ’ 州 3 虐 S 鯨 δ 舜 、 「 漕 目 糠

　 園 覇 藤 翻 塒 π 瀦 叫 ぴ 畜 楚 S 融 癖 ナ 「 漕 国 館 贈 爵 δ 翻 叫 ぴ 諫 難 S 融 癖 ナ 「 普

匿 路 孟 殿 掛 賠 」 娘 嘩 碕 魯 パ σ ぴ 6 伴 サ 貸 園 熟 麟 針 碑 伴 σ 」 野 § 叫 曲 醸 S 蘇

望 落 零 酔 餌 嘩 甜 叫 δ ぴ 8 氏 》 ぴ “ 氏 淺 δ 昧 ぴ 。 叫 ① δ ノ 「 普 団 憐 辮 曄 む 画 期

酪 講 究 叫 び 詩 呂 S 丼 童 S 曝 譲 」 δ 翼 ’ 園 熟 議 聾 丑 δ 貼 磁 叫 ぴ 園 期 滞 ゆ 略 帽 嚇

加 ゆ を 、 画 期 畑 露 嘩 雲 底 最 知 醤 蝦 δ 副 耳 匠 ぴ え 麻 田 伴 嫡 酪 研 δ 《 σ 亦 。

　 銑 碑 郡 柵 舜 圖 ゆ d 舜 叫 弓 δ 認 柵 氏 戯 黛 バ σ び ひ ！ 州 S 隙 S 瓢 断 線 S 画 期 興

繍 S 丑 δ 舜 ㎝ 一 箇 強 鎌 「 園 期 S 浦 ・ ワ ・ 雲 お ・ 霜 ゆ 碍 渦 」 伴 C バ “ 話 ’ お ⇒ 叫 き

《 σ び 。 革 δ ’ 網 島 8 霜 δ 捨 貼 叫 き 葎 「 園 瀞 δ 索 餅 面 離 S 融 薄 、 孟 難 糾 賄 滋

q 謬 傘 S 嵐 圃 舜 輪 勇 S 南 隣 旨 q δ 園 朝 畑 欝 婚 S 劃 謙 耳 許 S 障 呂 3 園 熟 確 婚 S

一 霞 嘩 痔 兇 叫 δ 確 描 〔 気 勢 〕 糠 車 中 翼 柵 （ 醜 蝋 掛 煎 餅 柵 ） 」 か ’ 6 雪 餅 煮 鶏 撃

禽 δ t 雲 暴 賀 C 嵐 訴 嘩 「 園 游 e 奮 論 ・ 霜 ゆ 南 応 餅 渦 」 伴 痔 δ 葎 諏 申 翼 柵 δ 舜 、

　 「 園 瀞 S 辮 ウ ・ 書 軸 ・ 滞 陣 藍 瓶 」 S 翼 底 冷 輝 淺 茸 融 触 雷 バ σ ぴ 。

◎ 輯 肝 聴 理 鵡 「 〉 V 侍 V 灘 郎 圃 ゆ 磁 S 融 ． 叫 δ ぴ 伴 蟻 〈 蜘 謙 酔 旨 藩 理 ゆ 歯 串 嚇 」

　 針 事 理 ゆ 舜 ’ 圖 S 〉 V 侍 V 謙 興 繍 S 醍 ◎ δ o σ バ S 蔦 跳 ゆ 麟 δ 戸 魚 鳥 ミ 岳

δ 辮 伴 呂 律 離 礁 咄 δ 瞬 q 味 “ 鶏 醐 叫 雪 洋 ぴ S d 翫 び 。 叫 爵 ぴ ぴ 」 郵 国 恥 蘇 3

融 叫 δ 翼 、 〉 V 侍 〉 鄙 語 醐 δ 弼 碍 叫 ぴ 臼 伴 鋤 く 、 「 曲 蝋 ・ 藩 邸 醸 S 謀 諮 莞 二 S 蕗

婁 「 二 ∩ o σ 《 8 郵 理 嘩 溝 口 舜 ゆ ≧ 昧 臼 氏 碁 4 町 議 触 雷 づ ふ 。 画 薄 型 ゆ 舜 網

鳥 一 〇 。 岳 サ ① 霧 理 嘩 欝 呂 、 画 巴 岳 ㎝ 血 δ 伴 O 冊 氏 呂 浮 貸 鵠 串 咄 δ 舜 、 醜 蝋 S
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蘇 望 s 》 嘩 慮 盤 叫 か s δ 舜 鋤 く 、 園 鶏 δ 翻 ぴ ぴ 僧 冊 帆 冊 舜 蕗 か 嘩 曝 幡 「 画

期 屡 溺 s 鹸 ゆ 酷 直 ゆ 叫 び 「 園 期 8 瞬 銑 併 」 嘩 謹 蔚 叫 え 昧 自 民 酷 薄 理 ゆ s 誰 罫

氏 C パ ＋ 袖 加 、 C 障 。

　 画 塾 叫 4 ゆ 聾 「 園 蜘 s 瞬 針 蒔 」 S 冴 暖 伴 む び 細 書 呂 骨 継 料 酪 融 帥 叫 δ 自 民 弾

除 S C サ ぴ え 昧 藩 理 S 舘 弓 計 臼 舜 」 丑 暖 δ 騒 ぴ 叶 「 難 串 咄 S 丑 δ 舜 ・ 州 3

草 叢 氏 舜 ぴ 藁 ゆ 酪 糊 「 一 株 叫 ぴ δ 鱒 呂 《 σ ぴ 。 叫 舜 ぴ ヂ 「 園 瀞 s 恥 疎 弼 連 比 園 熟 書

聖 s 掛 渦 」 “ 「 曲 疎 e 蘇 重 氏 珊 誤 」 ～ 「 園 薪 海 田 蝋 s 蘇 弼 氏 無 謀 」 s 国 警 謙 島 傍

「 小 僧 醜 き δ o σ 《 ’ 「 園 蜘 3 臆 針 碍 8 冴 暖 伴 C パ ’ 曲 無 数 弓 井 恵 融 聾 淺 お

① 置 ぴ 氏 撮 凶 ① き び 麺 ・ 」 ・ 超 S σ 8 酷 寒 」 鯨 」 C 障 σ S δ 翫 δ 氏 C パ C レ ぴ 葺 柵

鰯 δ 臆 貸 蒔 氏 C パ 錦 鶏 論 叫 δ 酪 ゆ δ “ 鉄 沓 感 熱 譜 叫 叱 ぴ 冴 嘲 ぴ ゆ 野 営 《 鏡 9

冴 暖 S 感 嘲 δ O σ （ 一 野 触 ① 舜 ぴ 郵 理 淺 醜 脳 弓 翫 ぴ 。

（ ω ） 磯 草 圖 S 勇 諮

　 　 一 寸 ’ ぴ 嚢 圖 δ 溝 q ぴ 「 画 期 瞬 貸 餅 」 3 薄 型 δ 新 津 。 ＾ 舜 、 融 享 圖 δ 鏡 耳 び

　 臼 貸 叶 図 面 s 詩 蒔 宙 乗 伺 。 σ バ ぴ 鋤 掴 C バ 銚 〈 醜 矧 δ 薗 崩 」 。 ぴ 。 伴 φ 課 享 圖

　 δ 銚 σ パ ¢ 臼 S 麟 S 隆 碑 室 氏 C バ 舜 、 つ け 谷 び 「 園 鶏 S 麟 針 蒔 」 氏 C バ 隆 錦

　 研 き ぴ 宙 ＃ 舛 亜 伴 ～ 院 画 ① き 唾 ’ 一 鑑 番 舜 園 熟 δ 圏 叫 ぴ 蒔 臓 S 丑 δ 曲 吐 S 蘇 望 δ

　 翻 叫 ぴ 証 詩 嚢 爵 ◎ 汐 冊 貸 パ σ ぴ σ § 欝 詩 C 葎 「 曲 蝋 s 蘇 舗 一 露 」 氏 C パ 詩 碑 戯
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　 禽 詫 δ 「 睡 蝋 s 蘇 蝋 こ 」 嘩 鰍 蔭 π ゆ α 餅 膚 訪 輩 「 斎 鎌 き 《 傍 9 N o o o 霜 曇 撮 δ 聾
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　 糊 滅 δ C 洋 義 。 パ 猷 無 醗 δ 発 議 碍 嘩 語 群 叫 び え 瞭 d 翫 び 。

一 ■ 群 ゆ 窯 添 書 」 照 δ 瀦 叫 ぴ 蒔 職 い
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燕 ’ 菰 庫 S コ ■ 嘩 図 δ 洋 品 、 曲 酎 8 一 津 書 劣 蘇 塵 碍 董 δ 舜 違 冷 弓 瞭 鋤 つ 醍 醐 δ

O つ バ 、 回 游 ¢ 類 δ 尊 書 C 洋 画 望 膳 8 璽 冊 ぴ 郵 理 眠 き ぴ え 鎌 弓 蹴 ぴ 。
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　 吏 旨 ’ 園 熟 瞬 銑 郎 3 ぴ 氏 δ 蒔 幽 q 耳 ① き び 臼 伴 訪 鑑 詩 俄 雪 び 陪 審 菌 嘩 剖 諾 舜

弼 O 蛛 聾 （ 》 洋 δ 漕 園 懸 瞬 針 蒔 耳 印 鏑 ① 3 餅 描 サ ① 井 臨 叫 ぴ 嬰 ¢ 嘩 苗 E C ゆ 丼

曝 露 鐸 叫 ぴ 趨 δ 輩 柵 僧 飽 ぴ 口 径 嚢 脇 冊 C σ 。

直 　 園 弟 膳 銚 警 醒 祷 茜 吾 耳 べ S 描 画

　 口 置 冊 弓 遡 《 米 浮 野 」 δ ’ 針 酬 抑 恥 δ 興 、 曲 瞭 δ 溜 叫 ぴ 餅 番 薄 型 邸 罎 辮 凶 “

園 鶏 δ 麗 叫 ぴ 膳 針 蕗 S 醜 層 酔 δ O σ パ 事 理 C 、 卵 S 丑 暖 δ O σ パ ぴ 、 割 譲 舜 超

O 細 書 書 δ ’ 針 畑 油 ゆ 氏 C 《 撮 渉 ぴ 仕 口 δ 嘩 院 え 詩 。 σ o 伴 ぴ ノ 渦 覇 S 碍 童 詩

δ コ 耳 パ 舜 ノ 洲 醜 噛 く S 勲 鄙 吝 佃 露 妹 酪 罎 酵 ※ 畑 義 賊 ぴ 臼 伊 興 脹 難 場 蹴 び ・ 曳

プ 弓 舜 ’ ↓ 隙 S 難 飯 氏 C バ 無 爵 叫 ≧ 叫 σ 〈 O サ S 藍 認 証 嘩 蛛 旦 ぴ 。

（ 一 ） 圖 部 落 醗 酵 S 駅 爵

　 　 園 期 δ 置 叫 ぴ 旗 針 蕗 酪 亜 薦 叫 え 晦 サ 嘲 サ 伴 σ 」 蘇 誹 “ 野 ↓ 杏 園 珊 餅 亜 旨 S 風

　 贈 爵 罫 証 叶 舜 ◎ o o 母 9 魚 島 旨 岳 無 S 田 掛 図 蝸 蒔 極 踏 》 ル δ φ 紹 〉 銭 鳩 q

　 ＞ e 沖 － 刈 δ 申 冊 繊 雲 《 σ ぴ 。 ↓ 隙 、 園 期 樋 S 号 δ ぴ 、 卵 S 脹 酬 酷 ゆ 呂 ’ 跡 目 酉

　 舜 ぴ 冴 暖 S 蒔 淺 慨 呂 ① き び 菅 伴 σ o 洋 海 δ O σ 《 “ 鮮 G 鑛 勢 汐 ン 滝 郵 程 嘩 溝 口

　 鋤 」 醜 胴 巻 凶 賊 ぴ 。

　 　 ぴ 。 氏 ぴ 、 叫 づ δ 江 津 ％ ゆ δ 訓 肖 禽 δ 傍 耳 か 臼 S 法 δ O σ バ 8 難 罫 “ 野 ぴ 伴

　 σ 氏 醜 蝋 8 蘇 蝋 二 郎 亜 蔚 δ 置 叫 ぴ 雷 餌 鯨 難 サ ① 謙 蒲 C 《 時 津 氏 σ 」 醸 齢 淺 猷 O ・

　 園 期 臆 針 碍 3 丑 暖 嘩 慰 罫 叫 ぴ 飾 ゆ δ 鏡 σ 《 σ 、 圏 惑 醸 S 融 叫 鴬 δ 眺 湘 曲 肝 G パ σ

　 鋤 σ 比 興 叫 σ 菖 茸 舜 σ 回 淺 翫 δ 。 C 葎 嚢 。 パ 、 園 縣 瞬 針 蕗 S 、 醇 讃 杏 蒔 瑚 q ζ 酪

　 代 8 外 」 舜 σ S 伴 叫 え 瞭 δ ／ 細 S 廿 可 蒔 杏 丑 暖 、 δ 併 、 叫 え 昧 園 滋 S 幅 ⑳ 興 宮 δ ／

　 氏 σ o 洋 舞 δ o σ バ “ 野 焼 舜 園 懸 δ 計 算 δ 珊 ヨ 珊 S 丑 d 8 黙 塾 酷 如 く C 、 一 詩

　 S 証 轄 邸 ぴ 。 葎 」 凶 δ 、 研 く 画 卿 呂 鋭 蘇 誹 S 緬 邸 貼 耳 バ 」 認 薦 C 《 σ 〈 寄 淋 訪

　 制 剖 冷 δ 蹴 ぴ 。 園 期 り 外 曲 蝋 舜 サ δ δ 鋤 く ’ 卵 S 戴 藩 σ 曲 贈 爵 舗 こ 珊 圏 薬 猟 弓 翫

　 ぴ C 、 冊 葎 、 姉 戴 叫 ≧ パ 8 圖 珊 ご 並 幽 静 ’ 園 期 嘩 焔 耳 ぴ 風 蔀 δ 断 O 【 伴 舜 謡 晦 σ

　 む σ 。 叫 ① δ ’ 母 痔 雷 塗 國 菅 ひ 画 パ ぴ ’ 曲 由 σ C 〈 “ 塁 鵡 米 δ ぴ 汁 G 園 贈 置 無 嘩

　 鴎 渉 δ 脹 畑 蝋 伴 。 づ 囎 C 〈 圖 珊 δ 首 s 蘇 齢 δ 鋤 曽 叫 ぴ 良 融 、 醇 蝕 叩 苗 場 曝 餅

－ 口 ω －



（ 卜 。 ） 園 激 佃 田 麺 海 回 S 皿 磁

　 　 針 贈 皿 ゆ 法 難 罫 S 途 軸 伴 C 洋 、 σ ぴ 9 び 園 期 臆 針 膳 氏 野 園 熟 屡 舗 ゆ 鶏 δ ＃

　 嵐 C パ 》 ① き び 膳 針 幡 ゆ 嘩 温 講 論 ダ 燃 譲 δ ノ 。 灘 輪 舞 曲 甜 S 蒔 か ． 徳 臨 曝 書 知

　 呂 δ 曝 醸 C 舜 討 「 瞳 過 労 蕗 湛 置 邸 痔 3 か 日 伴 嘩 階 皿 畑 氏 叫 ぴ σ 3 可 融 δ ・ 細 口

　 δ 中 野 無 a 隣 え 津 ％ 史 9 園 熟 δ 傍 耳 ぴ 〉 1 τ ・ ロ ー 伴 ． ＼ 刈 丁 ． ロ ー S 磁 菖 舜

　 藤 譲 ¢ 薗 淺 雪 融 叶 舜 ぴ 。 C 葎 淺 。 バ 、 園 熟 溢 薄 蝋 8 旨 蔀 δ ノ ① 画 期 臆 針 膳 e 亜 柵

　 嘩 蘇 罫 叫 ぴ 緬 ゆ δ 舜 、 脹 沸 ’ 皿 ① S 熊 随 伴 C パ S 皿 臓 藤 譲 嘩 十 ¢ δ 画 品 《 赫 δ レ

　 鋤 く 《 舜 舜 ひ 舜 σ 。

　 　 園 雲 σ C 〈 舜 園 期 畑 田 馬 柵 團 S 皿 密 ・ 皿 笹 藪 譲 S i h 伴 σ 」 醍 閲 舜 如 岳 ・ 併

　 辮 鮭 、 辮 舜 茄 圏 δ 罫 G ① 雪 、 勝 闘 叫 鏑 《 昧 《 舜 つ ぴ 碁 漕 温 覇 a 円 き 嘩 惑 県 C 《 満

　 m 叫 び 6 叶 舜 閻 羅 氏 σ 渉 ぴ 。 C サ 「 園 期 δ δ ノ 碁 ノ ぴ ぴ 郎 輩 照 S 違 針 雷 繋 目 S 醜

　 畑 酢 酪 － 皿 凶 δ 更 h 舜 ’ 臼 雪 嘩 草 藤 伴 潮 凶 ’ 聾 O 勝 目 δ 園 期 軸 － 』 露 抽 團 S 皿 密 ．

　 皿 善 藤 諾 S 可 団 δ 牙 O 趙 供 え 瞭 弓 極 δ 。 繊 雲 9 皿 滋 藤 譲 S 悪 銀 酪 醤 ｛ 裂 ∩ 図 ぴ

　 誉 氏 σ ゆ 醍 醐 δ へ 4 盈 C （ 、 図 書 ゆ ♪ S ゆ 加 害 》 δ 麗 叫 び 懇 罫 ぴ 引 割 醸 伴 離 洲 ①

　 雪 ぴ 。 臼 S ％ ぴ 舜 蘇 謬 ・ 瀞 理 嘩 皿 ① 3 戯 曲 δ 識 。 《 σ 〈 【 伴 臼 卵 嚢 ’ 卵 S 醸 S

　 圖 珊 雷 難 謬 S 蔀 δ 計 算 ぴ 」 園 瀞 瀧 癖 雌 ♪ S 愈 意 ♪ 伴 。 爵 義 ぴ S 弓 厭 9 叫 叫 δ

　 園 蕪 研 － 』 爵 黙 回 書 葎 ぴ □ 掛 図 雲 ゆ S 針 惑 伴 叫 ゆ ≧ 曝 4 翫 び ・

（ o o ） 園 激 膳 針 蕗 醒 祷 麟 S 即 興 黙 伴 園 瓢 興 繍

　 　 叫 」 辮 δ ぴ む く ’ 園 幾 S 晒 針 路 嘩 置 祷 叫 ぴ 臼 氏 聾 界 ◎ ％ σ 園 晋 ． 晦 職 麗 粛

　 嘩 轟 糟 「 け 農 圃 S 園 期 嘩 臨 首 骨 σ S 氏 叫 び 障 み S 普 一 覧 δ 叫 化 骨 σ ・ 臼 雪 δ

　 識 σ バ 、 画 期 嘩 伴 O 叫 く 恥 疎 碍 S 融 O d 餅 代 e 鮮 」 符 鳩 凶 パ 。 ノ 〈 δ レ δ u つ バ 8 温

　 甜 舜 興 部 曲 鋤 く 《 舜 労 ひ 舜 σ 。 針 瑚 皿 ゆ 氏 C バ S 瞬 銑 雷 労 隷 凶 ウ 野 雪 濁 δ 幌 え

　 洋 氏 討 O δ 翫 び ひ 汐 画 期 臆 針 蕗 S 難 罫 δ 銚 σ パ 舜 ’ 晒 針 蕗 州 S σ S S 丑 暖 ぴ 触

　 ぴ 臼 伴 む 義 勇 卵 S 藤 S 碍 興 繍 ゆ 津 δ O σ 《 ぴ 十 ¢ 溝 型 酷 熱 呂 《 蝕 δ ノ 鋤 く 《 舜

　 舜 ① む つ 。 細 書 書 藁 野 口 雪 冊 δ 爵 臨 q 耳 淺 輝 累 δ 厭 。 葎 園 期 碍 伴 図 書 聾 S 油

　 碍 丑 暖 嘩 鴎 s 昏 」 δ 叫 δ 碁 ／ 邸 s 直 、 傘 画 期 麗 薬 麺 献 s 蹄 蕊 郎 s 証 冊 冴 蜴 ・ 喬

　 無 論 郷 国 粛 S 碑 か S 曝 膳 婚 淺 ’ 蒸 δ 麗 抽 C 《 事 理 叫 養 ぴ え 錘 歎 氏 つ 渉 び ・

一 図 斜 ー



（ 卜 ） 濁 避 3 描 画 伴 如 濫 啓 発 函

　 　 事 理 叫 え 昧 猫 醐 箕 ’ h 融 眞 享 δ ぴ 壁 露 δ ぴ 浮 び ぴ 8 伴 卵 ぴ 養 ぴ 導 汐 ↓ 球 S 難

　 鄙 嘩 隣 3 ぴ ゆ 凶 δ 瞬 証 叫 え 昧 難 餌 δ o σ 《 、 僧 C 猷 洋 O 牙 O 曲 α え 味 冴 蜴 釣

　 蹴 δ 曲 解 S 烈 可 嘩 サ 耳 バ 郵 理 叫 え 曝 σ S δ ¢ 耳 ぴ 氏 叫 鈴 亜 ’ 銚 銚 α む 、 聾 引 S

　 伴 勧 O 伴 舜 δ 。

　 　 冊 焼 “ 懸 輝 S 難 醐 伴 C 《 舜 ’ 曲 由 S 園 鶏 嘩 δ 〈 、 δ 餅 護 照 S オ 蓋 δ o σ パ 、 園

　 晋 ゆ 舜 ㏄ s 鯉 青 海 團 サ 野 畑 丼 番 舜 ｝ 町 議 嘩 叫 ぴ 臼 氏 ぴ 却 ゆ δ 爵 ◎ 諮 α え 瞬 δ

　 融 ぴ 。 細 S 翼 δ 箕 、 針 鼎 皿 ゆ 義 ↓ 蓋 計 ％ q ヨ 盗 S 離 蛤 咄 δ 猷 諒 C 詩 蝸 温 酪 嚇 潤

　 叫 び 臼 氏 ぴ 戯 曲 氏 鰍 渉 ① き び 。

　 　 即 S ゆ 渉 づ 、 掴 書 雷 舜 園 期 賦 針 餅 S 冴 瞬 S 恥 黙 罫 氏 C バ 、 醤 コ 舜 ぴ 園 贈 S 幅 ゆ

　 δ ぴ 伴 q 瞬 、 代 S ％ 」 鋤 園 懸 暴 湘 淺 湘 詩 叫 き び え 曝 サ δ o σ バ “ 園 期 箸 置 製 δ

　 S 憩 函 C 葎 難 鄙 酪 瞬 謬 ’ 叫 ① δ 細 書 書 舜 風 蒔 嘩 証 堰 δ 》 雪 葎 、 画 珊 呂 む 難 鄙 ♪

　 傍 麟 訟 叫 え 隊 δ 厭 ぴ 。

　 　 “ 雪 ① S 難 曲 ♪ S 碁 O 由 》 酷 騰 魯 o o 、 丑 蜘 盗 品 鋤 証 証 δ レ ① 舜 、 図 書 ゆ 嘩 舜

　 q δ 伴 叫 δ 園 鶏 堀 皿 ひ S 皿 海 蘿 黙 S 可 一 膳 細 書 雷 δ 蘇 隣 町 ぴ 障 み S 郵 程 伴 小 雪

　 嘩 渦 識 δ 蕊 叫 臼 伴 義 脚 燗 氏 σ 凶 ぴ 。

㎝ 　 営 叫 q
　 針 趙 串 咄 d 興 ’ 「 卵 疎 」 δ o σ 《 郎 君 む 読 振 δ ぷ 啓 理 嘩 叢 登 醜 醸 丑 ワ s 画 期

嘩 渦 曲 叫 ぴ 葎 答 δ 」 図 書 邸 丑 ウ 伴 C 神 園 瀞 融 薄 疎 ’ 曲 疎 ・ 圖 痢 、 圖 ． 皿 叢 書 8

細 き 醜 き 淺 抽 洋 叫 え 曝 薄 珊 「 」 釣 卵 置 碁 凶 湘 障 叫 き バ σ 鋤 σ 曲 弟 a o つ 《 S 囲 餌 抵

8 謙 譲 嘩 嵐 F 園 瀞 爵 湘 嘩 塒 く 蹴 斜 蒔 S ※ 畑 、 蒔 嘩 猷 蟄 C 浮 。 卵 S 冴 暖 δ o σ 《

聾 斜 嚇 皿 ル 淺 曲 罪 証 δ 燕 凶 δ 代 印 ぶ 酔 倒 認 む 彌 ◎ 帥 C 洋 淺 ’ 「 園 蕪 麟 針 蕗 甜 一 一 詩

δ コ 耳 バ S 難 醐 」 S 温 δ ぴ 蜘 C 洋 氏 鏡 9 滞 流 鄙 唾 λ 曝 蜘 薗 右 前 瞭 α ≧ 瞭 ± 一 一 畑 ぴ

撞 く 灘 触 雷 《 σ δ 。 針 爵 聡 咄 眞 慰 鄙 S 暴 謙 酷 熱 C 葎 δ 叫 呪 爵 σ 。

　 冊 葎 ’ σ ご § び 「 園 期 S 臆 針 蕗 」 嘩 璽 冊 叫 え 麻 氏 叫 ぴ 蕪 罫 “ 野 ↓ □ 、 叫 辮 暁

辮 賛 睡 鮪 δ 曲 説 δ 鏡 臼 舜 び き バ σ び ひ ！ 銑 離 串 咄 舜 尊 高 8 團 丼 ． 齢 驚 S 事 理 を

烈 罫 δ 違 C バ 河 罫 酪 診 図 叫 び ぴ S δ 舜 鋤 く ’ 融 く 冊 6 ぴ 嘱 臨 書 舜 曲 舞 δ 風 ぴ ・

－ 口 U －



曲 蝋 景 ワ S 園 期 嘩 渦 潮 叫 ぴ 障 δ 3 融 ぴ ≧ 味 餅 護 照 S 蹄 ◎ d 嘩 瞭 蝿 C 葎 σ S δ 融

δ 。 脹 魂 、 貸 離 串 咄 S 爵 醐 U ， 耳 翼 、 ゆ 冴 S 園 価 蒔 置 薬 整 理 酬 皿 ゆ 氏 C 《 S 細 輪

嘩 魁 傑 魯 葎 σ S δ 伴 巴 辮 ぴ 碁 漕 ↓ 球 、 園 熟 瞬 針 蒔 8 難 罫 淺 掛 叢 論 C 葎 鰯 δ 、 m

銑 図 書 ゆ 丑 d S 薄 恥 δ 説 σ 《 、 銑 楚 蛤 咄 δ 両 君 ひ サ 8 珊 “ 酪 叫 ぴ 臼 氏 嘩 、 酬 畑 一

画 S 慧 σ 伴 叫 ぴ ぴ S δ 融 ぴ 。

更 旨

－ 悼 ひ ー
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が
到
一
一
1口

I　
l旨

な
最
高
ノ
’
一
二

の
身
’
及
び
精

@神
の

健
康

を
享

受
す

る
権

利
を

有
す

る
こ

と
を

認
め

る
。

Q　
こ
の
規
約
の
締
約
国
が
iの

権
利
の
完
全
な
実
現
を
達
成
す
る
た
め
に
と
る
措
置

@に
は
、
次
の
こ
と
に
必
要
な
措
置
を
含
む
。

@（
a）

死
産

率
及

び
幼

児
の

死
亡

率
を

低
下

さ
せ

る
た

め
の

並
び

に
児

童
の

健
全

な
発

育

@　
の
た
め
の
対
策

@（
b）

環
境

衛
4一

こ
及

び
産

業
衛

生
の

あ
ら

ゆ
る

状
態

の
改

善
@（

c〉
伝
染
病
、
風
土
病
、
職
業
病
そ
の
他
の
疾
病
の
予
防
、
治
療
及
び
抑
圧

@（
d）

病
気

の
場

合
に

す
べ

て
の

者
に

医
療

及
び

看
穫

を
確

保
す

る
よ

う
な

条
件

の
創

出

世
界
人

権
宣
言
25

条

す
べ
て
人
は
，
　
一
一
王
、
医
1及

ひ
必
要
な
1射

り
包
設
等
に
よ
り
、

B己
及
ひ
家
1

ﾌ健
康
及
び
祁
、
雪
祉
に
ト
分
な
生
活
水
準
を
保
持
す
る
権
利
並
び
に
失
業
、
疾

病
、

心
身

瘧
Q、

配
偶
者
の
死
亡
、
老
齢
そ
の
他
不
［
1∫

抗
力
に
よ
る
生
活
不
能
の
場

合
は

、
保

障

�
�
ｯる

権
利
を
有
す
る
。

医
療
法
1条

医
療
を
受
け
る
者

@
　

国
民

こ
の

法
律

は
、

・
…

　
　

医
、

iを
堂

け
る

者
の

一
1」

益
の

聯
一

一
及

ひ
良

質
か
つ
適
切
な
医

ﾃを
効

率
的

に
提

供
す

る
体

制
の

確
保

を
図

り
、

も
っ

て
国

民
の

健
康

の
保

持
に

寄
与

ｷる
こ

と
を

1
一

一
1
的

と
す

る
。

・
　

医
、

1
を

受
け

る
百

」
と

は
，

ど
こ

ま
で

を
I
I
天

か
。

｢わ
ゆ
る
「
患
者
の
利
益
保
護
」
を
法
律
の
目
的
と
し
て
明
文

ｻ。

医
療
法
1条

の
2

@第
1項

医
療
の
担
い
手

纓
ﾃを

受
け
る
者

医
療

は
、

生
I
Iの

，
一

i亜
と

占
1人

の
韓

厳
の

呆
r｝

を
旨

と
し

、
医

，
巾

、
　

イ
科

医
ll
li
、

　
　

1

t、
看

灘
i、

そ
の

他
の

購
卿

呼
と

医
療

を
受

1ナ
る

祉
の

信
頼
「

懸
輿

づ
ｫ、

及
び

医
療

を
受

け
る

者
の

心
身

の
状

況
に

応
じ

て
行

わ
れ

る
と

と
も

に
、

■
の

内
e
は

．
単

に
治

療
の

み
な

ら
ず

，
疾

病
の

予
防

の
た

め
の

措
置

及
び

リ
ハ

ビ
リ

丁
一

Vョ
ン

を
含

む
良

質
か

つ
適

切
な

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
医
療
」
の
内
容
に
つ
い
て

@治
療

、
疾

病
予

防
、

　
リ

ハ
ビ

リ
・

E「
也

命
の

尊
重

と
個

人
の

縣
厳

の
保

持
」

二
医

療
の

本
旨

医
療
法
1条

の
3

　
国

及
び

n方
公
共
団
体

国
及
び
地
方
公
共
団
一
’
は
、
煎
米
に
一
定
一
る
理
芯
に
一
盛
づ
き
　
国
民
に

対
し

艮
質

か
ﾁ適

切
な

医
療

を
効

率
的

に
提

供
す

る
体

制
が

確
保

さ
れ

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら

ﾈい
。

　
良
質
か
つ
適
切
な
」
医
、
’
を
　
効
承
り
に
是
供
コ
る
」
　
、
一
制
“
l
l

ﾛ
医 療 提 供 の 理 念

医
療
法
1条

の
4

医
療
の
担
い
手

医
ll
「
i、

歯
科
医
iF
l
l、

・
　
II
Il
i、

』
r言

一
劃
iそ

の
他
の
医
療
の
担
い
手
は
、
第
1
米
の
2
に

K定
す

る
理

念
に

基
づ

き
，

医
療

を
受

け
る

者
に

対
し

、
良

質
か

つ
適

切
な

医
療

を
行

､よ
う
努
め
な
1す

れ
ば
な
ら
な
い
。

・
　
良
質
か
つ
適
切
な
」

健
康
保
険
法
2条

（
国
）

健
康

呆
険

制
度

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

が
医

、
i呆

険
制

度
の

レ
’

を
な

　
も

の
で

あ
る

こ
ﾆに

か
ん
が
み
、
，
1
ヤ
i齢

化
の
進
展
、
疾
病
構
造
の
変
化
・
社
会
経
済
情

勢
の

変
化

等
1…

ﾎ応
し

、
そ

の
他

の
医

療
保

険
制

度
及

び
後

期
高

齢
者

医
療

制
度

並
び

に
こ

れ
ら

に
密

ﾚに
関

連
す

る
制

度
と

併
せ

て
そ

の
在

り
方

に
関

し
て

常
に

塗
討

が
加

え
ら

オ
｝

、
そ

の
�
ﾔ㌔

果
に
基
づ
き
、
医
療
保
険
の
運
営
の
効
率
化
、
綿
付
の
内
容
及
び
費
川
の

負
担

の
適

撃
d化

並
び
に
国
民
が
受
け
る
医
療
の
質
の
向
」
二
を
総
合
的
に
図
り
つ
つ

、
実

施
さ

れ
な

ｯれ
ば
な
ら
な
い
。

療
養
担
当
規
則
2条

患
者

呆
険

医
甚

、
’

＾
’

関
が

担
当

　
る

、
一

一
亡

の
給

・
fは

、
　

保
険

一
丁

及
び

　
呆

・
者

で
あ

っ
た

一
1

ﾀび
に

こ
れ

ら
の

者
の

被
扶

養
者

で
あ

る
患

者
の

療
養

一
ヒ

妥
当

適
切

な
も

の
で

な
け

れ

ﾎな
ら
な
い
。

・
　
　
i
養
上
、
塞
当
適
切
な
も
の
」



N ㏄

法
条

主
体
・
対
象

内
容

論
点

高
齢

者
医
療
確
保
法

@　
2条

2項
国
民

国
民

は
、

年
百

、
心

　
の

一
’

況
に

応
じ

、
　

一
’

着
　

く
は

地
』

又
は

家
庭

に
お
い
て
・

w誧
冾
ﾉお

け
る
健
康
の
保
持
を
図
る
た
め
の
適
切
な
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
機
会

�
^え

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

・
呆
　
サ
ー
ビ
ス
を
冥
む
る
　
耳
の
［
三
証

介
護
保
険
法
11

0条
4項

指
定
介
護
療
養
型

医
ﾃ施

設
の
開
設
者

日
定
フ
言
　
亜
型
医
　
　
匝
設
の
開
設
‘
一
は
，
要
フ
言
一
’
の
人
　
ご
　
．
｛
　
る
と
と
も

ﾉ、
こ

の
法

律
又

は
こ

の
法

律
に

基
づ

く
命

令
を

遵
守

し
、

要
介

護
者

の
た

め
忠

実
に

ｻ
の

職
務

を
遂

行
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

・
　
人
　
の
耳
璽
j
と
　
、
醗
も
し
　
」

E指
定

介
護

老
人

福
祉

施
設

（
介

護
保

険
法

8
9
条

4
項

）
、

介
護

老
人

ﾛ健
施

設
（

同
97

条
5項

）
に

つ
い

て
も

同
様

規
定

あ
り

。

※
自

己
決

定
権

と
は

異
な

る
r人

と
し

て
の

絶
対

的
な

権
利

ユ

思
一
一
一
の
葺
っ
こ
こ
と
、
i
、
｝
い
た
こ
と
が
　
べ
て
目
己
決
定
の
産

�
ﾆし

て
認

め
ら

れ
る

な
ら

ば
、

自
殺

の
肯

定
に

も
つ

な
が

り
､る

。
も

っ
と

普
遍

的
、

絶
対

的
な

権
利

が
あ

る
か

な
い

か
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

※
患
者
・
人

○
医

師
は

患
者

の
救

命
に

全
力

を
尽

く
す

こ
と

を
医

療
の

本
質

と
し
て
議
論
を
進
め
る
べ
き
。

C
『

．
リ

ス
ボ

ン
宣

言
I
O
項

「
尊

厳
に

対
す

る
権

利
」

べ
て

の
人

間
は

、
生

ま
れ

な
が

ら
に

し
て

二
1由

で
あ

り
、

か
つ

、
尊
一

と
1利

と
に

世
界
人
権
宣
言
1条

人
間

つ
い
て
、
平
等
で
あ
る
。
…

診
　
’
に
｛
・
羊
’
る
医
巾
は
、
診
察
一
rτ

一
、
’
の
求
め
が
　
っ
こ
湯
口
に
は
、
正
当
な
琳
E
が

→
こ

の
　

足
を

も
っ

て
思

召
の

　
診

’
を

受
け

る
　

｝
利

j
と

見
る

こ

診
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

と
が
で
き
る
か
。

・ 療 を
c
f
．
リ
ス
ボ
ン
宣
言
1
．
f
項

受 け 一
医

師
法
19

条
1項

「
患

者
は

継
続

し
て

医
療

を
受

け
る

権
利

を
有

す
る

。
　

　
　

医
tは

、
現
在
と
異
な
る
治
療
を
行
う
た
め
に
患
者
に
対
し
て
適
切

る
な

援
助

と
十

分
な

機
会

を
与

え
る

こ
と

が
で

き
な

い
な

ら
ば

、
今

こ
ま

で
の

治
療

が
医

学
的

に
引

き
続

き
必

要
と

さ
れ

る
限

り
、

患
者

と
の

治
療

を
中

断
し

て
は

な
ら

な
い

。
j

国
及
ひ
地
方
公
共
団
’
は
、
医
iを

粟
1る

百
が
病
院
、
診
」
一
所
又
は
助
産

所
の

一
@遣

医
療
法
6条

の
2

@第
1項

医
痴
を
受
け
る
者

に
関

し
て

、
必

要
な

情
報

を
容

易
に

得
ら

れ
る

よ
う

に
、

必
要

な
措

置
を
講

ず
る

よ
う

wめ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

→
こ

れ
ら

の
規

定
は

、
施

設
や

サ
ー

ビ
ス

の
選

択
に

際
し

て
の

情

�
�

沂
`務

を
定

め
た

も
の

。

医
療
法
6条

の
2

@第
2項

医
療
を
受
け
る

者

医
、
■
是
共
色
設
の
開
設
普
及
ひ
管
理
者
は
、
医
療
を
受
け
る
一
日
’
が
呆
・
医
、

一
サ
ー
ビ
ス

ﾌ
選

択
を

適
切

に
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

、
当

言
刻

矢
療

提
供

施
設
の

提
供

す
る

医
ﾃ
に

つ
い

て
、

IE
確

か
つ

適
切

な
情

報
を

提
供

す
る

と
と

も
に

、
患

者
ま
た

は
そ

の
家

ｰ
か

ら
の

相
談

に
適

切
に

応
ず

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

治
療

の
内

容
や

進
め

方
に

つ
い

て
の

自
己

決
定

に
言

及
す

る
規

閧
ﾅ
は

な
い

．
モ
�
D
医
療
法
］
条
の
2
篤
2
項

@　
「

医
療

を
受

け
る

者
の

意
向

を
十

分
に

尊
重

し
・

　
　

』

呆
・
縮
・
は
、
　
一
保
　
者
の
心
　
の
一
｝
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
　
『
等
に
応
じ
て
、

自
被

保
険

者
の

選
択

に
基

づ
き

、
適

切
な

保
健

医
療

サ
ー

ビ
ス

及
び

編
祉

サ
ー

ビ
ス

が
、

己
介
護
保
険
法
2条

3項
被
保
険
者

多
様

な
1ド

業
者

又
は

施
設

か
ら

、
総

合
的

か
つ

効
率

的
に

提
供

さ
れ

る
よ

う
配

慮
し

て
決

行
わ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

定 ・ 選 択

憲
法
13
条

国
民

『
べ

て
国

民
は

、
占

i人
と

し
て

尊
虫

さ
れ

る
。

生
［

］
1、

］
1－

h及
ひ

半
島

追
求
に
関
　
る

走
ｯの

権
利

に
つ

い
て

は
、

公
共

の
福

祉
に

反
し

な
い

限
り

，
デ

正
法

そ
の

他
の

国
政

の
P一

1で
、
最
大
限
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
．

・
　
「
一
1
己
決
定
1
」
の
艮
　
と
さ
れ
る
。

ｨ公
共
の
禰
祉
と
の
調
整
を
前
提
に
最
大
限
尊
重



1 じ
J o r

法
条

主
体
・
対
象

内
容

論
点

→
た
だ
し
，
目
己
決
定
1を

無
限
定
に
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て

※
治

療
内

容
に

関
す

る
自

己
決

定
権

は
、

　
「

医
療

提
供

の
理

念
」

項
中

の
「

人
と

し
て

の
絶

対
的

な
権

利
」

に
関

す
る

記
述

も
参

照
。

［
「
．
　
1－

1ス
ボ
ン
宣
言
3．

a

※
患
者

「
患

者
は

自
分

自
身

に
関

わ
る

自
由

な
決

定
を

行
う

た
め

の
ド
ー
1
己
決
定
の
権
利
を
有
す
る
。
医
師
は
，
患
者
に
対
し

て
そ

の
決

定
の

も
た

ら
す

結
果

を
知

ら
せ

る
も

の
と

す
る
。
」

説

医
療
法
1条

の
4

@第
2
項

医
療
を
受
け
る
者

医
I
I
Ij

、
歯

科
医

T
l
li

、
　

　
」

11
1］

，
■

廓
11

11
1そ

の
四

の
医

療
の

担
い

』
Pは

、
医

療
を

提
供

一

驍
ﾉ当

た
り

、
適

切
な

説
明

を
行

い
、

医
療

を
受

け
る

者
の

理
解

を
得

る
よ

う
努

め
な

ｯれ
ば
な
ら
な
い
。

い
わ

ゆ
る

　
説

明
と

理
刷

は
、

法
一

1万
一

Lは
努

刀
義

務
・

痴
呆

な
ど

で
理

解
力

が
十

分
で

な
い

患
者

に
対

す
る

医
療

の
説

ｾ甲
「

司
意

明

医
師
法
23
条

本
人
又
は
そ
の
保

護

@　
　

者

医
ll
li
は
，
診
、
1を

し
た
と
き
は
、
一
一
’
人
又
は
そ
の
呆
巡
者
に
対
し
、
　
襲
養
の
万
法
、
そ

ﾌ他
保

健
の

1占
Lヒ

に
必

要
な

！
｝

1項
の

指
導

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
指

「
診
療

情
報
の
提
供
等
に

3
診
1
，
1
情
牧
の
提
供
は
　
，
1
．
切
丁
寧
」
に
、
　
理
早
を
得
や
r
一
い
よ

… 導 を 受 一

　
関
す
る
指
針
」

i
平
成
1
5．

9．
12

医
政
発

患
者

　
医

療
従

事
者

等
は

、
患

者
に

と
っ

て
理

解
を

得
や

す
い

よ
う

に
。

懇
切
1’

寧
に

診
療

﨣
�

�
�

氓
ｷる

よ
う

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

う
に
」

け
09
12
00
1医

政
局
長
通
知
）

る 一 」
療
養

担
当
規
則
1
3条

呆
険

医
は

、
診

　
’

に
当

た
っ

て
は

、
、

．
り

」
丁

寧
を

旨
と

し
、

1、
『

叱
」

二
必

要
な

一
二

項
は

理

�
ｵ易

い
よ

う
に

指
導

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

と
呆

険
医

は
、

診
｝

’
に

あ
た

っ
て

は
常

に
医

学
の

迂
易

を
堅

．
チ

し
て

、
患

一
’
の
心
身
の
岨

療
養

担
当
規
則
1
4条

患
者

態
を

観
察

し
、

心
理

的
な

効
果

を
も

挙
げ

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
適

切
な
指

導
を

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

診
7　

（
1）

い
わ

ゆ
る

　
カ

ル
テ

開
示

」
を

法
制

化
・

べ
し

と
の

意
見

も
製

強

療 記 録

「
診
療

情
報
の
提
供
等
に

@　
関
す

る
指
針
」

i平
成

15
．
9
、
1
2
医
政
発

患
者
等

　
医
療
従
事
者
等
は
。
患
者
等
が
患
者
の
、
診
療
記
録
の
開
示
を
求
め
た
場

合
に

は
、

原
･と

し
て

こ
れ

に
応

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

@診
療

記
録

の
開

示
の

際
、

患
者

等
が

補
足

的
な

説
明

を
求

め
た

と
き

、
医

療
従

事
者

い
。

勛
纉
凾
ﾌ
ピ
．
1
律
的
な
指
針
に
よ
る
カ
ル
テ
開
示
。

の
09
12
00
1医

政
局
長
通
知
）

等
は

で
き

る
限

り
速

や
か

に
こ

れ
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
こ

の
場

合
に

あ
っ

て
　 開 と

は
、
担
当
の
医
師
等
が
説
明
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

一 軍
個
人
情
報
保
護
法
25

条
個

人
情

コ
取

＾
乱

〔
一

1一
は

．
一

’
人

か
ら

，
当

該
本

人
が

識
別

さ
れ

る
呆

イ
胡
人
チ
ー
タ

開
示

」
は

胡
人

情
受

取
一

’
一

’
二

阻
者

の
盃

務
。

を
の

開
示

を
求

め
ら

れ
た

と
き

は
、

本
人

に
対

し
、

政
令

で
定

め
る

方
法

に
よ

り
、

遅
滞

こ
の

義
携

規
定

か
ら

個
人

の
「

開
示

請
求

権
」

を
導

き
う

る
受

「
医
療
・
介
護
事
業
者
に
お
け

な
く
、
1一

！
コ
該
保
イ
ー
f個

人
デ
ー
タ
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
開
示
す
る

か
。

1ナ
る
個
人
情
報
の
適
切
な
取
扱

こ
と

に
よ

り
次

の
各

号
の

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

は
、

そ
の

全
部

又
は

一
部

を
開

示
c
『
，
束
∫
1
〔
i
也
裁
∋
F
’
」
気
1
9
，
6
．
2
7
半
I
I
～
夫
　
　
（
、
1
｝
’
f
）
R
簡
1
を
〆
｝
定
）

る
い
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
・

こ
（

厚
生
労
働
省
）

→
開

示
、

i卜
11
求

は
法

的
に

保
，

巡
さ

れ
た

権
利

と
，

『
え

る
か

？

文
，

診
察

若
し

く
は

一
案

を
し

、
又

は
出

席
に

、
11

ち
以

つ
た

医
Il

li
は

，
診

断
、

一
㍑

一
コ

＝
し

く
は

萸
診

断
書

，
弓

1　
医

ll
ll
の

交
｛

蓋
携

案
詐
又
は
出
産
証
明
，
1ト

の
交
付
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
正
当
な
’

1咄
が

な
け

れ
一 書 の

医
師
法
19

条
2項

ぱ
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。

正
当
事
由
の
解
釈
は
】
項
の
応
招
義
拐
と
同
　
・
か
．

交
→

料
金

不
払

い
を

理
由

と
す

る
発

行
拒

否
の

当
否

付
呆

険
医

療
幾

関
は

、
思

者
か

ら
｝

・
～

用
の

文
払

い
を

覚
け

る
と

き
は

、
正

当
な
理
由
が
な

領
収
証
　
医
、
■
幾
関
則
の
発
行
一
筋

伺 を 受 一 と

療
養
担
当
規
則
5条

の
2

患
者

い
か

ぎ
り

，
個

別
の

費
用

ご
と

に
区

分
し

て
記

載
し

た
領

収
証

を
無

償
で
交

付
し

な
け

鼈
黷

ﾎな
ら

な
い

。

け
呆

緯
医

、
’

幾
関

は
、

患
。

了
か

ら
呆

険
給

・
を

受
け

る
た

め
に

必
要

な
呆

険
医
腰
幾
関
一
又

L
険
診
，
1
の
証
明
跨
、
，
“
占
一
r
l
：
医
、
i
　
関
則
の
発
行
雑
務

る
療
養

担
当
規
則
6条

患
者

は
保
険
医
の
証
明
，
彗
、
意
見
書
算
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
無
償
で

交
付

し
な

こ
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
・
・



切 O －

法
条

主
体
・
対
象

内
容

論
点

感
染
症
予
防
法

@　
19
条

1項
　
　
雁
道
付
県
一
一
葛
は
、
一
類
地
本
疵
の
ま
ん
延
を
防
⊥
　
る
た
め
必

要
が

あ
る

と
Fめ

る
と

き
は

、
患

者
に

対
し

特
定

感
染

症
指

定
医

療
機

関
若

し
く

は
第

一
種

感
染

ﾇ指
定

医
療

機
関

に
入

院
し

、
又

は
そ

の
保

護
者

に
対

し
患

者
を

入
院

さ
せ

る
べ

き

@
こ

と
を

勧
告

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
・

・
雫

Q
項

　
都

道
府

県
知

事
は

、
前

項
の

勧
告

を
す

る
場

合
に

は
、

患
者

又
は

そ
り

保
護

者
@
に

対
し

適
切

な
説

明
を

行
い

、
そ

の
理

解
を

得
る

よ
う

努
め

な
け

れ
ば

な
り

な
い

。
R項

　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
一
項
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
者
が
従
わ
な
い

と
き

は
、

@
当

該
患

者
を

入
院

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

S項
　
第
一
一
・
項
及
び
前
項
の
規
定
に
係
る
入
院
の
期
間
は
、
七
十
二
時
間
を

超
え

て
は

○
新

型
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

が
ま

ん
延

し
た

場
合

、
医

師
は

自
身

へ
の

@感
染
の
危
険
が
あ
る
場
合
で
も
診
療
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

@い
か

。
@→

応
招

義
務

（
医

師
法

1
9
条

〉
と

の
関

係
は

？

宦
｡一

一
類

感
染

症
患

者
を

収
容

で
き

る
施

設
を

も
た

な
い

県
も

少
な

く

@な
い

。

な
ら

な
い

。

　
．
　
　
　
・

V項
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
・
項
に
よ
る
勧
告
又
は
第
三
項
の
入
院
の
措
置

を
講

じ

@た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

病
院

又
は

診
療

所
の

所
在

地
を

管
轄

す
る

保
健

所
に

置
か

黷
ｽ2
4条

上
項
に
規
定
す
る
協
議
会
（
感
染
症
の
診
査
に
関
す
る
協
議
会
）
に
報

倍
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

1項
　

都
道

寸
県

　
曳

は
、

…
類

魁
阻

症
の

ま
ん

延
を

防
一

　
る

た
め

必
要

が
あ

る
と

F
め

る
と

き
は

、
前

条
の

規
定

に
よ

り
入

院
し

て
い

る
者

に
対

し
十

日
以
内

の
期

間
@を

定
め
て
，
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
若
し
く
は
第
一
一
種
感
染
症
指
定

医
療

機
関

@に
入

院
し

、
又

は
そ

の
保

護
者

に
対

し
患

者
を

入
院

さ
せ

る
べ

き
こ

と
を

勧
告

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
・

・
2項

　
都

道
府

県
知

事
は

、
前

項
に

よ
る

勧
告

を
受

け
た

者
が

従
わ

な
い

と
き

は
、

十

拘 束 的 一

感
染
症
予
防
法

@　
2
0条

　
1一

］
以

内
の

期
間

を
定

め
て

当
該

患
者

を
入

院
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
S項

　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
…
三
項
に
係
る
入
院
患
者
に
つ
い
て
、
入
院
を

継
続

す
る

@必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
廿

日
以

内
の

期
間

を
定

め
て

、
入

院
の

期
間

を
@延

長
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
れ

を
更

に
延

長
し

よ
う

と
す

る
と

き
も

同
様

と
す

■ 治 療 の

　
る

。

T項
　
都
道
府
県
知
事
は
、
第
”
一
一
項
の
勧
告
又
は
前
項
の
入
院
期
間
を

延
長

し
よ

う
と

ｷる
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

（
保

健
所

に
置

か
れ

た
感

染
症

の
診

査
に

係
る

）
協

議

制
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

限
●
　
　
　
■
　
　
　
・

第
17
ポ
か
ら
21
宋
ま
で
の
　
定
に
よ
り
之
‘
施
さ
れ
る
ET
置
（
※
建
『

診
断
、
就
猛

ｧ限
、

入
院

、
移

送
）

は
、

感
染

症
を

公
衆

に
ま

ん
延

さ
せ

る
お

そ
れ

、
感

染
症

に

感
染
症
予
防
法

@2
2
条

の
2

か
か

っ
た

場
合

の
病

状
の

程
度

そ
の

他
の

事
情

に
照

ら
し

て
・

感
染

症
の
発

生
を

予
hし

、
又

は
そ

の
ま

ん
延

を
防

止
す

る
た

め
必

要
な

最
小

限
度

の
も

の
で

な
け

れ
ば

な

ら
な
い
。

…
精
1科

丙
院
の
管
理
者
は
，
入
院
mの

一
］
’
に
つ
き
、
そ
の
医
’
又
は
保
護

に
欠

く

こ
と

の
で

き
な

い
限

度
に

お
い

て
、

そ
の

行
動

に
つ

い
て

必
要

な
制

限
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。

精
神
保
健
福
祉
法

@　
36
条

　
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
，
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
信
書
の
発
受
の
制
’
限
，
都
道
府
壁
手
妻
そ
の
他
の
行
政
機
関
の
職
員
と
の
面
会
の
制
限
、

そ
の

他
の

行
動

ﾌ
制

限
で

あ
っ

て
、

厚
d－

i労
働

大
臣

が
あ

ら
か

じ
め

社
会

保
障

審
議
会

の
意

見
を

聴
い
て
定
め
る
行
動
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き

な
い

。
・

患
者

の
隔

離
そ

の
他

の
行

動
の

制
限

は
，

指
定

医
が

必
要

と
認

め
る

場
合

で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。



－ 出

法
条

主
体
・
対
象

内
容

論
点

指
定
介
護

療
養
型
医
療
施
設

ﾌ人
員
、
設

備
及
び
運
営
に

@　
　
関
す
る
基
準

@　
　

　
14
条

i介
護
保
険
法
11
0条

に
基
づ

@　
　
　
　
く

指
定
介
護
療
養
型

@医
療

施
設

4項
　

　
旨

定
ヲ

護
、

『
昼

型
医

療
他

，
没

は
，

当
該

入
院

患
者

又
は

他
の

入
院
思
者
等
の
生

@命
又

は
身

体
を

保
護

す
る

た
め

緊
急

や
む

を
得

な
い

場
合

を
除

き
、

身
体

的
拘

束
そ

@の
他

入
院

患
者

の
行

動
を

制
限

す
る

行
為

を
行

っ
て

は
な

ら
な

い
。

T項
　

前
項

の
身

体
的

拘
束

等
を

行
う

場
合

に
は

、
そ

の
態

様
及

び
時

間
、
そ

の
際

の
@人

院
患

者
の

心
身

の
状

況
並

び
に

緊
急

や
む

を
得

な
い

理
由

を
記

録
し

な
け

れ
ば

な

@ら
な

い
。

⊥
口

制
廃

1二
剖

出
hf
了

】
f（

19
98
年

）
が

契
　

一
と

な
る

。

@「
指

定
居

宅
サ

ー
ビ

ス
等

の
事

業
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
に

関
ｷ
る
基
準
」
1
2
8
条
（
指
定
短
期
人
所
生
芋
、
号
介
誕
）
．
1
4
6
条
（
指
定
短

咩
�

蒲
ﾃ
養

介
護

）
等

に
も

同
様

の
規

定
あ

り
。

平
成
11
．
3
．
31
厚
生
省
令
4
1）

都
道

府
』

1，
む

，
呆

建
所

を
設

置
　

る
lf
及

び
特

別
区

は
、

第
6沢

の
9に

鈍
足
　
る
〔
］
置

都
道
府
県
の
医
更
，
i
安
一
1
玉
文
叢
セ
ン
タ
ー
で
の
呂
1
情
受
付
が
…
分
幾

を
講
ず
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
拐
を
実
施
す
る
施
設
（
以
下
、
　
「
医
療
安

全
支

援
セ

能
し
て
い
な
い
状
況
が
見
受
け
ら
れ
一
る
。

ン
タ
ー
」
と
い
う
）
を
設
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

@　
　

患
一

音
叉

は
そ

の
家

族
か

ら
の

寺
、

Li
核

都
道

府
り

，
t等

の
区

域
内

に
所

在
す
る
病

・
都

道
府

県
庭

師
会

の
相

談
機

能
に

も
限

界
が

あ
る

。
@苦

情
の

「
た

ら
い

回
し

」
に

よ
っ

て
さ

ら
に

苦
情

が
増

幅
さ

れ
る

“
医
療
法
6
条
の
11

院
，

診
療

所
。

助
産

所
に

お
け

る
医

療
に

関
す

る
苦

情
に

対
応

し
、

又
は

相
こ
と
も
。

古
、
淡
に
応
ず
る
と
と
も
に
、
t－

Lコ
該
患
者
若
し
く
は
そ
の
家
族
又
は
当
該
病
院
、

・
集
約
的
な
苦
情
受
付
窓
1
■
1
を
望
む
声
は
多
い
．

情 の
診

療
所

若
し

く
は

助
産

所
の

管
理

者
に

対
し

、
必

要
に

応
じ

、
助

‘
一
孝
を
行
う

申
こ

と
、

，

山
（

第
1項

）
第

四
宋

若
し

く
は

20
禾

の
認

定
に

よ
り

人
院

し
て

い
る

思
召

又
は

そ
の

呆
・

感
染

症
治

療
の

際
の

几
遇

に
つ

い
て

の
苦

情
甲

立
－

確
者
は
、
当
該
患
者
が
受
け
た
処
遇
に
つ
い
て
，
文
ll

ト
又
は
口
頭
に
よ
り

、
都

道
府

県
→

知
事

に
よ

る
処

理
結

果
の

通
知

義
務

感
染

症
予
防
法

知
一

ド
に

対
し

、
1
」

→
1情

の
申

出
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

24
条
の
2

（
第

3項
）

都
道

府
り

エ
セ

知
事

は
、

呂
＝

情
の

中
出

を
受

け
た

と
き

は
。

こ
れ
を
誠
実
に
処

理
し
．
処
理
の
糸
、
桂
果
を
呂
：
情
の
申
出
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

市
町

牛
・

長
は

、
当

該
市

町
牛

・
の

区
域

内
に

居
一

li
　

る
間

に
定

　
の

予
防

妾
1
i
又
は
1
‘
時

の
予

防
接

種
を

受
け

た
者

が
、

疾
病

に
か

か
り

。
障

害
の

状
態

と
な

り
，

又
は

死
亡

し

予
防
接
種
法
口
条

予
防
接
種
を
受
け

た

@
　

　
者

た
場
合
に
才
一
3い

て
，
当
該
疾
病
、
障
害
又
は
死
亡
が
当
該
予
防
接
極
を
受

け
た

こ
と

に
謔
驍
烽
ﾌで

あ
る
と
埠
生
労
働
大
臣
が
認
定
し
た
と
き
は
、
次
条
お
よ
び
第
13
条
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
，
織
付
を
行
う
。

5虫
立

行
一

法
大

医
駅

II
］

～
］

［
袈

蔓
，

1幾
器

総
目

幾
再

　
（

以
下

　
　

＾
一

｝
」

　
と

い
う
。
）
は
、
医

薬
品

の
副

作
用

又
は

生
物

由
来

製
品

を
介

し
た

感
染

等
に

よ
る

健
康

被
害

の
迅

速
な

救
済

を
図

り
，

並
び

に
医

薬
品

等
の

［
「

1∴
質

、
有

効
性

及
び

安
全

性
の

向
1二

に
資
す
る
審
査

損
等

の
業

務
を

行
い

、
も

っ
て

国
民

保
健

の
向

、
一

ヒ
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
す
る
。

害
副

作
川

・
頻

給
・

は
，

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
の

定
め
る
者
に
対
し
て
行
う
亡
）
の
と
し
、
副
作
川
救
済
給
付
を
受
け
よ
う
と

す
る

者
の

請

一 補 償

医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構

@　
　

　
法

3条
@　

　
　
16
条

副
作
用
救
済
給
付

を
�
ｯよ

う
と
す
る
者

）
艮
1こ

』
毒
づ
き
。
　
牛
幾
幸
簿
力
蒐
支
系
「
1を

才
文
定
1一

る
。

@　
　

医
療

費
及

び
医

療
“

P！
i　

医
薬

1［
l1
1の

副
作

川
に

よ
る

疾
病

に
つ

い
て
政
令
で
定

@　
め
る
程
度
の
医
療
を
受
け
る
者

@　
　

障
害

年
金

　
医

薬
Il
rl
］

］
の

副
作

∫
11
に

よ
り

政
令

で
定

め
る

程
度

の
障
害
の
状
態
に

あ
る

一
1’

八
歳

以
し

の
者

障
！
、
1；

1児
養
育
年
金
　
医
薬
A1
、
の
副
作
川
に
よ
り
政
令
で
定
め
る

程
度
の
障
害
の

状
態
に
あ
る
一
卜
八
歳
未
満
の
者
を
養
育
す
る
者

四
　

遺
族

年
金

又
は

遺
族

一
一

時
金

　
医

薬
［

「
1し

1］
の

副
作

ll
lに

よ
り

死
亡

し
た

者
の

政
令

で
定
め
る
遺
族

瓦
　

葬
祭

料
　

医
薬

品
の

副
作

川
に

よ
り

死
亡

し
た

者
の

葬
祭

を
行

う
者



－ い N －

法
条

主
体
・
対
象

内
容

論
点

疾 病 に
感
染

症
予
防
法
4条

国
民

国
民
は
、
短
木
症
に
対
　
る
正
　
い
　
識
ご
、
’
ち
、
そ
の
予
防
に
必
要
な
注

、
を

ム
う

謔
､努

め
る

と
と

も
に

、
感

染
症

の
患

者
等

の
人

権
が

損
な

わ
れ

る
こ

と
が
な

い
よ

う
ﾉし

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
魁
　
一
症
慰
留
の
人
一
　
。
　
→
　
国
民
一
又
の
一
エ

　
よ

｢る
→

研
究

機
関

、
研

究
者

や
医

療
機

関
を

対
象

と
し

た
指

針
以

外
に

こ
差

※
遺

伝
子

情
報

に
よ

る
差

別
的

な
取

扱
い

の
禁

止
国

民
…

般
を

対
象

と
し

た
規

制
の

必
要

性
は

な
い

か
。

と
別

（
就
職
、
保
険
加
入
・
・
・
）

二
医

療
、

研
究

以
外

の
社

会
・

般
に

お
け

る
「

患
者

」
の

保

を
※

護

受 け 一
→

遺
伝

子
情

報
の

利
川

と
ど

う
両

立
さ

せ
る

か
。

な
近

親
者

の
「

知
る

権
利

」
と

の
調

整

一 利 b 益 の 相 保 反 護 か

※
※

臨
床

研
究

等
に

お
い

て
，

患
者

、
被

験
者

を
製

薬
企

業
な

ど
ス

ポ
ン

サ
ー

の
利

益
ﾆ
の

衝
突

か
ら

保
護

す
る

た
め

、
研

究
実

施
者

に
情

報
開

示
を

課
す

．

医
甚
，
一
は
、
国
民
ヨ
ら
の
一
・
康
呆
．
’
の
た
め
の
努
　
を
一
郭
と
し
て
、
医
一
を
更
け
る
百

医
療
法
1条

の
2

@第
2項

　
　
国
民

纓
ﾃ
を
受
け
る
者

の
意

向
を

十
分

に
尊

重
し

、
　

…
　

　
医

療
提

供
施

設
の

機
能

に
応

じ
、
効

率
的

に
、

ｩつ
福

祉
サ

ー
ビ

ス
と

の
有

機
的

な
連

携
を

図
り

つ
つ

捉
供

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

健
一 N 保

健
康
増
進
法
2条

国
民

国
民

は
、

　
㌻

厭
な

生
活

輩
貫

の
1｛

要
一

．
に

対
　

る
関

心
と

理
早

を
深

め
、

生
涯
に
わ

ｽ
っ

て
，

自
ら

の
健

康
状

態
を

自
覚

す
る

と
と

も
に

、
健

康
の

増
進

に
努

め
な

け
れ

ば

ﾈら
な

い
。

持
国

民
は

、
1郵

』
症

に
対

　
る

正
し

い
一

旧
識

を
、

’
ち

、
そ

の
予

防
に

必
要

な
注
意
を
ム
う

の
感
染

症
予
防
法
4条

国
民

よ
う

努
め

る
と

と
も

に
、

感
染

症
の

患
者

等
の

人
権

が
損

な
わ

れ
る

こ
と
が

な
い

よ
う

努
に

し
な

け
れ

一
ば

な
ら

な
い

。

カ
国
民
は
1』

」
ら
要
ヲ
言
一
献
、
態
と
な
る
こ
と
を
予
防
　
る
た
め
、
加
11
に
　
’
っ
て
生
｝
る
心

と
身

の
変

化
を

自
覚

し
て

常
に

健
康

の
保

持
増

進
に

努
め

る
と

と
も

に
、

要
介

誰
状

態
と

自 覚
介
護
保
険
法
4条

1項
国
民

な
っ

た
場

合
に

お
い

て
も

、
進

ん
で

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
そ

の
他

の
適
切

な
保

健
医

ﾃ
サ

ー
ビ

ス
及

び
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

利
川

す
る

こ
と

に
よ

り
、

そ
の

有
す

る
能

力
の

維
持
向
ヒ
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

国
民

は
、

自
助

と
’

L
i
帯

の
肖

1に
一

一
一

≡
つ

き
、

1一
！

ら
加

’
f］

に
坐

っ
て

生
“

る
心

　
の

変
化

高
齢

者
医
療
確
保
法

を
自

覚
し

て
常

に
健

康
の

保
持

増
進

に
努

め
る

と
と

も
に

、
高

齢
者

の
医

療
に

要
す

る
2条

1項
費
用
を
公
平
に
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。



　 」 J

I ㌧ し 一

法
条

主
体
・
対
象

内
容

論
点

1項
　

堂
王

者
は

、
特

約
が

な
け

れ
は

、
K壬

『
rに

対
し

て
吏

酬
を

請
求

一
る

こ
と

が
診

1一
契

約
は

準
委

壬
契

約
と

早
釈

さ
れ

、
民

法
の

変
一

モ
に

関
す

診
で

き
な

い
。

る
規
定
が
梁
川
。
　
　
　
（
民
法
6
5
6
条
）

療
民
法
64
8条

委
任
者

2項
　
受
1一

下
二
者
は
、
報
酬
を
受
け
る
場
合
に
は
，
委
任
事
務
を
履
行
し
た

後
で

な
け

れ

料
ば
，
こ
れ
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

金
・

呆
険

医
｛

，
唯

関
又

は
呆

険
一

局
か

ら
　

一
；

4の
給

・
を

受
け

る
百

は
、
そ
の
綿
・

の 支 払 一

健
康
保
険
法
74

条
1項

療
養
の
給
付
を
受
け

@　
　
る
者

を
受
け
る
際
、
　
　
　
一
一
部
負
担
金
と
し
て
、
当
山
i亥

保
険
医
療
機
関
又
は

保
険

薬
局

ﾉ支
4ム

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

聯
一

石
が

精
　

II
l
，

蒐
書

一
rの

医
，

一
及

ひ
聯

一
’

の
た

め
に

一
支

出
一

る
、

用
は

．
当

該
精

　
1

呆
話

者
に

対
　

る
、

患
者

又
は

‘
1’

一
　

者
の

文
払

疑
い

精
神
保

健
福
祉
法
42

条
障
害
者
又
は
そ
の
扶
養
義
務
者
が
負
担
す
る
。

に
医

]師 ､
の

ｱ指
精
神
保

健
福
祉
法
22

条
保
護
者

2項
　

　
呆

、
1一

『
if
は

、
精

　
弔

’
，

〔
1！

∫
者

σ
）

診
断

が
1ピ

し
く

イ
fわ

れ
る

よ
う

医
師
に
　
オ
ガ
　
　
な

@　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

R項
　
保
穫
者
は
、
精
神
障
1i

l＝
者
に
医
療
を
受
け
さ
せ
る
に
当
た
っ
て
は
，

医
師

の

@指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
思

者
’

人
で

は
な

く
保

獲
者

の
孤

と
示

国
民

は
、

共
同

’
［

｛
帯

の
理

，
徐

に
』

づ
き

、
ヲ

穫
呆

険
1ド

∈
に

要
　

る
費
用
を
公
平
に

・
1一

1i
l民

と
し
て
の
『
r’

用
t担

費 用
介
護
保
険
法
4条

2項
国
民

負
担

す
る

も
の

と
す

る
。

の
国

民
は

、
［

一
1助

と
直

帯
の

精
　

1に
l！

づ
き

、
1－

1ら
加

齢
に

伴
っ

て
生

，
る
心
身
の
変
化

一 負 担

高
齢
者
医
療
確
保
法

@
　

2
条

1項
国
民

を
自

覚
し

て
常

に
健

康
の

保
持

増
進

に
努

め
る

と
と

も
に

、
高

齢
者

の
医
療

に
要

す
る

�
pを

公
平

に
負

担
す

る
も

の
と

す
る

．

呆
険

医
一

幾
関

は
、

患
』

」
一

が
次

の
各

号
の

”
一

に
譲

当
　

る
湯

口
に

は
、

遅
滞
な
く
、
意

通
証
1
を
受
け
た
一
’
エ
‘
呆
険
脈
　
所
、
呆
険
＝
一
は
ど
の
よ
う
な
義
務

見
を

附
し

て
、

そ
の

旨
を

管
轄

地
方

社
会

保
険

事
猫

局
長

又
は

当
該

健
康
保

険
組

合
に

が
あ

る
か

、
ま

た
は

、
保

険
医

療
機

関
の

た
め

に
ど

の
よ

う
な

’
1
二

不
通

気
1
し

な
け

れ
一

ば
な

ら
な

い
。

が
で
き
る
か
。

良
家

庭
事

情
等

の
た

め
、

退
院

が
困

難
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
た

と
き

『
→
ﾁ
に

規
定

は
な

し
。

裁
1
，

1
に

よ
り

、
退

院
勧

告
や

第
』

三
者

行
為

行
療
養
担
当
規
則

闘
争

、
泥

酔
又

は
著

し
い

不
行

跡
に

よ
っ

て
事

故
を

起
こ

し
た

と
認

め
ら

れ
る

に
よ

る
求

償
を

お
こ

な
う

こ
と

は
あ

る
。

為
10
条

と
き

等
一

　
I
E当

な
事

由
が

な
く

て
、

療
養

に
関

す
る

指
揮

に
従

わ
な

い
と

き
四

　
詐

欺
そ

の
他

不
IE

な
行

為
に

よ
り

療
養

の
給

付
を

受
け

、
又

は
受

け
よ

う
と

し
た

と
き



「
医
療
の
基
本
法
」
に
関
す
る
各
案

の
比

較
※

本
妻

は
各

案
の

特
徴

を
比

較
す

る
た

め
に

作
成

し
た

も
の

で
全

文
を

正
確

に
網

羅
す

る
も

の
で

は
な

い

－ 一 ＃ －

日
本

医
師

会
u医

療
基
本
法
（
第
一
草
案
）
」

厚
生

省
（

当
時

）

@「
医

療
基

本
法

案
要

綱
」

社
会

・
公

明
・

民
社

各
党

@「
医

療
保

障
基

本
法

案
」

i第
71

国
会
　
参
法
22

号

ハ
ン

セ
ン

病
検

証
会

議
報

告
書

民
主
党

u安
心

・
納

得
・

安
全

法
案

」
i第

16
4国

会
　
　
衆
法
18
号

（
昭
和
43
年
）

（
昭

和
47
年

）
昭
和
48
年
）

（
平
成
2
1
年
）

平
成
18
年
）

（
政
策
σ
）
目
標
）

謔
P
条

@医
療

に
関

す
る

国
の

政
策

の
窒

剣
Wは

，
医

療
が

国
民

の
生

命
ﾆ健

康
の

基
礎

で
あ

る
と

い
う

d要
な

使
命

に
鑑

み
，

医
学

の
ｭ展

並
び

に
そ

れ
に

即
応

す
る

第
1　

医
療
に
関
す
る
政
策
の

ﾚ標
纓

ﾃに
関

す
る

政
策

の
目

標
ﾍ，

医
療
が
国
民
の
生
命
と
健

Nの
基
盤
で
あ
る
こ
と
に
鑑

ﾝ，
医

療
に

関
す

る
学

問
及

び
Z術

の
進

歩
発

展
並

び
に

そ
れ

（
目
的
）

諱
E・

一
条
　
　
こ
の
法
律
は
、

日

{国
憲
法
第
二
十
五
条
の
精

_に
基
づ
き
、
す
べ
て
の
国

ｯの
生
命
と
健
康
を
守
る

た
ﾟ、

医
療
保
障
に
関
す
る

施
�
ﾌ指

針
及
び
国
、
地
方

公

1・
1医

療
の
理
念

纓
ﾃ
は
、
生
命
の
尊
重
と
個
人

ﾌ
尊
厳
を
旨
と
し
、
患
者
と
医

ﾃ
従
事
者
と
の
相
互
理
解
と
信

滑
ﾖ係

に
基
づ
い
て
行
わ
れ

驕
B

第
三
条

@
医
療
は
、
医
療
を
受
け
る
者

ﾌ
人
格
と
権
利
利
益
が
尊
重
さ

黶
A　

医
療

を
受

け
る

者
と

医
療

]事
者

と
の

信
頼

関
係

の
一

ド
に

纓
ﾃ
を
受
け
る
者
の
理
解
と
自

ﾈ
決
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る

医
療
σ
）
基
本
理
念

医
師

の
養

成
，

医
療

施
設

の
整

�
E運

用
σ

）
た

め
の

施
策

を
強

ｩに
推

進
す

る
と

共
に

，
医

師
ﾐ）

自
由

性
・

独
立

性
を

尊
重

に
即
応
す
る
医
療
関
イ
系
者
σ
）
養

ｬ確
保
，
医
療
施
設
の
整
備
等

ﾉ必
要
な
施
策
を
講
ず
る
こ
と

ﾉよ
り
，
わ
が
国
に
お
け
る
医

共
団
体
等
の
責
務
を
明
ら
か

ﾉす
る
と
と
も
に
、
そ
の
施

�
ﾌ基

本
と
な
る
事
項
を

定
ﾟ、

　
も

っ
て

国
民

の
福

祉
の

レ
2
患
者
と
医
療
従
事
者
の
関

W
患
者
と
医
療
従
事
者
の
関
係

ﾍ
、
医
療
従
事
者
が
患
者
の
要

こ
　
と
　
を
基
本
と
す
る
　
と
　
と
　
も

ﾉ
、
そ
れ
が
提
供
さ
れ
る
に
当

ｽっ
て

は
、

安
全

で
、

か
っ

、
ｻの

時
点

に
お

け
る

医
療

σ
）

水

し
、

そ
の

社
会

的
経

済
的

地
位

療
が

常
に

国
民

福
祉

の
向

上
の

確
保

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
望

を
聴

取
し

た
う

え
で

、
患

者
準

及
び

医
学

に
関

す
る

専
門

的

を
保

障
し

，
国

民
医

療
の

水
準

要
請

に
答

え
る

こ
と

が
で

き
る

と
す

る
。

に
診

療
の

内
容

等
に

関
す

る
傭

科
学
的
知
見
に
照
ら
　
し
て
適
切
］

医
療

政
策

@　
の

原
則

の
向
一
一
ト
を
言
ト
る
こ
と
に
あ
る
晃
）

ﾌと
す

る
．

こ
と

を
目

途
と

し
て

，
医

療
の

°
y
向
一
ヒ
を
図
る
こ
と
に
あ
る

（
医

療
の

範
囲

）

報
を

説
明

し
、

患
者

が
そ

の
内

e
を
十
分
に
理
解
し
た
こ
と
を

な
も
の
と
な
る
よ
う
最
大
限
σ
）

z
慮
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ヰ
）
の
と
す
る
，

第
11

条
　
　
医
療
は
、
健
康

の
前

提
に

、
患

者
と

医
療

従
事

者
な
い
。

（
基
本
原
則
）

保
持

増
進

、
疾

病
の

予
防

、
が
協
力
し
な
が
ら
疾
病
σ
）
克
服

第
2条 纓
ﾃは

、
　

医
学

が
社

会
的

に
第
2
　
医
療
に
関
す
る
政
策
σ
）

軏
{方

針

治
療
　
（
助
産
を
含
む
。
　
以

下

ｯじ
。
〉
及
び
リ
ハ
ビ
リ

テ

を
目
手
旨
す
も
σ
）
で
あ
る
。

第
四
条

@
医
療
に
関
す
る
情
報
は
、
医

適
用

さ
れ

る
あ

ら
ゆ

る
分

野
を

（
包
括
医
療
・
最
新
医
療
σ
）
原

一
シ

ョ
ン

（
後

保
護

を
含

む
。

レ
3　

医
療

内
容

の
質

、
安

全
性

療
を

受
け

る
者

σ
）

月
疑

角
早

と
　

自
　

巳
上

包
括
す
る
（
医
療
σ
）
包
括
性
）
．

則
）

以
下
同
じ
。
）
　
の
す
べ
て
に

な
ど

の
確

保
医

療
は

、
社

会
的

決
定
に
資
す
る
よ
う
、
　
適
切
に

②
　

医
療

は
，

健
康

σ
）

生
産

1　
医

療
は

，
健

康
の

増
進

，
わ
た
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

な
行
為
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、

提
供
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

で
あ

り
，

そ
れ

へ
の

支
出

は
保

疾
病

σ
）

予
防

，
治

療
及

び
リ

ハ
ら

な
い

、
単

に
治

療
の

み
な

ら
ず

、
健

康

健
投

資
と

し
て

把
え

ら
れ

な
け

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

含
み

、
か

の
増

進
、

疾
病

の
予

防
の

た
め

2　
　
医
療
を
受
け
る
者
び
）
診
療

れ
ば
な
ら
な
い
　
（
医
療
σ
）
生
産

つ
学

問
及

び
技

術
の

最
新

σ
）

成
（
基
本
理
念
）

の
措

置
お

よ
び

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

に
係
る
情
報
に
一
）
い
て
は
、
当

性
）
．

果
を

取
り

入
れ

た
苗

）
の

で
な

け
第

三
条

　
　

す
べ

て
国

民
は
、

シ
ョ

ン
を

含
む

良
質

、
安

全
か

該
医

療
を

受
け

る
者

の
心

身
に

③
　

医
療

は
，

原
則

と
し

て
，

れ
ば
な
ら
な
い
．

そ
の
生
命
の
尊
厳
と
心
身
と

つ
適

切
な

も
の

で
な

け
れ

ば
な

関
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

を
踏

地
域

社
会

を
揚

と
し

て
行

な
わ

も
に
健
康
な
生
活
を
営
む
権

ら
な
い
。

ま
え

、
個

人
の

頬
厳

が
重

ん
ぜ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
　

（
医

療
（

医
療

需
要

即
応

σ
）

原
則

）
禾

1」
と

　
カ

｛
イ

呆
ヂ

寺
　

さ
　

オ
し

る
　

，
h　

う
　
、

ら
れ

る
べ

き
と

の
理

念
σ

）
ド

の
地
域
社
会
性
）
．

2
　

医
療

は
，

年
齢

構
成

、
生

生
活
の
不
安
を
伴
う
こ
と

な
1－

4最
高

水
準

の
健

康
編

祉
の

に
、

そ
の

安
全

の
確

保
に

特
に

OD
医
療
は
，
　
医
師
　
と
　
［
妊
療
を

活
環

境
、

産
業

構
造

そ
の

他
の

く
、
ひ
と
し
く
適
切
な
医
療

ゴ
ー
’
　
怖
、
■
A
一
且

留
意

し
つ

つ
、

適
正

な
管

理
及

受
け

る
者

と
の

相
互

信
頼

の
下

社
会

経
済

、
諸

事
憐

の
変

動
に

伴
を
受
け
る
二
と
が
保
障
さ

れ
す

べ
て

の
人

は
、

自
己

及
び

家
ぴ

和
」

用
　

が
　

な
　

さ
　

才
し

　
る

　
と

　
と

　
｛

一
｝

に
行
な
オ
）
れ
な
け
才
し
ば
な
ら
な

う
ヲ

爽
ヲ

丙
午

酢
造

σ
）

変
イ

ヒ
1こ

即
応

　
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

，
，

族
の

健
康

お
よ

び
福

祉
に

十
分

1こ
、

　
［

ケ
ミ

拭
畦

を
受

け
　

る
者

　
と

　
i
塵

射
（



1 し
j u I

医
療

の
基

本
理

念

医
療

政
策

　
　

の
原

則

い
（
医
療
σ
）
相
一
1
肩
、
書
頼
性
）
，

て
供

給
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
， （

医
療

σ
）

機
会

均
等

の
原

則
）

3す
べ

て
国

民
は

ひ
と

し
く

必
要

な
医

療
を

受
け

る
機

会
を

与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
． （
人

間
関

係
尊

重
び

）
原

則
）

4　
1妊

瘍
匠

4ま
，

　
1妊

跡
｛

を
マ

了
オ

£
う

者
と
医
療
を
受
け
る
者
と
σ
一
〕
人

格
的

な
交

流
を

基
盤

と
し

て
行

な
わ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
．

（
自
一
一
1一

三
性
尊
重
σ
）
原
則
）

5医
療
は
，
国
民
一
一
一
人
一
人

σ
）
白
ら
σ
）
健
康
に
対
す
る
自
覚

を
基

型
建

と
し

『
C
，

　
t釘

民
び

）
健

∫
斑

の
保

持
増

進
の

努
力

を
容

易
に

『
」
一
る
、
kう

1
こ
千
ゴ
な
オ
ー
）
れ
オ
貞
‘
ナ
才
し

ば
な
ら
な
い
．

第
4章

　
医
療
に
関
す
る
社
会

保
障

第
1
　
医
療
に
関
r
l一

る
社
会
保

障
の

目
標

　
医
療
に
関
す
る
社
二
会
イ
呆
1瞳

は
、

す
べ

て
の

1
。

1こ
1民

が
生

活
の

イ
く
安
な
し
1こ

必
、
要
な
「
妊
デ
寮
を
受

け
る

機
会

を
確

保
す

る
こ

と
を

目
キ

票
と

寸
『

る
．

第
2
医

療
に

関
す

る
社

会
保

障
σ

）
体

系

医
療
に
関
す
る
社
会
保
障
の

体
系

は
，

干
．

1
二

会
保

険
制

度
を

中

核
と

し
，

　
こ

れ
。

に
医

療
に

1刻
す

る
公

的
扶

助
そ

の
他

の
公

費
負

担
制

度
等

の
諸

制
度

を
適

切
に

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
、
kっ

て
整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
，

（
医

療
の

公
共

性
）

第
四
条
　
医
療
は
、
人
σ
）
生

命
及

び
健

康
に

直
接

か
か
わ

る
｛

）
σ

）
で

渉
）

る
こ

と
に

カ
・
ん

が
み
、
そ
の
高
度
の
公
共
性

が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
．

（
医
療
σ
）
民
一
ti

性
）

第
五
条
　
医
療
は
国
民
の

生
命
の
保
持
及
び
健
康
の
保

持
増
進
に
奉
仕
す
る
｛
）
σ
）
で

あ
る

こ
と

1こ
カ

・
ノ

〕
力

蒐
、

ア
み

、
臣

ミ
甥
（

保
「

唯
に

関
す

る
諸

制
度

は
、

国
民
σ
）
意
思
が
反
映
さ
れ
る

、
に

う
上

三
島

ヰ
三

白
勺

ξ
こ

運
∫

目
さ

才
し
オ

に

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
医
療
σ
）
一
一
rセ

11
1及

び
予

防

の
優
先
）

第
六
条
　
医
療
は
、
健
康
の

保
持
増
進
、
疾
病
の
r・

防
、

治
療
及
び
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
が
一
一
連
σ
）
も
σ
）
と
し
て

そ
の

一
一

貫
性

が
確

保
さ

れ
、

か
っ
、
健
康
σ
）
保
持
増
進
及

び
疾

病
σ

）
予

防
に

重
，

・
ll
ミ

が
置

力
・
れ
る
も
σ
）
で
な
け
れ
ば

な
ら

な
い

。

（
医

療
σ

）
地

域
性

）

第
ヒ
条

　
医
療
は
、
地
域
の
iI
I然

的
、

｛
L会

的
諸
条
1牛

に
即
応
し
て

供
給
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
］

な
生

活
ノ

k準
を

イ
呆

持
し

、
至

1
」

達

可
能

な
最

高
水

準
の

身
体

お
よ

び
精

神
の

健
康

を
享

受
す

る
権

利
を

有
し

て
い

る
，

、

1・
5医

療
政
策
立
案
な
ど
へ
σ
）

参
加

す
べ

て
の

人
は

、
医

療
政

策
の

・
ン
1案

か
ら
医
療
提
供
の
現
場
に

至
る
ま
で
汐
）
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
に

お
い
て
、
医
療
に
対
し
参
カ
目
す

る
権

利
を

有
寸

’
る

。

1－
6疾

病
障
告
1に

，
kる

差
別
σ
）

禁
止

す
べ

て
の

人
は

．
疾

病
ま

た
は

障
害

を
理

由
と

し
て

差
別

さ
れ

な
い

。
，

1－
7良

質
、

安
全

、
適

切
な

医
療
σ
）
享
受

r
」
一
■
べ
て
σ
）
人
は
1
、
差
別
な
し
に

良
質

、
安

全
か

つ
適

切
な

医
療

を
受
け
る
権
利
を
イ
fす

る
。

従
」
罪
者
」
と
の
聞
で
当
言
亥
十
’
f
報
が

共
有

化
さ

れ
る

よ
う

、
当

該
情

報
に

対
す

る
医

療
を

受
け

る
者

σ
）
適
切
な
1
男
与
に
！
）
き
酉
己
慮
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



－ ω ひ －

第
3　

医
療
に
関
す
る
社
会
保

険
制
度
の
企
画
運
営

医
療
に
関
す
る
社
会
保
険
制

度
は

，
医

療
に

関
す

る
政

策
の

基
本

方
針

を
尊

重
し

，
　

国
民

の
連

帯
，

獣
識

を
基

調
と

し
て

給
付

お
よ

び
負

担
の

公
平

を
期

し
う

る
よ

う
，

企
画

運
営

さ
れ

な
け

ば
な
ら
な
い
，

第
4　

医
療
に
関
す
る
公
費
負

担
制
度
σ
）
企
画
運
営

医
療
σ
）
基
本
理
念

医
療
に
関
す
る
公
費
負
担
制

度
は

，
乳

幼
児

，
老

齢
者

，
心

身
障

害
児

　
（

者
）

等
及

び
伝

染
性

疾
病

，
結

核
，

精
神

病
そ

σ
）

他
公

共
的

社
会

的
に

対
処

す
る

医
療

政
策

こ
と

を
適

当
と

す
る

疾
病

を
対

ぴ
）
原
則

象
と

　
し

、
　

医
療

に
関

rす
’

る
政

策

σ
）

基
本

方
針

を
尊

重
し

て
企

画

運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

｢． 第
5章

　
関

連
制

度
第
1　

　
編
挙
止
　
と
　
［
裏
療
　
と
　
σ
）
糸
悉
合

的
推

進
妊
産
婦
，
乳
幼
児
，
老
齢
者
，

心
身

障
害

児
　

（
者

）
等

に
対

す
る
編
祉
σ
）
施
策
は
，
　
こ
れ
ら
σ
）

者
1こ

虹
♪

ガ
ー

る
　

1矢
ヲ

寮
σ

）
施

策
　

と
　

σ
）

緊
密

な
連

携
0）

も
　

と
　

に
企

画
運

営
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
．

第
2　

そ
び
）
他
の
関
連
諸
制
度

（
略
）

笛
3
　

関
イ

系
行

政
機

関
σ

）
長

に

対
す

る
意

見
陳

述
　

　
（

略
）

［
一
EI
・
自
治
体
σ
）

@　
　

し
lf

務

　
（
1－

1之
1σ

）
責
務
）

謔
R条

@1
；
一
EI
は
，
前
条
の
基
本
原
則
に

･
り

，
　

第
1
条

の
ll

標
を

達
成

ｷ
る

た
め

，
次

の
各

号
・

に
掲

げ
骼

枕
�

に
／

）
き

，
そ

の
政

策
全

第
3
　
国
σ
）
責
務

^一
司

は
，

　
医

療
に

関
す

る
基

本

Iか
つ
総
合
的
な
施
策
を
策
定

ｵ，
及
び
こ
れ
を
実
施
し
な
け

黷
ﾎな

ら
な
い
．

（
［
一
1ミ

1σ
）
責
務
）

謾
ｪ条

　
　

1一
司

は
、

第
一

三
条

σ
）

軏
{理

念
に
」
＆
づ
き
　
、
　
第
四

］

�
ｩら

前
条
浪
で
に
定
め

る
ﾆ　

こ
　
ろ
を
施
策
σ
）
よ
旨
針
と
　

し

ﾄ、
　

医
療

保
障

に
関

す
る

施

1－
8医

療
供

給
体

制
、

医
療

保
m
1
章
翫
l
l
度
　
と
　
1
一
噴
　
・
　
土
也
プ
∫
丘
、
ダ
」
卜
月
f
乍

ﾒ
）
責
務

窓
yび

地
方

公
共

団
体

は
、

1－
P　

な
し

、
し

1－
6　

1こ
よ

見
定

寸
’

ζ
）

各

摧
Oに

基
づ
き
、
　
良
質
、
　
安
全

第
七
条

@
国
及
び
地
方
公
共
団
体

纓
ﾃに

関
す
る
情
報
σ
一
）
適

ﾁ
円
滑
な
提
供
の
促
進
及

Sか
つ

適
正

な
医

療
σ

）
確

}
る
た
め
に
必
要
な
各
般



－ 一 網 一

匡
ト
ゼ
1治

体
び
）

　
　

　
責

務

般
に

旺
1二

り
必

要
な

施
策

を
総

合
的

に
三

障
じ

な
け

れ
ば

な
ら

オ
亡

い
， 1．

医
学

・
医

術
の

研
究

及
び
石
汗
f
I参

σ
）
打
長
進
を
計
る
こ
と
．

　
2，

医
学

：
・

医
術

に
関

す
る

情
報

σ
）

流
通

の
円

滑
化

・
国

際
文
治
こ
σ
）
打
皇
進
を
言
ト
る
こ
と
．

　
3．

　
医

学
σ

）
発

展
1こ

即
し

た
医

学
教

育
の

刷
新

，
充

実
を

計
る
こ
と
．

　
4．

医
師

σ
）

確
保

及
び

そ
の

辛
一
1
二
会
的
経
済
的
地
位
の
保
障
を

計
る
こ
と
．

　
5．

人
口

構
造

σ
）

変
化

に
対

応
す

る
政

策
を

講
じ

る
こ

と
．

　
6．

人
口

σ
）

分
布

の
変

化
，

社
会

構
造

・
産

業
構

造
σ

）
変

化
な

ど
を

考
慮

し
，

社
会

生
物

学
的

現
実

に
即

し
た

医
療

0）
実

現
を
i言

i・
る
こ
と
．

　
7．

　
健
｝
棄
教
’
育
σ
）
イ
本
系
白
勺
士
也

域
尋
人
を
訓
’
る
こ
と
．

　
8．

地
域
禎
：
会
を
」
湯
と
し
て
，

包
括

医
療

が
有

機
的

に
行

な
わ

れ
る

よ
う

，
医

療
諸

施
設

σ
）

機
能

を
再

検
討

し
、

再
編

成
す

る
こ
と
．

9．
　
ま
也
域
社
会
を
場
と
　
し
て
，

包
括

医
療

が
効

果
的

に
行

な
わ

れ
る
よ
う
，
社
二
会
保
「
喰
制
度
を

1
奪
糸
幅
力
覚
寸
一
る
こ
と
．

　
10
，

前
号

と
の

関
連

に
お

い
て

，
社

会
保

障
制

度
を

再
編

成
す
る
こ
と
．

　
斜

，
医

師
並

び
に

医
療

を
受

け
る
者
σ
）
医
療
か
ら
生
じ
る
手
負

失
を

填
補

す
る

た
め

の
財

政
的

措
置
を
言
瞠
じ
る
こ
と
．

　
12

．
そ

σ
）

他
，

前
各

号
に

掲
げ
る
も
σ
）
σ
）
に
Eか

，
医
療
σ
）
水

準
の

向
し

に
必

要
な

事
項

を
講

　
第
4
　
地
方
公
共
団
体
σ
）
責

務

i也
プ

∫
在

｝
共

1
週

休
は

、
　

国
σ

）
施

策
に

準
じ

て
施

策
を

講
ず

る
と

と
　
ヰ
）
1こ

，
　
当
言
亥
士
也
1或

σ
）
医
残
｛
需

要
に
即
応
し
た
施
策
を
策
定

し
，

及
び

こ
れ

を
実

施
し

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
．

第
2章

　
匡
1
民
医
療
に
関
す
る

基
本

施
策

第
1国

の
基

本
施

策
国
は
，
医
療
に
関
す
る
政
策

の
基
本
方
針
に
則
り
，
第
1章

第
1の

目
標

を
達

成
す

る
た

め
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
き

，
そ

の
政

策
全

般
に

わ
た

り
，

必
要

な
施

策
を

総
合

的
に

言
障

じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
，

（
研
究
体
制
の
整
備
）

　
1　

医
療
に
関
す
る
学
問
及

び
技
術
の
進
歩
の
向
上
の
た

ダ
）

，
医

療
技

術
の

研
究

開
発

に
対

す
る

助
成

、
研

究
施

設
の

整
備

，
研

究
者

の
養

成
・

確
保

等
を

図
る

こ
と

．
こ

の
場

合
，

原
因

不
明

の
疾

病
又

は
治

療
方

法
の

確
立

し
て

い
な

い
疾

病
に

関
す

る
研

究
並

び
に

公
舎

に
よ

る
疾

病
ま

た
は

環
境

汚
染

及
び

生
濡
環
境
因
子
σ
）
健
康
へ
σ
）
影
響

等
に

関
す

る
研

究
を

推
進

す
る

，
女
う
酉
己
1
酋
づ
一
る
こ
と
，

（
［
妊
療
関
イ
系
者
σ
）
養
成
確
保
等
）

　
2　

医
療
関
係
者
の
養
成
・

確
保

及
び

資
質

σ
）

向
上

の
た

め
，

　
医

療
関

イ
系

者
σ

）
教

育
1制

度

の
充

実
，

生
涯

教
育

体
制

の
整

備
，

養
成

施
設

の
整

備
，

医
療

関
係

者
の

処
遇

σ
）

改
善

等
を

図

に 貞
的 る

画 す
計 施

つ 実

か び
　 　 ロ的 及 る

合 、 r

　 　 　 一

息 し ． 1

辛 　 　 イ

を 定 を

策 策 務

　 、 づ ま 策 域 療 画 す

　 ま） 一 基 条 施 地 医 計 施

務 体
孔 　 に 七 を の つ を 実責 団

） ヒ 、 念 第 ろ そ つ 策 びび コ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ

体 公 理 ら こ ・ し 施 及 る

旧 ・ 」 本 か と て 慮 る 、 ザド ド ノ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ロ

讐 也 基 条 る し 指 す し ・ ーユ ノ ナ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 プ テ

公 　 の 四 め と を 関 定 を

方 条 条 第 定 針 性 に 策 務

地 瓦 三 、 に 指 特 障 に 責

（ 第 第 き で の の 保 的 る （
研
究
開
発
の
推
進
）

第
1一

一
一

条
　

「
玉
1に

t、
　
．
1上

り
上

延

い
医
療
が
す
べ
て
σ
）
国
民

に
供
給
さ
れ
る
」
ヒ
う
に
、
医
療

に
関
す
る
研
究
及
び
医
療
に

関
す
る
技
術
の
開
発
を
推
進

す
る
た
め
に
必
要
な
施
策

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
関

連
施

策
σ

）
推

進
）

第
十
二
条
　
国
は
、
国
民
の

生
命
の
保
持
及
び
健
康
の
保

持
増

進
を

図
る

た
め

、
環
境

の
保
全
、
公
衆
衛
生
の
向
上

及
び

増
進

、
社

会
福

祉
施

設
の
整
備
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
そ

の
他
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

施
設
の
整
備
等
の
関
連
施
策

を
推
進
し
な
け
才
し
ば
な
ら

な
い
σ （
財
源
σ
）
確
保
）

第
十
三
条
　
政
府
は
、
第
二
一
三

条
の

基
本

理
念

に
か

ん
が

み
、

医
療
保
1環

に
関
づ
一
る
施
策
σ
）

遂
行

に
必

要
な

財
源

を
優

先
的

に
確

f果
し

な
け

才
し

ば
な
ら

か
つ

適
切

な
医

療
を

効
率

的
に

提
供

す
る

体
制

お
よ

び
医

療
保

障
制
度
を
イ
溌
イ
呆
寸
’
る
，
共
う
努
ど
）

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1－
9医

療
へ

の
ア

ク
セ

ス
等

の
確
保

国
お
よ
び
」
也
方
公
共
団
体
は
、

す
べ

て
の

人
が

1・
4な

い
し

1－
7
の
権
利
を
十
分
行
使
で
き
る

よ
う

に
、

医
療

へ
の

ア
ク

セ
ス

と
唇

fσ
）

碑
宜

f呆
ホ

5よ
び

珂
1角

午
を

深

め
る

た
め

の
教

育
及

ぴ
啓

発
に

努
y
）
な
け
才
し
ば
な
ら
な
し
・
。

船
2
健
康
教
育
を
提
供
す
る
責

務 国
・

地
方

公
共

団
体

及
び

医
療

従
事

者
は

、
前

項
の

健
康

教
育

に
積

極
的

に
関

わ
る

と
と

も
に
、
医
学
や
疾
病
に
「
刻
す
一
る
知

識
の

み
な

ら
ず

、
医

療
制

度
や

現
在

医
療

が
置

か
れ

て
い

る
問

題
に

’
）

い
て

、
制

二
会

に
対

寸
’

る

教
育

啓
発

活
動

を
行

わ
な

け
れ

ば
な
ら
な
い
、

8－
3国

な
ど

の
責

務
匡

1お
よ

び
土

也
方

グ
、

ナ
七

団
f本

き
ま

、

患
者

・
家

族
・

遺
族

の
＝

苫
，

：
情

へ

の
対

応
、

患
者

が
受

け
た

被
害

に
！
）
い
て
σ
）
救
済
あ
る
い
は
回

復
σ

）
た

ダ
）

に
、

必
要

な
制

度
・

規
則

を
定

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

療 律 行 す め も

医 法 に 関 た る

、 の 切 に る め

に こ 適 れ め 努

も り が そ 深 に

と よ 等 、 を 発

と に 利 う 解 啓

る 者 権 よ 理 び 。

ず る る る の 及 る

講 け め れ 民 青 す

を 受 定 さ 国 教 と

置 を に 使 る の の 第
二

十
八

条
　

看
護

記
録

の
作

成
等

の
義

務
付

け
、

診
療

録
等

の
保

存
期

間
の

延
長

そ
の

他
の

診
療

記
録

に
関

す
る

制
度

及
び

調
剤

録
の

保
存

期
間

の
延

長
そ

の
他

の
調

剤
に

｛
系

る
記

録
に

「
謝

す
る

制
度

σ
）

整
備
に
1刻

し
必
要
な
事
項
は
、

別
に
法
律
で
定
め
る
。

第
三
十
条

　
都

道
府

県
は

、
　

i次
医

療
圏

（
医
療
法
第
一
二
三
十
条
σ
）
一
一
三
第
二
一
二

項
第
“
一
号
に
規
定
す
る
区
」
或
を

い
う

。
）

ご
と

に
、

次
の

事
務

を
実

施
す

る
施

設
（

以
1ぐ

「
医

チ
寮

相
談

支
ま

疫
セ

ン
タ

ー
」

と
し

・

う
、
，
）
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
一
一
　
患
者
そ
σ
）
他
σ
）
者
’
か
ら

の
当
該
患
者
に
対
し
行
わ
れ
ノ
こ

診
療
そ
の
他
σ
）
医
療
又
は
第
四
毛

章
σ
）
規
定
に
よ
る
診
療
に
関
す
■

る
説
明
、
診
療
記
録
σ
）
隣
1示

そ

の
他

の
診

療
に

係
る

情
報

の
提

供
に

つ
い

て
の

相
談

に
応

じ
る

こ
と

。

　
』

二
　

必
要

1
こ

1
応

じ
、

前
｝

ン
の

相
談

を
し

た
者

又
は

当
該

相
談

に
イ
系
る
医
療
機
関
σ
）
管
理
者
に

対
し
て
助
言
を
行
う
こ
と
、
、

　
（
以
一
ド
略
）
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国
・

自
治

体
の

　
　

　
責

務

じ
る
こ
と
．

（
地

方
公

共
団

体
の

責
務

）

第
4
条

地
方

公
共

団
体

は
，

国
の

施
策

に
準

じ
て

，
施

策
を

講
じ
る
。
ヒ
う
努
ど
）
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
．

　 　 を 制 措 な

　 　 策 法 の ら

　 　 施 な 一 な

一 の 要 融 ば

等 条 必 金 れ

置 8 め び け

措 　 第 　 及 、

） 　 　 た ヒ なひ 　 　 　 ヨ 　 　 　 　

上 は る 政 じ

罵 爆 ■（ 第 　 実 上 置 い

（
年
次
報
告
）

第
8条 政
府

は
，

毎
年

、
国

会
に

、
政

府
が

医
療

に
関

し
て

溝
じ

た
施

策
に

関
す

る
報

告
を

し
な

け
才
し
ば
な
ら
な
い
．

（
基
本
計
画
）

第
9条 政
府
は
，

　
　

　
　

医
学

・
医

術
の

研
究

及
び

教
育

に
関

す
る

基
本

計
画

（
以

ド
r基

本
計

画
」

と
い

う
．

）
を

策
定

し
な

け
れ

ば
な

ら
な
い
．

②
基

本
計

画
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
大

綱
を
定
y）

る
も
σ
）
と
す
る
．

　
1．

研
究

の
育

成
及

び
教

育
の

充
実

に
関

す
る

長
期

的
計

画
　

2
．

政
府

と
し

て
σ

）
目

標
を

設
定

し
て

、
推

進
す

べ
き

研
究

・
教

育
の

促
進

に
関

す
る

長
期

的
計

画
　

3
．

そ
σ

）
他

医
学

・
医

術
に

関
す
る
施
策
を
総
合
的
一
［
1．

’
）
計

画
的

に
講

じ
る

た
め

に
必

要
な

’
ド
填

る
と

と
も

に
，

医
療

需
要

の
変

化
並

び
に

学
問

及
び

技
術

の
進

歩
に

即
応

す
る

よ
う

に
医

療
関

係
者

の
資

格
及

び
そ

の
役

割
を

定
め
る
こ
と
．

（
医
療
施
設
及
び
医
療
情
報
処

理
体

制
の

体
系

的
整

備
）

　
3医

療
需
要
の
変
化
並
び

に
学

問
及

び
技

術
の

進
歩

に
即

応
す

る
よ

う
に

医
療

施
設

の
種

類
及

び
機

能
を

定
め

る
と

と
も

に
，

医
療

施
設

が
相

互
に

機
能

上
有

機
的

連
け

い
を

保
つ

よ
う

に
，

医
療

施
設

の
整

備
，

公
的

医
療

施
設

の
機

能
づ

け
，

病
院

の
病
床
及
び
検
査
設
備
の
開

放
，

共
同

利
用

施
設

の
導

入
等

を
推
進
す
る
こ
と
．
二
の
場
合
，

医
療

施
設

体
系

の
中

核
と

し
て

の
役

割
を

果
す

た
め

の
国

立
医

療
施

設
の

整
備

に
留

意
す

る
こ

と
．

　
4が

ん
そ

の
他

の
成

人
病

に
対

す
る

医
療

，
小

児
医

療
，

救
急

医
療

等
を

行
な

う
専

門
医

療
施

設
の

整
備

及
び

こ
れ

ら
の

医
療
に
関
す
る
専
門
技

術
者

σ
）

養
成

等
を

イ
足

進
ず

る
こ

と
，

　
5医

療
に

関
す

る
情

報
処

理
体

制
を

整
備

す
る

た
め

，
情

報
処

理
に

関
す

る
研

究
開

発
の

促
進

，
情

報
処

理
施

設
の

整
備

等
を
図
る
こ
と
．

（
健
康
管
理
体
制
の
整
備
）

　
6健

康
教
育
σ
）
充
実
、
衛

生
思

想
の

普
及

を
図

る
こ

と
．

　
7健

康
管
理
体
制
強
化
の

た
め

，
国

民
の

健
康

状
態

に
即

し
た
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す

な
い
。

（
健
康
管
理
の
措
置
）

第
十
四
条
　
国
は
、
す
べ
て

の
国
民
に
対
し
て
健
康
管
理

の
措
置
が
実
施
さ
れ
る
よ
う

必
要
な
施
策
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

2　
前
項
の
健
康
管
理
の
措

置
と

は
、

健
康

の
保

持
増

進
、

疾
病

の
予

防
、

疾
病

、
障

害
等

の
早

期
発

見
及

び
早

期
治

療
等

の
た

め
に

、
地

方
公
共

団
体
が
そ
の
住
民
に
対
し
て

実
施
す
る
次
に
掲
げ
る
措
置

を
い
う
。

一
　
定
期
に
又
は
必
要
に
応

じ
て
行
な
わ
れ
る
健
康
診
査

二
　
健
康
指
導
及
ぴ
栄
養
指

導 三
　
健
康
相
談

四
　
予
防
接
種
（
予
防
注
射

を
含

む
。

〉

五
　
健
康
に
関
す
る
知
識
の

普
及

3　
健
康
管
理
の
措
置
は
、

健
康
管
理
委
員
会
σ
）
策
定

す
る

　
土

也
域

健
康

省
二

理
言

十
画

に
基

づ
き
、
保
健
所
及
び
健
康
管

理
医
の
有
機
的
連
携
の
下
に

実
施

さ
れ

る
も

の
と

す
る

。

4　
健
康
管
理
の
措
趾
に

要
す

る
費

用
は

、
国

及
び

地
方

公
共
団
体
が
負
担
す
る
能
）
の

と
す

る
。

（
健
康
管
理
医
制
度
）

第
一
卜
五
条
　
国
は
、
健
康
管

理
の
措
置
の
実
施
を
担
当

す
る
健
康
管
理
医
σ
）
制
度
σ
）

創

設
に
つ
い
て
必
要
な
施
策
を

講
じ
な
け
才
し
ば
な
ら
な
し
、
。

第
ミ

ー
ト

四
条

　
国

は
、

医
療

技
術

の
普

及
及

び
医

療
の

質
の

向
上

等
に

資
す

る
た

め
、

医
療

技
術

に
関

す
る

情
報

の
収

集
、

評
価

、
整

理
及

び
提

供
等

が
行

わ
れ

る
た

め
の

基
盤

の
整

備
、

医
療

技
術

に
関

す
る

評
価

の
方

法
の

研
究

開
発

の
推

進
、

医
療

技
術

に
関

す
る

評
価

に
係

る
成

果
を

普
及

さ
せ

る
た

め
の

環
境

の
整

備
そ

の
他

医
療

技
術

に
関

す
る

評
価

及
び

そ
れ

に
係

る
成

果
の

活
用

の
促

進
に

関
し

必
要

な
施

策
を

講
ず

る
も
の
と
す
る
。



1

し
） o I

〕
σ

本 震 ヵ

で 　 　 ・ ヨ

、 ］ 　 『 一 く

ノ ー 　 」 レ

～

③
政

府
は

，
第

1項
の

規
定

に
よ

り
基

本
計

1面
を

策
定

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
，

1翅
民

［
展

療

審
議

会
の

議
を

経
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
．

な
お

，
政

府
は

，
前

項
に

掲
げ

る
事

項
σ

）
う

ち
基

本
的
な
」
拝
項
に
つ
い
て
は
，
澄
）
ら

か
じ

め
H
本

1
碁

師
会

ヴ
）

意
見

を
徴
す
る
生
一
〕
σ
）
と
す
’
る
．

④
政

府
は

，
医

学
・

医
術

の
研

究
・

教
育

の
進

展
の

状
況

，
政
府
が
言
辞
じ
た
施
策
σ
）
効
果
な

ど
を

勘
案

し
て

，
毎

年
，

基
本

計
画

に
検

討
を

加
え

，
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
，

こ
れ

を
修

一
I
Li
し

な
け

れ
1
。

fな
ら

な
い

．
二

σ
）

場
合

に
お

い
て

は
，

前
項

の
規

定
を

準
用

す
る

．

⑤
政

府
は

，
第

1項
の

規
定

に
よ

り
基

本
計

画
を

定
め

，
又

に
t，

　
ri

lf
ユ
’
貞
σ
）
鳥
毛
定
1こ

」
ユ
こ
り
」
舌
本

、
汁
画
を
修
一
iE
し
た
と
き
は
，
そ

σ
）
要
旨
を
公
表
し
な
け
止
し
ぱ
な

ら
な
い
．

　
⑥
　
政
府
1一

一
よ
，
基
本
計
画
に

定
め

る
’

ド
項

に
つ

い
て

は
，

こ
才
し
に
貝
1』

し
て
施
策
を
講
じ
元
仁
け

れ
ば

な
ら

な
い

，

（
研
究
・
教
育
σ
）
環
境
の
整
備
）

第
1
0条

1－
EI
は
，
医
学
甲
医
術
σ
）
発
註
せ

に
即
1，

己
｛
し
，
研
究
・
教
育
に
必

要
な

施
設

，
設

備
及

び
補

助
機

能
の

充
実

そ
σ

）
他

研
究

・
教

育
の

環
境

の
整

備
σ

）
た

め
必

要
な

施
策
を
講
じ
る
も
σ
）
と
寸
’
る
．

（
研

究
の

効
率

的
推

進
）

第
11
条

1、
司
は
，
医
学
・
医
術
相
互
「
ll
］

及
び

医
学

・
医

術
と

関
連

諸
料

る
指

導
体

制
の

確
立

，
性

，
年

齢
，

地
域

及
び

職
域

の
特

性
等

に
応

じ
た

健
康

言
今

断
基

準
σ

）

策
定

，
健

康
増

進
施

設
の

整
備

無
事
を
隊
1る

こ
と
．

（
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
ー
シ
ョ
ン
体
制

σ
）
望
修
獅
蒔
）

　
8　

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
三

1ン
体

制
強

化
の

た
め

，
専

門
技

術
者

の
養

成
確

保
，

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
施

設
σ

）
体

系
的

整
備

毎
年
を
1割

る
こ
と
，

（
へ

き
士

也
等

ヴ
）

医
療

確
イ

呆
）

　
9
へ
き
」
也
に
お
け
る
医
療

及
び

休
日

夜
間

等
に

お
け

る
医

療
を

確
保

す
る

た
め

，
医

療
機

関
の

整
備

，
医

療
機

関
相

互
の

連
け

い
体

制
の

強
化

、
機

動
力

及
び

通
信

施
設

の
効

果
的

活
用

等
を
図
る
二
と
．

（
医
薬
品
及
び
医
療
用
具
σ
）
安

全
性
σ
）
確
保
等
）

　
10
医

薬
品

及
び

医
療

用
具

の
安

全
性

の
確

保
及

ぴ
品

質
向

ヒ
を

図
る

た
ど

）
，

研
究

開
発

σ
）

打
皇
進
，
　
雪
乞
毛
見
イ
本
告
1」

‘
り
雪
虫
fヒ

，
　
［
蛋

I
l
惨

，
　

薬
弓

赴
σ

）
進

歩
1こ

応
て

じ
た

医

薬
品

及
び

医
療

用
具

の
再

評
価

等
を
行
な
う
こ
と
．

　
11
医
薬
品
産
業
等
の
育
成

及
び

流
通

過
程

合
理

化
の

促
進

を
図
る
こ
と
．

　
（

医
薬

分
業

σ
）

推
進

）

　
1
2　

医
薬

関
イ

系
者

σ
）

密
接

な

連
け

し
・

σ
）

も
と

1
こ

，
医

薬
分

業

の
基
盤
の
整
備
等
を
［
刈
り
，
医

薬
ラ

｝
】

業
を

撞
i進

弓
一

る
二

と
．

2　
健

康
管

理
医

は
、

診
療

所
に

お
い

て
医

療
を

担
当

す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
う

ち
か
ら
委
q属

司
一
る
｛
）
σ
）
と
し

、

イ
ー
L民

の
健
康
管
理
を
担
当
す

る
も

σ
）

と
す

る
。

3　
国

は
、

健
康

管
理

医
た

る
医
師
及
び
歯
科
医
師
の
養

成
及

び
研

修
に

つ
い

て
必
要

な
措
二
置
を
講
じ
な
け
才
Ll
＝
fな

ら
な

い
。

4～
6（

略
）

　 ウ 　 ラ ジ 　　 　 　 よ　 σ オ 『 ， ・ t k ♪ ）

　 民 な 、 局 一 コ 略

　 判 子 ） 健 る な （

　 匡 ヂ ダ て れ じ 2

　 ・ に た し さ 講

） は 切 る r f 、

帳 　 　 一 女 ト を 。

手 国 適 寸 に 交 策 い

理 が に 民 が 施 な

管 条 理 う 国 帳 な ら

康 大 智 よ の 手 要 な

健 十 康 る て 理 必 ぱ

（ 第 健 れ べ 管 う れ （
公

費
負

担
医

療
σ

）
理

念
）

第
十
し
条
　
国
は
、
第
三

条
の

基
本

理
念

に
か

〆
）

が
み

、
医
療
の
す
べ
て
を
公
費
負

担
に
よ
っ
て
給
付
す
る
こ
と

を
目
途
と
し
て
、
公
費
負
担

に
，

辷
る

医
療

σ
）

給
付

σ
）

範
囲

σ
）

拡
充

及
び

医
療

に
関

す
る
社

会
保
険
制
度
の
改
革
σ
）
た

め
必

1異
な

施
策

を
言

岸
じ

な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
，

（
公
費
負
担
医
療
の
拡
充
）

第
十
八
条
　
公
費
負
担
に
よ

る
医
亨
寮
σ
）
給
イ
寸
は
、
第
卜
［

几
1

条
に
定
め
る
健
康
管
理
の
措

置
及
び
現
に
そ
σ
）
全
部
が

公
費
負
担
に
よ
り
給
付
さ
れ
て

い
る
医
療
σ
）
ほ
か
、
次
σ
）
各

号
・
σ
）
医
療
ま
で
拡
充
さ
れ

る



－ ＃ O －

「
司

　
・

　
自

　
才

台
体

σ
）

　
　

　
責

務

学
，

諸
技

術
と

の
有

機
的

連
携

を
配

慮
し

つ
つ

，
研

究
者

，
教

育
の

交
流

の
円

滑
化

，
共

同
研

究
・

教
育

の
推

進
，

研
究

・
教

育
に

必
要

な
施

設
及

び
設

備
の

共
同

利
用

促
進

そ
の

他
研

究
・

教
育

の
効

率
的

推
進

に
必

要
な

施
策

を
講

じ
る

も
の

と
す

る
．

（
研

究
・

教
育

の
経

費
）

第
12
条

国
は

，
研

究
・

教
育

の
適

切
な

遂
行

を
計

る
た

め
，

研
究

・
教

育
に

要
寸

’
る

経
費

が
効

率
的

に
使

用
さ

れ
る

よ
う

に
必

要
な

施
策

を
講

じ
る

も
の

と
す

る
．

（
研
究
成
果
σ
）
発
表
）

第
13
条

国
は

，
医

学
・

医
術

に
関

す
る
研
究
σ
）
成
果
σ
）
発
表
が
医
療

σ
）
発
展
に
寄
与
・
す
る
こ
と
σ
）
重

要
性

に
鑑

み
，

発
表

の
助

成
そ

σ
）
イ
也
必
要
な
施
策
を
講
じ
る
も

σ
）
と
寸
一
る
．

（
研
究
成
果
の
利
用
）

第
1
4条

国
は

、
研

究
の

成
果

の
利

用
を

計
る

た
め

、
そ

の
普

及
に

必
要

な
施

策
を

講
じ

る
も

σ
）

と
す

る
， （
十
育
報
温
i通

σ
）
卜
11

汁
†
イ
ヒ
）

第
15
条

国
は

、
医

学
・

医
術

に
関

す
る
情
報
σ
）
流
通
ヴ
）
Fq
滑
化
を
計

る
た

め
，

そ
の

流
通

に
関

す
る

体
制

σ
）

整
備

、
医

学
・

医
術

に
関

す
る

情
報

の
処

理
方

式
の

高
度

化
等

に
必

要
な

施
策

を
講

じ
る
も
σ
）
と
づ
一
る
．

　
（
医
療
過
誤
の
防
止
等
〉

　
13
医
療
過
誤
の
防
止
及
び

医
事

紛
争

の
適

正
な

処
理

等
を

図
る
こ
と

　
（
国
際
間
の
医
療
協
力
）

　
14
国
際
間
の
医
療
協
力
及

び
情

報
交

換
の

推
進

を
図

る
た

め
，

医
療

関
係

者
の

海
外

派
遣

，
海

外
か

ら
の

研
修

生
の

受
け

入
れ
等
を
推
進
す
る

こ
と

．

　
（
そ
σ
）
他
の
事
項
）

　
1
5　

前
各

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

，
医

療
の

酋
及

向
上

に
必
要
な
事
項
．

第
2地

方
公
共
団
体
の
施
策

土
也

二
極

｛
ZΣ

」
無

目
イ

本
ホ

よ
，

　
第

11
こ

掲
げ

る
事

項
の

う
ち

，
当

咳
地
方
公
共
団
体
に
該
当
す
る

も
の

に
つ

い
て

生
活

環
境

、
産

業
手

簿
造

等
士

也
域

σ
）

q寺
一

h生
を

考
慮

し
つ

つ
国

の
施

策
に

準
じ
た
施
策
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
．

第
3章

　
国

民
医

療
基

本
計

画
及

び
国

民
医

療
審

議
会

等
　
（
略
）

第
6章

　
医

療
関

係
者

の
緊

急
確
保
（
附
則
）

国
は

、
次

に
掲

げ
る

医
療

関
係

者
を

緊
急

に
確

保
す

る
た

め
，
昭
和
年
度
を
初
年
度
と
す

る
5箇

年
言

十
画

を
策

定
し

，
　

こ

れ
に

基
づ

ぎ
，

養
成

の
強

化
充

実
、

給
与

処
遇

の
改

善
導

に
関

　 び 医 　 及 疾 　 費 も

　 及 る 　 病 な 　 公 る

児 係 疾 難 が れ 療

幼 に な 困 部 さ 医

　 乳 者 　 明 く 　 ］ 付 る

。 ・ 害 　 不 し 療 の 給 い

る 者 障 　 が 著 医 そ り て

す 齢 身 　 因 が る に よ れ

と 老 心 　 原 療 係 現 に さ

の 　 度 　 　 治 に 　 担 と

も ｝ 重 療 二 び 病 三 負 の

（
医
療
保
険
制
度
の
改
革
）

第
十
九
条
　
医
療
に
関
す

る
社
会
保
険
制
度
は
、
次
の

各
号
の
方
針
に
従
っ
て
改
革
さ

れ
る
も
の
と
す
る
。

…
　

医
療

に
要

す
る

費
用

の
全
額
を
社
会
保
険
制
度
に
お

い
て

負
担

す
る

も
の

と
し

、
一
部
負
担
そ
の
他
一
切
の
金

金
蔓

的
負

罫
！

を
f半

う
こ

と
な

く

医
療
の
給
付
が
受
け
ら
れ
る

よ
う

に
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

当
面
は
、
医
療
機
関
に
収

容
し
て
医
療
を
行
な
う
場
合

を
除
き
、
国
民
健
康
保
険
制

度
に
あ
っ
て
は
“
一
一
部
負
担
金

の
害

II
合

を
十

分
σ

）
一

一
と

し
、

辛
皮

用
者
を
対
象
と
す
る
社
会

保
険
制
度
に
あ
っ
て
は
家
族

療
養
費
の
給
付
割
合
を
十
分

の
八

と
す

る
こ

と
、

，

二
　
被
用
者
を
対
象
と
す
る

社
会

保
険

制
度

に
あ

っ
て

は
、

保
険

料
〔

共
済

掛
金

を
含

む
。

以
下
同
じ
。
）

σ
）
半
斗
率
を
各

種
社
会
イ
呆
険
を
通
じ
て
「
司
一

σ
）
も
σ
「
）
と
r業

る
と
と
も
1こ

、

報
酬

の
額

に
、

kる
累

進
制
を

採
る
《
一
）
σ
）
と
す
る
こ
と
。

一
三

　
辛

皮
用

者
を

対
象

と
寸

一
る

社
会
保
険
制
度
に
お
け
る
保



－ 虹 －

1、
1・

il
　
自
治
体
の

　
　

　
責

務

（
国
際
交
流
σ
）
推
進
）

第
16
条

国
は

，
研

究
者

等
の

交
流

，
共

同
研

究
，

医
学

・
医

術
に

関
す

る
情

報
の

交
換

等
を

広
く

国
際

的
に

推
進

す
る

た
め

必
要

な
施
策
を
講
じ
る
も
ヴ
）
と
す
る
．

（
［
憂
て
『
達
教
育
と
［
装
朗
iσ

）
資
オ
者
）

第
17

条
匡
Bよ

，
　
医
学
二
・
［
好
例
サ
σ
）
発
展

1こ
貝
［
］
∫
、
藩
つ
’
る
。
虹
う
1こ

，
　
1矢

鴛
皇
教

育
σ
）
昴
1
」
新
を
副
’
る
と
共
1こ

，
　
さ

ら
に
医
師
免
許
制
度
・
学
位
ll
il
』

度
な

ど
医

師
の

資
格

に
関

す
る

諸
制

度
を

改
一

草
す

る
た

め
に

必
要

な
施

策
を

講
じ

る
も

σ
）

と
す

る
． （
堕
皇
師
iσ

）
士
也
イ
、
ン
1σ

）
イ
呆
陶
葦
（
窄
）

第
1
8条

匡
1は

，
医
療
σ
）
主
イ
本
た
る
医

師
の

責
任

の
唯

大
性

に
鑑

み
，

そ
の

白
山

性
・

独
立

性
を

尊
重

し
，
　
且
．
つ
，
　
そ
れ
に
相
応
し
い

社
会

的
経

済
的

地
位

を
保

障
す

る
た

め
に

必
要

な
施

策
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

，

②
国

は
、

医
療

の
公

共
性

に
鑑

み
，

医
師

が
医

療
活

動
か

ら
蒙

っ
た

損
失

に
つ

い
て

は
，

こ
れ

を
保

障
す

る
た

め
に

必
要

な
施

策
を

言
砕

じ
る

も
σ

）
と

す
る
， （
医
療
施
設
σ
）
再
編
成
）

第
19
条

匡
11
ま
、
　
1ケ

ミ
療
σ
）
包
4孟

十
生
、
　
士
也

i或
社
二
会
・
性
び
）
∫
京
貝
1」

1こ
㌔
7二

月
却
し
，

医
療

が
有

機
的

に
そ

の
機

能
を

発
揮

し
う

る
、

眞
う

医
療

施
設

を

『
ザ

る
キ

昔
1避

を
言

簿
一

ず
る

｛
一

）
σ

）
と

す

　 　 一 市 　 　 　 各

　 　 自 　 　 　 　 　 田

　 所 医 師 婦 下

　 自 科 剤 護 以

　 医 歯 薬 看 （

る 1 2 3 4 5

険
料
σ
）
負
担
害
II
合
は
、
被

保

険
者
（
共
済
組
合
σ
）
組
合
員

を
含
む
。
）
が
十
分
の
』
三
、

使
月
1者

が
ト
分
σ
）
七
と
し
、

小
規

模
事

業
の

使
用

者
の

負
担
に
つ
い
て
は
そ
の
七
分
び

）
二
を
国
庫
に
お
い
て
負
担
す

る
も

σ
）

と
す

る
こ

と
廿

四
　
国
庫
負
担
の
大
幅
な
増

額
を
行
な
う
も
σ
）
と
し
、

政
府

の
管

掌
す

る
健

康
保

険
事

業
の
執
行
に
要
す
る
費
用
に

つ
い
て
は
、
当
面
、
そ
σ
）
百

分
の
二
十
を
国
庫
に
お
い
て

負
担
す
る
も
σ
）
と
す
る
こ
と
。

一
飯
　
保
険
診
療
の
内
容
に

つ
い
て
の
不
当
な
制
限
は
行
な

わ
な
い
も
0）

と
す
る
こ
と
。

六
　
社
会
保
険
制
度
に
お
け

る
診

療
報

酬
に

つ
い

て
は

、
医

師
、

爾
科

医
師

、
薬

剤
師

、
看
護
婦
、
理
学
療
法
．
i一

1、
作

業
療
法
士
そ
の
他
の
各
種
医

療
担

当
者

の
そ

れ
ぞ

れ
の

行
為
に
対
応
し
て
技
術
料
を

中
心
と
す
る
体
系
に
改
め
る
と

と
も
に
、
人
件
費
、
物
価
そ

σ
）
他
の
経
済
事
情
の
変
動
に

1応
じ
『
C適

切
」
な
改
定
が
な

さ
れ

る
も

の
と

す
る

こ
と

。
七
　
社
会
保
険
制
度
に
お
け

る
診
療
報
酬
σ
）
請
求
に
｛
）
い

て
、
監
査
方
法
を
適
切
な
も

σ
）
と
す
る
こ
と
。

八
　
社
会
保
険
制
度
に
お
け

る
医
療
を
担
当
す
る
医
療

機
関
は
、
公
費
負
担
に
，
二
る

医
療

の
給

付
の

場
合

を
除

き
、

社
会
保
険
制
度
に
よ
る
医
療

の
給
付
以
外
の
医
療
を
行
な

う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と

す
る

こ
と

。



一 軒 ro I

［
」
司

自
　

言
合

イ
本

σ
）

　
責

務

再
編

成
す

る
た

め
に

必
要

な
施

策
を

講
じ

な
1す

れ
ば

な
ら

な
い
． （
病
院
の
機
能
）

第
20

条
病

院
は

入
院

患
者

に
対

す
る

医
療

を
行

な
う

こ
と

と
し

，
国

は
，

病
院

が
そ

の
機

能
を

発
揮

す
る

に
必

要
な

施
策

を
講

じ
る

も
の
と
す
ろ
．

（
開

放
型

病
院

の
導

入
）

第
2
1条

国
は

，
医

療
の

…
貫

性
を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

開
放

型
病

院
の

導
入

を
助

成
す

る
た

め
に
必
要
な
方
位
策
を
講
じ
る
も
σ
）

と
す
る
、

（
専
門
病
院
制
度
0）

確
立
）

第
22
条

国
に
L，

　
医
瘍
｛
σ
）
場
と
し
て
σ
）

地
域

社
会

σ
）

特
牲

を
考

慮
し

な
が

ら
，

各
地

域
社

会
に

専
門

病
院

を
設

置
す

る
た

め
に

必
要

な
施
策
を
講
じ
る
も
σ
）
と
す
る
，

（
公
的
医
療
施
設
σ
）
再
編
成
）

篤
23
条

国
は

，
第

19
条

一
第

22
条

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

即
し

て
公

的
医

療
施

設
を

再
編

成
す

る
た

y）
に

必
要

な
施

策
を

、
溝

じ
る

も
の

と
す
る
，

第
5一

章
　
医
療
保
険

（
医

療
保

険
再

編
成

の
基

本
方

針
）

第
24
条

匡
1に

L，
　
匝
ミ
療
σ
）
土
也
域
社
二
会
ゲ
セ
，

生
産

性
に

鑑
み

，
医

療
保

険
制

度
を

地
域

辛
一

L会
に

お
け

る
保

健
投
資
と
し
・
う
観
、
乾
力
・
ら
1琴

編
ナ
此

分 及 能 う れ し な 医 は 訟 る と に と 設 越 す 研 覗 醗 る ぞ 慮 な

騰 繍 驚 鼎 鷺 鱗 蕊 講 縣 暫 鵬

所 は い に 講 ・ を 診 科 が 通 な 院 行 病 影 準 は 病 人 能 は 応 れ

瀕 国 P 欝 残 懇 懇 露 鼻 綱 鶴 醐 繊 嘉 議 難

び 　 条 所 を 施 な 療 院 と 院 く の し 行 　 は 医 る 負 け 填 た ・ 院 別 つ 機 れ

及 　 十 療 担 な ら 診 入 の 病 し 所 と を 。 国 な き 人 設 前 当 院 病 特 に の さ

院 　 二 診 分 要 な 　 　 、 も 　 若 健 則 療 る 　 切 で び を 　 に 病 門 の 院 そ な 。

幡 捌 第 び の 必 ば 2 て い 3 師 保 原 治 す 4 適 が 及 準 5 る 究 専 等 病 れ が い
〉 方 ． 要 け す 然 じ 病 体 必 ぱ

帽 地 必 受 に 自 応 合 が う れ

整 び が を う の に 総 院 よ け

　
弼 及 民 療 よ 域 件 に 病 る な

系 国 作 医 る 地 染 び の れ じ

本
イ 　 　 、 な き の 諸 並 他 さ 講

の 　 　 　 　 　 　 　 『

一 条 は 切 で そ 的 序 の 備 をお
剴 一 体 適 が 、 会 療 そ 整 策

材 十 団 じ と め 枇 診 び に 施

瘍
袈 二 共 応 こ た 、 、 及 的 な

（ 第 公 に る る 的 で 院 系 要



－ 年 切 －

［
1
－

il
・
自
治
体
σ
）

　
　

　
責

務

す
る

た
め

に
必

要
な

施
策

を
、

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

．

（
医
療
保
険
諸
制
度
σ
）
統
合
）

第
25
条

国
は

、
既

存
の

企
業

単
位

の
医
ヲ
寮
イ
呆
「
喚
制
度
を
士
也
i
或
社
会
　
1巨

位
の

医
療

保
険

制
度

（
国

民
健

康
保

険
制

度
）

へ
吸

収
，

統
合

す
る

た
め

に
必

要
な

施
策

を
溝

じ
る
も
ヴ
）
と
す
る
．

　 　 と 者 う う ． 要 る

） 　 則 人 負 け 必 ず

障 　 原 加 を 受 ， と

保 　 を 一 担 を に の

家 　 険 し 負 付 め も

国 　 保 と の 給 た る

と 　 或 人 士 療 る じ

入 　 也 加 以 医 す 講　 　 ナ

加 　 　 制 料 く に を

制 条 ま 強 険 な う 策

強 2 6 劃 て 保 と よ 施

〔 第 　 し が こ る な （
医
療
ヘ
ヴ
）
拘
束
σ
）
排
除
）

第
27
条

匡
1
は
、
医
療
σ
）
相
一
’
一
1
1／

1一
㌻
頼
性

に
鑑
み
，
医
療
イ
呆
「
倹
に
。
に
る
医

療
へ

σ
）

不
当

な
拘

束
を

排
r埼

ミ
し
，
　
且
／
）
，
　
［
展
自
r巨

σ
）
幸
艮
酬
を
適

一
ll
三
に
評
イ
［
II
iし

う
る
よ
う
に
す
る

た
め

に
必

要
な

施
策

を
1碑

じ
る

も
σ
）
と
す
る
，

（
産
業
保
健
制
度
σ
）
確
立
〉

策
28
条

1域
は
，
　
1渚

産
業
の
蝦
声
殊
一
r生

と

関
連

す
る

医
療

に
関

し
て

は
，

土
也
域
f呆

1
‘
灸
と
　
に
ヒ
顕
H
固
1こ

r聖
業
イ
呆

健
II

i［
」
度
を
確
立
す
る
た
め
に
必

要
な
施
策
を
E；

岸
じ
る
も
σ
）
と
づ
重

る
． （
老

令
健

康
保

険
制

度
）

第
29
条

な
ら

な
い

，
，

2　
国

は
、

前
項

の
施

策
の

ほ
か
、
小
児
専
門
病
院
、
老

人
専
門
病
院
、
が
ん
専
門
病

院
そ
の
他
ぴ
）
特
に
専
門
的
医

療
を
担
当
す
る
病
「
塊
が
適
切

1こ
酉
己
1置

さ
才
し
る
よ
う
必
・
要
元
＃

施
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

3　
前

”
一

二
項

σ
）

施
策

の
実

施
1よ

、
二

i一
三

と
し

て
丘

＞
共

「
垣

療
機

関
（
国
若
し
く
は
地
方
公
共

団
体

又
は

日
本

赤
十

字
社

、
社
会
隔
祉
法
人
そ
σ
）
他
公
益

を
目
的
と
す
る
法
人
が
設
置

す
る

病
院

及
び

診
療

所
を

い
う

，
、

　
以

ド
「

司
じ

口
）

　
σ

）
新

1没

又
1ま

塩
些

心
窩

お
去

充
1こ

，
一

1二
／

）
て

「
そ

1一

オ
£

オ
〕

れ
る

も
σ

）
と

づ
一

る
e

（
士

也
｝

或
基

阜
全

ヲ
丙

［
玉

光
）

第
二
十
一
一
二
条
　
医
療
機
関

の

体
系

的
整

備
は

、
お

お
む
ね

人
口

二
一

1万
を

単
位

と
す

る
地
域
ご
と
に
、
そ
の
地
域
に

お
け

る
病

院
、

診
療

所
及

び
イ
呆
健
f野

σ
）
イ
］
一
ヰ
幾
日
勺
連
〔
携
‘
ノ
）
　

ド

に
　
そ
　
σ
）
土
也
土
或
1こ

才
」
け
　
る
　
［
妊
ヲ
寮

が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
す
る

生
一

〕
σ

）
と

し
、

そ
び

）
中

幸
区

と
な

る
［
医
療
機
関
と
し
て
土
也
i或

基

1除
病
院
が
1設

け
ら
れ
る
も
ヴ
）

と
す
る
。
　
　
　
2～

3（
略
）

（
無
q垣

士
也
レ
く
タ
寸
策
）

第
一
二
■
卜
三
条
　
国
及
び
地

方

公
共
団
体
は
、
無
医
地
区
に

関
し
、
そ
σ
）
f－

1i
民
が
適
切
な

医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
診
療

所
の

設
置

及
び

整
備

、
医

師
の
派
遣
、
保
健
所
の
支
所
の



， 年 ＃ －

国
・
自

治
体

の
　
　

責
務

国
は

，
人

口
老

令
化

対
策

σ
）

・
一
ﾂと

し
て

，
政

府
管

掌
の

老
令

健
康

保
険

制
度

を
確

立
す

る
た

め
に

必
要

な
施

策
を

講
じ

る
吏
）
σ
）
と
す
る
．

（
社

会
保

障
制

度
の

再
編

成
）

第
30
条

国
は

、
医

療
保

険
制

度
の

再
編

成
に

伴
い

，
そ

れ
に

関
連

す
る

社
会

保
障

諸
制

度
を

再
編

成
す

る
た

め
に

必
要

な
施

策
を

講
じ
る
《
）
の
と
す
る
．

第
6
章

　
医

療
行

政
組

織
（

医
療

行
政

組
織

の
整

備
等

1

第
31

条
国

は
，

本
法

に
定

ど
）

た
諸

施
策
を
言
毎
じ
る
に
！
）
き
，
行
政
組

織
の

整
備

及
び

行
政

運
営

の
改

善
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
，

設
置
、
保
健
婦
の
確
保
そ
の

他
無

医
地

区
に

お
け

る
医

療
の
確
保
に
必
要
な
施
策
を
講

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

2（
略
）
地
域
基
幹
病
院
に
よ

　
る

医
師

の
派

遣
な

ど
3（

略
）

地
域

基
幹

病
院

へ
の

　
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
等

の
配

置

（
救

急
医

療
対

策
）

第
二
十
四
条
　
国
及
び
地
方

公
共
団
体
は
、
交
通
事
故
そ

の
他
の
緊
急
の
場
合
に
お
け

る
医

療
を

確
保

す
る

た
め

、
救
急
医
療
体
制
を
確
立
す
る

よ
う
必
要
な
施
策
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
2（

略
）

3地
方

公
共

団
体

は
、

必
要

な
地
域
ご
と
に
救
急
セ
ン
タ

ー
を
設
け
、
救
急
医
療
に
関

し
、
患
者
、
救
急
車
、
救
急

病
院
等
と
の
連
絡
調
整
に
当

た
ら

せ
る

晃
）

の
と

す
る

．

4（
田

各
）

救
急

セ
ン

タ
一

方
、

ら

　
の

救
急

車
へ

の
指

示

　 準 及 る び わ こ を と 度 。

　 　 　 　 　 　 　 　 1 」 る　 水 テ 図 及 な る ら 隈 制

　 　 ， ， 一 　 　 　 　 　 　 ） す

　 の 医 を 究 行 あ れ 機 σ と

　 療 ・ 歩 研 て で こ う 院 の

D 医 つ 進 、 し ． 要 、 な 病 〕

防 　 　 　 　 　 　 　 　 “ 　 　 　 　 　 生

病 か の 療 と 必 み 行 究 る

究 条 ・ 術 診 体 が が て 研 れ の

研 荒 し 技 笹 と ん し 育 ら ㎝

育 十 持 療 に が こ か と 救 け 3

教 二 維 医 め 育 る に 体 て 設 ～

（ 第 を び た 教 れ と 心 し が 2 〔
公

共
医

療
機

関
等

に
対
す

る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
σ

）
財
政
一
ヒ
の
責
任
）



－ ＃ U －

［
，

1／
　

自
治

体
σ

）

　
　

責
務

第
二
二
十
六
条
　
公
共
医
療
機

関
の
行
な
う
医
療
及
び
医
療

に
関
す
る
教
育
研
究
σ
）
公
共

性
及

び
非

採
算

性
に

か
ん

が
み
、
公
共
医
療
機
関
の
経
営

に
お
け
る
独
立
採
算
制
の
原

則
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
と
し
、
国
及
び

地
方
公
共
団
体
は
、
公
共
医

療
機

関
の

施
設

の
整

備
及

び
運

営
に

要
す

る
経

費
に

つ
い

て
財

政
」

一
二

の
責

イ
一

五
を

負
う

も
0）

と
づ

一
る

，
，

2　
医
療
に
「
刻
す
る
教
育
イ
1汗

究
の
公
共
性
及
び
非
採
算
性

に
か
ん
が
み
、
並
び
に
無
医

士
也
区
σ
）
［
垣
療
　
、
　
救
急
医
療

そ

の
他
そ
の
医
療
に
関
し
特
別

σ
）

負
イ

旦
を

や
揮

う
医

療
（
以
1ぐ

こ
の
項
に
お
い
て
「
無
医
地

区
の

医
療

等
」

と
い

う
。

）
の
特
殊
性
に
か
ん
が
み
、
公

共
医

療
機

関
以

外
の

教
育

研
究
病
院
並
び
に
公
共
医
療
機

関
以
外
の
無
医
地
区
の
医
療

等
を
担
当
す
る
病
院
及
び
診

療
所

の
施

設
の

整
備

又
は

運
営
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て

も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
D

た ・ 歩 療 対 種 保 を

　 　 か 　

の 　 雪 進 医 に 各 確 策 、 。

保 　 医 の こ 大 の に 施 し

匡 　 、 苛 i 　 一 　 な耐 　 ま 鉢 び 増 準 分 な ら

の 　 珈 技 並 の 水 十 要 な

者 　 一 療 化 要 い が 必 f

当 ） 条 医 分 需 高 者 う れ

担 策 七 び 閉 る ・ 当 よ け

療 施 十 及 専 す て 担 る な 勧

医 の 二 学 び 対 し 療 れ じ ㎝

（ め 第 薬 及 に 応 医 さ 講 2



－ ＃ ひ 一

国
・
自
治
体
σ
）

　
　

　
責

務

（
医

療
担

当
者

に
係

る
制

度
の
改
革
）

第
二
十
八
条
（
略
〉
　
各
種
医

療
担
当
者
σ
）
業
務
、
資
格
要

件
等
の
再
検
討

2（
略

）
臨

床
研

修
の

要
件

化
3（

略
）

研
修

を
受

け
る

義
務

4（
略
）

（
各
種
医
療
担
当
者
の
養
成
）

第
二
＋
九
条
　
医
師
、
歯
科

医
師
及
び
薬
剤
師
並
び
に
そ

の
他

の
各

種
医

療
担

当
者

は
、

大
学
の
課
程
に
お
い
て
養
成

さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

2～
3（

略
）

　 医 性 て 識 社 的 よ け

　 種 共 い 短 い 祷 る な

） 各 公 つ の し 経 れ じ

遇 、 の こ 度 わ と さ 講

処 　 　 ー ユ

　 ま 務 務 高 さ 保 な をの 一 　 　 　 　 　 ミ 　 　 壮

者 国 職 職 る ふ 確 方 策 い

当 　 の の れ に の 障 施 な

旦 条 者 そ さ 能 位 保 な らお
療 十 当 に と 技 地 の 要 な

医 三 担 び 要 び 的 遇 必 ば

（ 第 療 並 必 及 会 待 う れ

（
医

薬
品

の
製

造
等

に
関

す
る

制
度

0）
改

革
）

第
三
十
・
一
条
　
国
は
、
優

良
な
医
薬
品
が
適
正
に
供
給
さ

れ
、
及
び
使
用
さ
れ
る
こ
と

を
確
保
す
る
た
め
、
医
薬
品

の
開
発
、
製
造
及
び
流
通
に

関
し

、
次

σ
）

各
号

σ
）

方
針

叫
こ

基
づ
き
、
そ
の
制
度
の
改
革

の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講

じ
な

け
才

し
ば

な
ら

な
し

、
。

”
一
・
`し

　
（
略
）

（
医

薬
分

業
σ

）
達

成
）



－ 草 刈 －

国
・
自
治
体
σ
）

　
　

責
務

第
一
一
一
｛
十
二
条
　
（
略
）

（
医

療
用

薬
剤

公
団

σ
）

設
雌

）

第
三
十
ニ
二
三
条
　
国
は
、
薬

価

σ
）

適
正

化
を

図
る

た
め

、
訪
i

斉
ir

l享
「
］
『
薬
フ
局
方
1言

周
斉
E」

キ
こ
イ
吏
∫
材

す
る
医
薬
品
を
製
造
業
者
又

は
輸
入
販
売
業
者
’
か
ら
独

占
的
に
買
い
取
り
、
こ
れ
を
調

剤
専
門
薬
局
及
び
薬
剤
備
蓄

セ
ン
タ
ー
に
供
給
す
る
た
ヅ

）
σ
）
機
1銅

と
し
て
、
1婬

療
用
薬

剤
公

団
を

設
・

1ノ
こ

す
る

，
kう

必

要
な
施
策
を
、
講
じ
な
け
オ
rし

ば
な

ら
な

い
、

一

療 す 因 ． 医 る 係 制 な ら

医 資 原 て す に の 要 な

、 に の し 置 故 め 必 ぱ

は 理 故 と 設 事 た う れ

国 処 事 関 を 療 の よ け

　 な 療 機 会 医 済 る な

条 正 医 る 査 、 救 す じ

四 適 、 す 審 に の 設 講

十 の め 定 故 も 書 創 を　 　 　 　 　 　 　 　 　 ひ

． 二 故 た 判 事 と 被 を 策 い

第 事 る を 療 と る 度 胸 な （
中
央
医
療
委
員
会
等
σ
）

設
置
）

第
四

三
十

■
土

〔
条

　
医

療
保

障
に

関
す
る
国
の
施
策
を
総
合

的
か
つ
，
｝
1・

画
的
に
推
進
．
す
る
た

め
、

内
［

一
掬

総
理

大
臣

σ
）

所
轄

の
下
に
、
中
央
医
療
委
員

会
を
置
く
も
の
と
す
る
。
2（

略
）

3　
中
央
医
療
委
員
会
に
、

け
ヨ

L竜
イ

呆
健

∫
ア

を
1置

く
も

σ
）

と

す
る

、
、

　
　

　
4（

略
）

（
1也

ノ
ゴ

［
延

療
委

員
会

σ
♪

i没
1；

忙
）

第
一
ξ
一
三
十
六
条
　
（
略
）



（
健

康
管

理
委

員
会

の
設

置
及

び
保

健
所

の
整

備
）

国
・

自
治

体
の

@　
　

責
務

第
三
十
七
条
　
　
都
道
府
県
及

ﾑ保
健

所
を

設
置

す
る

市
に

、
健
康
管
理
委
員
会
を
置
く
吏
）

σ
）

と
す

る
。

　
　

2～
6（

略
）

H・

ﾊ的
な

ﾓ務

　
（
医
師
の
責
務
）

謔
T条

@医
白
市
1
ま
，
　
［
妊
療
σ
）
羊
目
互
イ
昌
栄
真

ｫの
原

則
に

鑑
み

、
国

民
医

療
ﾌ担

い
手

と
し

て
の

自
覚

を
持

ﾁて
、

医
倫

理
に

則
り

行
動

し
ﾈ
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

第
6
　

医
療

関
係

者
の

責
務

@
（
医
の
倫
理
・
生
涯
教
育
）

纓
ﾃ関

係
者
は
，
医
の
倫
理

�
ｱ
貝
1
」
っ
て
，
　
医
療
を
マ
〒
な
　
う
　
と

ﾆも
に
，
学
問
及
び
技
術
の
進

烽
ﾉ即

応
し
て
常
に
研
さ
ん
を

dね
る

。
虹

う
努

め
な

け
れ

ば
な

轤
ﾈい

．

（
医
療
担
当
者
σ
）
責
務
〉

謠
¥条

　
　

す
べ

て
医

療
担

当
ﾒは

、
各
種
医
療
担
当
者
相

ﾝの
立
場
を
尊
重
し
つ
つ
、

緕
t又

は
歯
科
医
師
を
中
心

ﾆし
て
有
機
的
連
携
の
下
に

齣
ﾌと

な
っ
て
、
そ
の
任
務

�
B成

す
る
責
務
を
有
す
る
。

1－
1医

療
の

諸
原

則
に

従
っ

た

f
療
提
供

纓
ﾃ
従
事
者
は
、
医
療
の
諸
原

L1
」
に
従
っ
た
診
療
を
行
う
よ
う

wめ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

第
五
条

@
医
療
機
関
及
び
医
療
従
事
者

ﾍ
、
こ
の
法
律
の
趣
旨
に
の
っ

ﾆ
　
り
、
　
医
療
を
受
け
る
者
σ
）
イ
、
ヤ

鰍
�
m
保
す
る
こ
と
に
特
に
留

ﾓし
つ

つ
、

　
白

　
ら

、
　

医
療

に
関

ｷる
情

報
σ

）
適

切
な

提
供

に
つ

｢
て
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と

烽
ﾉ
、
全
力
を
挙
げ
て
安
全
な

硬 寮 ［ 　 　 ヲ

第
7　

医
薬

品
ま

た
は

医
療

用
1妊

療
を
筈
f　

う
　
，
k　

う
　
与
｝
8）

な
号
す
れ

提
具

の
製

造
業

者
等

の
責

務
ば
な
ら
な
い
。

供
（
製
造
業
者
等
の
責
務
）

者
医

薬
品

ま
た

は
医

療
用

具
の

ヴ
）

製
造
業
者
ま
た
は
販
売
業
者

1二
は

，
優

良
か

〆
）

安
全

な
医

薬
品

務
又

は
医

療
用

具
を

開
発

し
，

　
供

給
す

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

．
第
二
十
八
条
（
再
掲
）

8－
2

2　
　
　
　
1匠

白
市
　
力
く
医
療
　
を
　
11
旦
　
’
与
　
寸
一

②
医
療
従
事
者
は
、
医
療
被

る
に
つ
い
て
は
、
そ
の
担
当

害
の

再
発

防
止

措
置

の
実

施
に

す
る
診
療
科
目
に
つ
き
相
当

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

期
間
の
臨
床
研
修
を
経
て
い

る
こ
と
が
要
件
と
　
さ
れ
る
も

研
修

・
研

鑚
の

と
す

る
。

，

σ
）
義
務

3　
　

各
種

医
療

担
当

者
は

、
医
学
、
薬
学
及
び
医
療
技
術

の
進
歩
等
の
状
況
の
変
化
に

対
応
す
る
た
め
、
そ
の
資
格

取
得
後
に
お
い
て
も
、
定
期

的
に
研
修
を
受
け
る
竣
務
を

負
う
患
一
｝
σ
）
と
す
る
。

3－
3医

療
従

事
者

の
診

断
内

容
第
八
条

な
ど
の
説
明

医
療

機
関

は
、

医
療

を
受

け

一 ＃ o o －



－ 伍 O －

． 医 療 提 供 者 の 責 務

情
報
提
・
供
、

説
明

の
義

務

1髪
療

従
事

者
が

患
者

を
診

察
し

た
と

き
は

、
病

名
を

含
め

た
診

断
内

容
を

告
げ

、
当

該
疾

病
の

内
容
、
今
後
σ
）
推
移
、
お
よ
び

こ
れ
に
対
す
る
検
査
・
治
療
σ
）

内
容

や
方

法
な

ど
に

つ
い

て
、

患
者

が
理

解
で

き
る

よ
う

に
易

し
く
言
兇
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ロ

1－
3患

者
’

0）
1司

，
敬

と
堕

互
療

で
達

』
餌

者
σ

）
裁

一
1∫

t

医
療
従
事
者
σ
）
適
切
な
説
明
に

基
づ

き
患

者
が

同
意

し
た

場
合

、
医

療
従

事
者

は
同

意
を

得
た

範
囲

内
で

医
療

水
準

に
し

た
が

っ
た

合
理

的
な

判
断

に
基

づ
き

、
適

切
な

診
療

を
実

施
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

1－
4連

杉
与

医
プ

寮
施

設
と

患
者

†
吉

報
σ

）
相

互
利

用

診
療
の
必
要
上
、
同
一
一
一
患
者
を

複
数

の
医

療
施

設
が

連
携

し
て

診
療
す
る
場
合
、
各
施
設
σ
）
医

療
従

事
者

は
患

者
の
同
意
を
得
た
」
二
で
必
要
な

情
報
を
村
」
互
に
共
通
に
利
用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

に
各

医
療

施
設

の
医

療
従

事
者

は
正

当
な

事
由

な
く

こ
れ

を
関

係
者

以
外

に
漏

ら
し

て
は

な
ら

な
い
。

る
者

の
自

己
決

定
に

資
す

る
た

め
、

適
切

な
方

法
に

よ
り

、
で

き
る

限
り

広
く

、
そ

の
提

供
す

る
医

療
の

内
容

に
関

す
る

情
報

、
そ

の
有

す
る

人
員

、
施

設
及

び
設

備
に

関
す

る
情

報
そ

の
他

の
当

該
医

療
機

関
に

関
す

る
憎
報
を
提
供
す
る
，
支
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条

　
医

師
三

又
は

歯
科

医
師

に
一

t
、

　
診

療
1こ

際
し

、
　

ノ
怠

者
」

　
（

ノ
怠

者
が

そ

の
説

明
を

理
解

す
る

こ
と

が
困

難
な

状
態

に
あ

る
と

き
は

、
患

者
の
家
族
そ
の
他
患
者
を
看
，
i蔓

す
る
者
（
以
下
「
家
族
算
」
　
と

い
う
、
〉
。
第
三
項
及
び
笛
十
・

七
条

第
”

一
項

に
お

い
て

∫
同

じ
。

）

に
対
し
、
当
該
患
者
σ
）
心
身
σ
）

状
学
兄
に
応
じ
！
）
っ
、
適
切
な
方

法
に

よ
り

、
当

該
診

療
に

関
す

る
次

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

、
十

分
に

納
得

が
得

ら
れ

る
よ
う
な
言
克
明
を
　
ゴ
う
も
の
と
す

る
。

　
一
　
傷
病
名
（
そ
σ
）
疑
い
が

あ
る

と
診

断
さ

れ
た

も
の

を
含

む
。

）
及

び
Ii

三
要

症
状

　
二
　
行
お
う
と
す
る
治
療
又

は
検

査
の

日
的

、
方

法
及

び
予

測
さ

れ
る

効
果

等
（

当
r凄

治
療

又
は
検
査
が
患
者
σ
）
心
身
に
対

し
て

負
担

又
は

危
険

を
伴

う
お

そ
れ

が
あ

る
も

の
で

あ
る

場
合

に
は

そ
の

内
容

及
び

程
度

を
、

当
該

治
療

又
は

検
査

に
代

わ
り

得
る
他
σ
）
治
療
又
は
検
査
の
方

法
が
あ
る
場
・
合
に
は
そ
の
方
法

及
び

そ
れ

に
よ

る
こ

と
と

し
た

と
き
σ
）
予
測
さ
れ
る
効
果
等
の

相
違

を
．

当
該

治
療

又
は

検
査



1

し
ノ

1 0 1

． 医 療 提 供 者 の 責 務

σ
）

内
容

1こ
薬

斉
1」

σ
）

投
与

・
力

蒐
含

ま

れ
る

場
合

に
は

そ
の

薬
剤

の
名

称
、

効
能

、
効

果
、

特
に

注
意

す
べ

き
副

作
用

等
を

、
そ

れ
ぞ

れ
含
む
ヰ
）
σ
）
と
す
る
。
）

三
　

　
行

お
う

　
と

す
る

？
台

療
又

は
検

査
を

拒
否

で
き

る
こ

と
（

当
該

治
療

を
行

わ
な

い
こ

と

情
報
提
供
、

燒
ｾの

義
務

と
し

た
と

き
に

予
測

さ
れ

る
当

Y患
者
の
心
身
の
状
況
を
含

ﾞ。
〉

。

四
　
　
自
己
に
お
い
て
必
要
な

診
療
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
泣
）

る
場

合
そ

の
他

必
要

な
診

療
を

他
の

医
師

又
は

歯
科

医
師

に
行

わ
せ

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
揚

合
に
は
、
そ
の
旨
、
そ
の
理
Ll
－
1

及
び

他
の

医
師

又
は

歯
科

医
師

に
関

す
る

憶
報

、
他

の
医

療
機

関
に

関
す

る
情

報
そ

の
他

の
当

該
患

者
が

当
該

必
要

な
診

療
を

受
け

る
た

め
に

必
要

な
事

項
五
　
　
そ
の
他
診
療
に
関
す
る

重
要

な
｛

ド
項

2　
　
医
師
又
は
歯
科
医
師
は
、

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

同
項

各
号

に
掲

げ
る

事
項

の
全

部
又

は
…

部
に

つ
い

て
、

同
項

の
説

明
を

行
わ

な
い

こ
と

が
で

き
る

。

…
～

l　
　

（
略

）

3（
略
）
説
明
文
書
の
交
付

第
二
十
九
条
　
　
医
療
機
関
及
び

医
療

従
事

者
は

、
そ

の
提

供
す

る
医

療
又

は
そ

の
医

療
に

関
す

る
情
報
σ
）
提
供
に
対
す
る
患
者

そ
の
他
の
者
か
ら
σ
）
相
談
に
つ

い
て
、
適
切
か
｛
）
迅
速
な
対
応

患
者
か
ら
び
）

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
，
，



1

し
ハ ー 1

料
一

1談
へ

σ
）

2　
医
療
機
関
は
、
患
者
そ
’
σ
）

対
応

他
の
者
か
ら
の
相
談
に
適
切
か

つ
迅

速
に

対
応

す
る

こ
と

が
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
1｛

一
1談

に
応
じ
る
た
め
の
窓
1－

1を
設
置

す
る

等
σ

）
必

要
な

措
［

置
を

l
l
岸

ず
る

　
よ

　
う

　
多

多
8
）

な
　

け
オ

し
は

f
ズ

貢
　

ら
　

オ
£

い
〔

、

第
二
1・

六
条

医
療

機
関

は
、

患
者

に
係

る
医

療
に

要
し

た
費

用
に

つ
き

支

領
収
書
σ
）

払
が

行
わ

れ
る

に
際

し
、

厚
生

交
付

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
　
　
り
　
、
　
　
当
　
β
亥
患
者
そ
　
σ
）
イ
也
び
）
　
1
一
⊥
1

該
費
用
σ
）
支
払
を
す
る
者
に
対

し
、

そ
の

費
用

σ
）

内
容

σ
一

）
内

訳

が
分

か
る

領
収

井
を

交
付

す
る

能
一
）
σ
）
と
す
一
る
、
、
　
　
　
　
　
2
　
（
田
各
）

（
［
一
1
1民

の
責
務
）

第
5　

国
民

の
責

務
5－

1健
康

σ
）

増
進

第
六
条

国
民

は
，

進
ん

で
健

康
に

関
す

べ
て

の
人

は
、

自
ら

の
健

康
医
療
を
受
け
る
者
一
は
、
　
医
療

第
6条

r業
る
正
　
し
い
知
識
を
身
に
っ

状
態
を
自
覚
し
、
　
健
康
σ
）
増
進

が
そ

の
理

解
と

自
己

決
定

に
基

国
民

は
，

医
療

に
関

す
る

知
け
，
自
ら
σ
）
健
康
の
保
持
増

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

づ
い
て
行
わ
才
し
る
べ
き
も
σ
）
で

識
を

備
え

る
、

L
う

に
努

ソ
）

る
と

進
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
あ
る
　
こ
　
と
　
を
　
自
覚
　
し
て
、
　
［
妊
残
‘

共
に
，
　
ま
也
域
社
会
び
）
　
・
員
と
　
し

い
，

5・
2患

者
・
家
族
σ
）
協
力

従
」
菩
者
に
協
力
　
し
一
）
つ
、
　
そ
才
し

患
者
σ
）
ず
f務

て
医

療
の

充
実

患
者

お
よ

び
そ

の
家

族
は

、
医

に
で

き
る

限
り

主
体

的
に

取
り

発
∫
賃
1こ

協
力
　
し
な
け
才
し
に
fな

　
ら

療
従

事
者

が
良

質
、

安
全

か
つ

糸
且
む
　
．
k
　
う
　
多
チ
　
ど
）
　
る
　
も
　
σ
）
　
と
　
ゴ
’

な
い
，

適
切
な
医
療
を
提
一
供
で
き
る
よ

る
u

う
に

協
力

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
、

一

5－
3　

病
歴
に
つ
い
て
σ
）
憎
報
提

供
患
者
は
、
　
医
療
を
受
け
る
と
き

1
こ
は
、
　
医
療
従
事
者
叫
こ
対
　
し
、

過
去
σ
）
病
歴
・
投
薬
・
人
院
歴

・
家
族
の
病
歴
・
そ
σ
）
他
現
在

σ
）
健
康
状
態
に
関
係
す
る
す
べ

て
の

事
項

を
含

む
、

病
歴

に
つ

い
て

の
十

分
な

情
報

を
提

供
す

る
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら



－ 嫡 N －

な
い
。

1．
患

者
の

尊
厳

と
プ

ラ
イ

バ
シ

一
1・

1患
者
の
尊
厳
と
プ
ラ
イ
バ

シ
ー

尊
厳

、
プ

ラ

Cバ
シ
ー
の

ﾛ護
な

ど

医
療

従
事

者
は

、
医

療
の

提
供

ﾉ
当
た
り
、
患
者
の
生
命
、
尊

ｵ
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
尊
重

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1－
2患

者
の

苦
痛

緩
和

、
除

去
患

者
は

、
肉

体
的

、
精

神
的

、
社

会
的

苦
痛

を
緩

和
さ

れ
る

権

患 者 の

利
を

有
し

、
医

療
従

事
者

は
、

ﾆ
族
等
と
協
力
し
て
、
患
者
の

ｸ
厳
を
第
一
と
し
て
、
患
者
の

権
苦

痛
の

緩
和

・
除

去
に

努
め

な
利

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2．
自
己
決
定
権

2－
1患

者
の

自
己

決
定

権
医

療
の

提
供

に
当

た
っ

て
は

、
患

者
の

自
由

な
意

思
に

基
づ

く
同

意
が

不
可

欠
で

あ
り

、
こ

の
同
意
を
欠
く
医
療
σ
）
提
供
は
原

則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
．

自
己

決
定

と
2－

2　
本
人
の
同
，
意
に
よ
ら
な
い

説
明

を
受

け
医

療
、

措
置

る
権

利
本

人
の

同
意

に
よ

ら
な

い
医

療
お

よ
び

措
置

は
、

緊
急

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
理

由
が

あ
る

場
合

に
限

り
、

か
つ

、
適

正
手

続
に

則
っ

て
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。

2－
3十

分
な

情
報

を
受

け
た

う
え

で
の

決
定

患
者

は
、

提
供

さ
れ

る
医

療
に

対
し

、
　

“
卜

分
な

情
報

提
f共

と
分

か
り
や
す
い
説
明
を
受
け
、
　
自



1 肋 し
j

I

患 者 の 権 利

自
己
決
・
定
一
と

説
明

を
受

け
る

権
利

的
な

1愚
，

E忍
σ

）
も

と
1こ

、
「

司
1ほ

、

あ
る

い
は

不
同

意
の

自
己

決
定

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

2－
4f
台

’
寮

に
タ

寸
寸

’
る

「
げ

し
意

と
打

三

否 ：
同
断
能
力
σ
）
あ
る
患
者
’
に
t
、
い

カ
・
な
る
診
1
析
■
ヒ
σ
）
手
紡
置
き
な
い

し
治

療
に

対
し

て
も

、
同

意
を

与
え

、
ま

た
は

差
し

控
え

る
権

利
を
有
す
る
口

2－
5医

療
従
事
者
’
の
十
分
な
説

明 医
療
従
串
二
者
は
、
患
者
の
自
己

決
定

に
資

す
る

よ
う

、
診

療
内

容
お
，
其
び
自
己
決
定
の
吏
）
た
ら

す
結

果
に

つ
い

て
十

分
か

っ
適

切
な

説
明

を
行

い
、

患
者

の
理

角
早
を
　
昇
る
。
虹
う
多
チ
グ
〕
オ
∫
｝
け
才
し
に
f

な
自

）
な

い
。

2
婚
医
療
機
関
の
選
択
及
び
変

更 想
、
者
は
、
医
療
機
関
を
自
由
に

選
択

し
、

去
た

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

，
、

3．
情
報
の
提
供

3－
1医

療
情

報
へ

の
ア

ク
セ

ス
す

べ
て

の
人

は
、

ll
一

］
己

の
生

命
、

身
体

、
健

康
な

ど
に

関
わ

る
状

況
を
一
上
E
し
く
理
角
早
し
、
最
善
σ
）

選
択
を
な
し
う
る
た
ダ
）
に
、
必

要
な

す
べ

て
の

医
療

情
報

に
ア

ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

8・
2原

因
究

明
等

①
患

者
・

家
族

・
遺

族
は

医
療
従
事
者
に
対
し
て
、
被
店
二
σ
）

原
因

究
明

、
十

分
な

情
報

開
示

と
説

明
を

求
め

る
二

と
が

で
き



1

し
ハ 年 輩

患 者 の 権 利

る
．

1－
3患

者
の

診
療

個
人

情
報

保
第
十
八
条

護
患
者
　
（
患
者
で
あ
っ
た
者
を

①
患

者
の

健
康

状
態

、
症

状
、

含
む

。
以

下
こ

の
節

に
お

い
て

診
断

、
予

後
お

よ
び

治
療

に
っ

同
じ
。
）
　
又
は
そ
の
遺
族
は
、

き
個

人
を

特
定

し
う

る
情

報
、

当
該
患
者
σ
）
診
療
に
イ
系
る
診
療

な
ら

び
に

そ
の

他
個

人
の

す
べ

記
録

に
つ

い
て

、
当

該
診

療
に

て
の

情
報

は
、

患
者

の
死

後
も

係
る
医
療
機
関
の
管
理
者
　
（
法

秘
密

が
守

ら
れ

な
け

れ
ば

な
ら

令
の

規
定

に
よ

り
医

療
機

関
の

な
い
。

管
理

者
以

外
の

者
が

保
存

す
る

②
　

医
療

従
事

者
は

、
医

療
を

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

診
療

記
録

受
け

る
者

の
医

療
情

報
及

び
個

に
つ

い
て

は
、

当
該

法
令

の
規

人
を

特
定

で
き

る
情

報
に

つ
い

定
に

よ
り

そ
れ

を
保

存
す

る
こ

記
録

開
示

と
﨣
�
ﾐ）

保
護

て
、
　
正
当
な
理
由
な
く
こ
れ
を

謗
O
者
に
開
示
し
て
は
な
ら
な

｢
。

と
と
さ
れ
て
い
る
者
，
，
以
1ぐ

こ

ﾌ
節
に
お
い
て
同
じ
．
）
に
対

ｵ
、
そ
の
開
示
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

3．
2　

診
療
記
録
な
ど
開
示
請
求

2　
　

患
者

が
未

成
年

者
又

は
成

権
年

被
後

見
人

で
あ

る
と

き
は

、

患
者

は
、

医
療

機
関

に
対

し
、

そ
の
法
定
代
理
人
は
、
　
当
該
患

診
療

録
等

の
自

己
に

関
す

る
医

者
に
代
わ
っ
て
前
項
σ
）
規
定
に

療
情

報
の

開
示

を
求

め
る

権
利

よ
る

開
示

σ
）

請
求

　
（

以
下

　
「

開

を
有

す
る

。
示
詳
｝
求
」
　
と
　
し
・
う
　
。
，
）
　
を
寸
一
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
当

3－
3医

療
従
事
者
σ
）
診
断
内
容

言
亥

「
痢

オ
至

言
育

求
を

づ
“

る
　

こ
　

と
　

方
丈

ソ
ー

i

な
ど
の
説
明

β
亥
患
者
び
）
意
思
に
反
す
る
こ
と

医
療

従
事

者
が

患
者

を
診

察
し

が
明

ら
か

で
あ

る
場

合
は

、
こ

た
と

き
は

、
病

名
を

含
め

た
診

の
限
り
で
な
い
。

断
内

容
を

告
げ

、
当

該
疾

病
の

3　
　
前
二
項
に
規
定
す
る
者
σ
）

内
容

、
今

後
の

推
移

、
お

よ
び

ほ
か

、
患

者
の

家
族

は
、

患
者

こ
れ

に
対

す
る

検
査

・
治

療
の

が
診

療
記

録
に

記
録

さ
れ

て
い

内
容

や
方

法
な

ど
に

つ
い

て
、

る
情
報
σ
）
内
容
に
〆
）
い
て
理
解

患
者
が
理
角
早
で
き
る
よ
　
う
に
易

す
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
渉
）

し
く

説
明

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

る
と

き
又

は
患

者
の

同
意

が
あ

い
。

る
　

と
　

き
　

1ま
、

　
当

β
亥

患
者

1こ
イ

tわ

っ
て

開
示

請
求

を
す

る
こ

と
が

3－
4診

療
情

報
を

知
ら

さ
れ

な
で

き
る

。

い
権
利

患
者

は
、

自
身

の
診

断
や

治
療

第
十
九
条

0）
内

容
な

ど
に

関
す

る
憐

報
を

医
療

機
関

の
管

理
者

は
、

開
知

ら
さ

れ
な

い
権

利
を

有
す

る
示

請
求

が
あ

っ
た

と
き

は
、

当



1

し
ハ

し
ノ

ロ

1

患 者 の 権 利

記
金

糞
「

謝
！

丞
と

情
報

の
保

護

第
3章

　
医

療
の

主
体

（
医
白
市
σ
）
土
也
f立

び
）
イ
呆
「
1章

冬
｝
）

第
18
条

（
医
療
担
当
者
σ
）
処
遇
〉

第
』
・
三
十
条
　
　
　
　
（
再
掲
）

　
国
は
、
各
種
医
療
担
当
者

百 度 れ

を 制 け

と な な

こ 要 れ

い 必 ら

な に め

れ め 定 σ

さ た が い

ら る き な

知 す 続 ら

、 と 平 な

、 、 じ 」 　 　 ず い

カ ム 目 　 ． 　 β 3－
5第

』
二
の
意
見
（
セ
カ
ン
ド

　
オ
ピ
ニ
オ
ン
）
　
の
聴
取

患
者

は
、

現
に

受
診

し
て

い
る

医
療

機
関

以
外

の
医

療
機

関
を

受
診

し
、

そ
れ

ま
で

に
得

ら
れ

た
情
報
を
提
供
し
て
、
音
1見

を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

4．
健
康
教
育

牛
1
健
康
教
育
の
普
及

す
べ

て
の

人
は

、
個

人
の

健
康

と
保
健
サ
ー
ビ
ス
σ
）
利
用
に
つ

い
て

、
憶

報
を

与
え

ら
れ

た
う

え
で
σ
）
選
よ
尺
が
・
∫
f
混
と
な
る
よ

う
な
健
1裏

教
育
を
受
キ
す
る
こ
と

が
で

き
る

。

8．
被

害
回

復
を

求
め

る
権

利
8－

1医
療

被
害

対
応

医
療

の
過

程
に

お
い

て
患

者
に

被
害

が
生

じ
た

場
合

、
患

者
・

家
族

・
遺

族
は

医
療

従
事

者
に

対
し

て
、

誠
実

な
対

応
を

求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

8・
2原

因
究

明
等

q
）
患
者
・
家
族
・
遺
族
は
医

療
従

1’
匹

者
に

対
し

て
、

辛
皮

害
σ

）

原
因

究
明

、
十

分
な

情
報

開
示

と
説

明
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

②
医

療
従

事
者

は
、

医
療

被
害
σ
）
再
発
防
止
措
置
の
実
施
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

I I I

レ
2医

療
従

事
者

の
患

者
σ

）
権
利
擁
護

該
開

示
請

求
を

し
た

者
に

対
し
、
当
該
r用

示
請
求
に
｛
系
る
診

療
　
言
己
色
女
　
　
（
　
当
　
よ
亥
i
喜
多
残
匠
δ
己
狂
女
1
こ
　
当

該
開

示
請

求
に

係
る

患
者

に
関

す
る
情
報
以
外
σ
）
憶
報
が
記
録

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
、

当
該

患
者

に
関

す
る

情
報

に
係

る
部

分
に
限
る
。
第
二
卜
四
条
第
　
・

項
及

び
第

四
節

を
除

き
、

以
下

同
じ

。
）

を
開

示
し

な
け

れ
ば

な
P）

な
い

。
た

だ
し

、
開

示
す

る
こ

と
1こ

、
辷

り
次

σ
）

各
｝

3・
σ

）
し

・

ず
れ
．
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

そ
σ

一
）

全
部

又
は

一
・

部
を

開
示

し

な
い
こ
と
が
で
き
る
。

　
一

一
一

・
～

一
二

（
略

）

第
二

十
条

（
略

）

【
非
開
示
の
場
合
σ
）
通
知
1

第
二

一
ト

ー
一

条
（

略
）

【
七
「
一
1以

内
に
開
示
の
原
則
1

　
2（

略
）

第
■
二
十
二
条
（
略
）

1
一

書
面

交
イ

寸
に

よ
る

、
診

療
記

録

の
開
示
方
法
】

2
（
田
谷
）
【
手
数
料
び
）
徴
収
】

第
二
十
三
条
（
略
）

【
記

録
の

訂
正

、
追

加
、

削
除

請
求

権
】

第
』

1
一

四
条

（
略

）

【
記
録
の
訂
正
と
除
外
事
由
】



－ 嫡 ひ －

医
療
提
供
者
σ
）

｠利

国
は

，
医

療
の

主
体

た
る

医
tの

責
任

の
重

大
性

に
鑑

み
，

ｻの
自

由
性

・
独

立
性

を
尊

重
ｵ，

且
つ

，
そ

れ
に

相
応

し
い

ﾐ会
的

経
済

的
地

位
を

保
障

す
驍

ｽめ
に

必
要

な
施

策
を

講
じ

ﾈ
け

れ
ば

な
ら

な
い

．
A
　

　
国

は
，

医
療

の
公

共
性

ﾉ鑑
み

，
医

師
が

医
療

活
動

か
逍

ﾖっ
た

損
失

に
つ

い
て

は
一

ｱれ
を

保
障

す
る

た
め

に
必

要
ﾈ施

策
を

講
じ

る
も

の
と

す
驕
D

の
職
務
の
公
共
性
並
び
に
そ

ﾌ職
務
に
つ
い
て
必
要
と
さ

黷
骰
sx
の
知
識
及
び
技
能

ﾉふ
さ
わ
し
い
社
会
的
地
位

ﾌ確
保
と
経
済
的
待
遇
の
保

痰
ｪな

さ
れ

る
，

仁
う

必
要

な
{策

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

ﾈい
。

謠
¥五

条
S　

健
康
管
理
医
は
、
住
民

ﾌ健
康
管
理
上
必
要
が
あ
る

ﾆ認
め
た
と
き
は
、
保
健
所

ﾉ対
し
、
そ
の
職
員
に
よ
る

医
療

従
事

者
は

、
患

者
の

諸
権

�
�
i
護
す
る
た
め
に
、
国
・

n
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
医

ﾃ
体
制
の
充
実
な
ど
を
求
め
る

ｱと
が

で
き

る
．

P．
3患

者
の

同
意

と
医

療
従

事

ﾒの
裁

量
纓
ﾃ
従
事
者
の
適
切
な
説
明
に

薰
ﾃき

患
者
が
同
意
し
た
場

〟
A
医
療
従
事
者
は
同
意
を
得

ｽ
範
囲
内
で
医
療
水
準
に
し
た

ｪ
っ
た
合
理
的
な
判
断
に
基
づ

ｫ
、
適
切
な
診
療
を
実
施
す
る

（
医
療
へ
σ
）
拘
束
の
排
除
）

謔
Q7
条

曹
ﾍ
，

医
療

σ
）

相
互

信
頼

性
ﾉ鑑

み
、

医
療

保
険

に
よ

る
医

ﾃへ
σ

）
不

当
な

拘
束

を
排

除
ｵ
，

l
l．

つ
，

医
師

の
報

酬
を

適
ｳに

評
価

し
う

る
よ

う
に

す
る

ｽめ
に

必
要

な
施

策
を

講
じ

る
烽

ﾌ
と

す
る

．

継
続

的
な

訪
問

指
導

を
要

請
ｷる

こ
と

が
で

き
る

生
）

の
と

ｷる
、

T　
　

健
康

管
理

医
は

、
住
民

ﾌ生
活
環
境
又
は
労
働
環
境

ﾉ関
し
、
地
方
公
共
団
体
又

ﾍ事
業

主
に

対
し

、
　

健
康

管
掾

@ヒ
必

要
な

措
置

を
溝

ず
る

謔
､勧

告
、
要
請
等
を
行

な
､こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す

こ
と
が
で
き
る
。

P．
4　

連
携
医
療
施
設
と
　
患
者
情

�
ﾌ
相
互
利
用

f療
の

必
要

■
ヒ

、
同

一
患

者
を

｡
数
の
医
療
施
設
が
連
携
し
て

f
療
す
る
場
合
、
各
施
設
の
医

ﾃ
従
事
者
は
患
者
の
同
意
を
得

ｽ
上
で
必
要
な
情
報
を
相
互
に

､
通
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。
　
こ
の
場
合
に
各
医
療
施
設

6　
健

康
管

理
医

の
健

康
管

σ
）
医
療
従
事
者
は
正
当
な
事
由

理
業

務
に

対
す

る
報

酬
は

、
な

く
こ

れ
を

関
係

者
以

外
に

漏

そ
の
担
当
す
る
住
民
の
員
数

ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

及
び
経
験
年
数
を
考
慮
し
て

定
め
る
相
当
額
の
固
定
報
酬

と
し
、
こ
れ
に
へ
き
地
加
算

乍
筆
σ
）
力
目
算
　
を
　
了
オ
＃
　
う
　
も
　
σ
）
　

と

す
る
。

そ
の

他

　
〔
前
　
文
〕

纓
ﾃの

基
本

目
的

は
，

国
民

ﾌ健
康

を
増

進
す

る
二

と
に

よ
ﾁて

，
国

民
の

平
和

で
車

幅
な

ｶ活
に

寄
与

し
，

あ
わ

せ
て

国
ﾆσ

）
繁

栄
に

貢
献

す
る

こ
と

に
ﾂ）

る
．

纓
ﾃは

，
医

学
の

社
会

的
適

理
　
　
由

@日
本

国
憲

法
第

二
十

一
五

条
ﾐ）

精
牛
申
に
基
づ
き
す
べ
て
σ
）

走
ｯの

生
命
と
健
康
を
守
る

ｽめ
、
医
療
保
障
に
関
す

る
{策

の
指
針
及
び
国
、
地

方
�
､団

体
等
の
責
務
を
明

ら
ｩに

す
る
と
と
も
に
、
そ

の

6．
臨

床
研

究
と

被
験

者
の

権
�
U－

1臨
床
研
究
の
推
進

ﾇ
質
、
安
全
か
っ
適
切
な
医
療

ﾌ
提
供
の
た
め
に
は
優
れ
た
臨

ｰ研
究

の
推

進
が

不
・

∫
欠

で
あ

驕
B

策
一

一
条

@
こ
の
法
律
は
、
医
療
を
受
け

骼
ﾒ
に
対
し
医
療
に
関
す
る
情

�
ｪ
そ
の
者
及
び
そ
の
家
族
に

ﾆ
っ
て
十
分
に
納
得
す
る
こ
と

ｪ
で
き
る
程
度
に
提
供
さ
れ
て

｢
る
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ

驕
@こ

　
と

　
、

　
医

療
1こ

イ
系

る
牛

目
談

1こ



1

し
八 日 1

そ
の

他

用
で

歩
）

り
，

医
学

が
社

会
的

に

K用
さ

れ
る

あ
ら

ゆ
る

分
野

を
�

№
ｷる

．
そ

れ
は

，
単

に
，

ｾ病
の

治
療

の
み

を
意

味
す

る
烽

ﾌで
は

な
い

，
健

康
時

の
健

N養
言
蔓
を
出
発
，
転
と
　
し
，
　
健
康

ﾌ
破

綻
の

予
防

，
疾

病
発

弓
一

こ
時

ﾌ対
策

，
健

康
破

綻
か

ら
の

回
怐

C物
療

な
ど

、
い

く
つ

か
σ

）
i
階

を
包

括
し

，
　

又
，

　
人

口
構

｢・
産

業
構

造
な

ど
の

変
化

に
ﾎ応

す
る

特
殊

領
域

に
お

け
る

繩
wσ

）
社

会
的

適
用

を
も

包
括

ｷる
，

　
し

た
が

っ
て

，
医

療
内

eは
，

…
方

に
お

い
て

医
学

の
i歩

に
伴

い
，

他
方

に
お

い
て

、
h一

h会
的
経
済
的
諸
条
件
σ
）
変
化

ﾉ伴
い
，
　
イ
く
四
目
こ
充
実
発
展
し

I）
つ
浄
）
る
と
い
え
る
．
　
こ
の
医

ﾃσ
）
展
開
を
阻
一
Iし

す
る
要
因
を

恚
獅

ｵ，
　

そ
の

向
上

を
、

汁
る

こ
ﾆ
は

，
　

国
民

に
対

す
る

国
家

の
ﾓ
務

で
あ

る
．

　
し

か
る

に
，

医
ﾃに

関
す

る
既

存
σ

）
諸

制
度

施
策
σ
）
基
本
　
と
　
な
　
る
一
τ
1ボ

項
を

閧
ﾟる

必
要

が
歩

）
る

。
こ

れ
ｪ、

　
こ

の
法

律
案

を
提

出
す

髣
摎
Rで

あ
る
。

6－
2被

験
者

の
権

利
擁

護
ﾕ
床
研
究
に
当
た
っ
て
は
、
被

ｱ者
σ

）
生

命
、

　
健

康
、

　
プ

ラ
イ

o
シ
ー
及
び
尊
厳
が
守
ら
れ
な

ｯれ
ば

な
ら

な
い

、

U－
3臨

床
研

究
及

び
被

験
者

保
�
ﾉ
関
す
る
立
法
臨
床
研
究
及

ﾒ
被
験
者
の
権
利
に
つ
い
て
は

ﾊ途
定
め
る
こ
と
　
と
す
る
、

V．
被

拘
束

者
と

し
て

の
患

者
の

｠利 V－
1患

，
者

・
の

虐
待

禁
一

上
し

｢か
な

る
場

・
合

も
患

者
を

虐
待

ｵて
は

な
ら

な
い

、

V－
2患

者
の

白
山

制
限

措
置

ｳ
者
の
身
体
拘
束
等
自
由
を
制

ﾀ
す
る
際
に
は
、
そ
の
制
限
は

ﾙ
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
場

№
ﾉ
限
り
、
ま
た
必
要
最
小
限

x
で
行
わ
れ
な
け
れ

ﾎな
ら

な
い

、

応
じ
る
イ
水
制
が
イ
く
　
ト
う
｝
で
あ
る

ｱと
、

　
医

療
に

｛
系

る
串

二
故

等
と

ｱれ
に

対
す

る
医

療
機

関
等

ぴ
）

ﾎ
応
の
在
り
方
が
問
わ
れ
る
事

ﾔ
の
相
次
ぐ
発
生
等
に
よ
り
医

ﾃに
対

す
る

国
民

σ
）

イ
レ

や
頼

が
低

ｺし
／
）
つ
あ
る
こ
と
等
に
か
ノ
）

ｪ
み
、
医
療
を
受
け
る
者
に
対

ｷる
医
療
に
1刻

す
る
情
報
σ
）
提

氓
ﾉ
つ
い
て
σ
）
基
本
的
な
事

�
、
医
療
を
受
け
る
者
に
対
す

驪
獄
ﾚ談

支
援
に
1撤

し
必
要
な
事

�
、
医
療
事
故
等
の
原
因
究
明

刪
ﾀ
全
な
医
療
を
確
保
す
る
た

ﾟに
必

要
な

事
項

等
に

ノ
）

い
て

閧
凵

jる
　

こ
　

と
　

1こ
よ

　
り

　
、

　
匝

ミ
瘍

イ
を

�
ｯ
る
者
σ
）
尊
厳
が
保
持
さ

黶
A
医
療
を
受
け
る
者
の
理
解

ﾆ
自
己
決
定
に
基
づ
い
た
良
質

ｩ
っ
適
切
な
医
療
の
提
供
を
促

i　
し

、
　

略
一

）
っ

て
ヰ

北
が

国
σ

）
医

療

ﾌ
信
頼
性
の
確
保
及
び
向
し
と

纓
ﾃを

受
け

る
者

σ
）

権
利

利
益

ﾐ）
擁

護
に

資
ゴ

’
る

　
こ

　
と

　
を

　
目

　
的

は
，

　
単

に
医

療
を

疾
病

の
治

療
と
す
る
。

と
　
し
て
　
と
　
ら
　
え
て
し
・
る
の
み
な

轤
ｸ，

医
学

の
進

歩
，

社
会

的
o済

的
諮

条
件

の
変

化
を

無
視

ｵて
組

み
立

て
ら

れ
て

お
り

、
ｻ実

の
医

療
の

展
開

か
ら

は
な

ﾍだ
し

く
遊

離
し

，
そ

の
発

展

7・
3適

正
・

罫
続

O
項
の
制
限
は
、
法
の
適
正
手

ｱ
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
な
け
れ

ﾎな
ら

な
い

．

第
三

十
八

条
@匡

1の
開
1没

す
る
医
揚
餅
幾
関
に

ﾖし
て
は
、
　
こ
の
法
律
σ
）
規
定

ﾐ）
適

用
に

つ
い

て
、

政
令

で
特

ﾊσ
）

定
め

を
吋

一
る

　
こ

　
と

　
が

て
∋

き

を
阻

害
し

て
い

る
．

る
1，

こ
こ

に
既

存
の

医
療

関
係

諸
制
度
を
木
異
本
白
勺
に
改
革
し
、
　
医

療
一

医
学

の
社

会
的

適
用

を
円

滑
な

ら
し

め
，

そ
れ

に
よ

’
）

て
医

療
環

境
を

整
備

し
，

　
国

民
の

健
康

を
増

進
す

る
た

め
σ

）
政

策
目

標
を

示
す

た
め

に
こ

の
法

律
を
制
定
す
る
．
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